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海洋工学連絡会
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海洋の自然を解き明かし、その本質を損なわないように利用、開発してゆく開発工学が対象と

する範ちゅうは極めて広範なものであります。

従来、既存の工学諸分野がそれぞれの伝統分野内の海洋工学について学問や技術の進歩を進め、

多大の成果を上げてまいりました。

しかし、今後、海洋の調査研究や海洋の利用、開発をさらに実質化し拡大してゆくには、より

深く未知なる環境に踏み込み、より高く、新しい目標に挑戦してゆくことが必要であり、このた

めには広範な既存工学分野の有機的な協力、既存工学分野間にある境界領域の発展、関係の深い

ハイテクを取り込むことによる海洋工学の高度化が是非とも必要となります。

そこで、海洋工学と関係の深い７つの学協会が協力して、上記の目的に沿った活動をするため

に、「海洋工学連絡会」を昭和６３年１月２６日に設立致しました。

本会の当面の活動は、共同調査、情報交換を行い、年２回の活動報告会を開催することであり、

将来は海洋工学パネルを定期的に開催していく予定です。現在までに、「今後の海洋開発に対す

る期待と各工学分野の役割」、「海洋開発における境界領域(その１）」、「海洋開発における境

界領域(その２）」というテーマで参加学協会の代表者が発表を行い、その報告や討論を通して各

工学分野の従来の実績を理解し、海洋工学の枠組みの考え方や今後の協力の方向などを模索して

おります。

今後、さらに海洋工学に関係の深い学協会に参加を呼び掛け、充実した構成にしたいと考えて

います。皆様方の積極的なご支援をお願いします。

(社)日本造船学会、（社)日本建築学会、（社)日本資源・素材学会

(社)土木学会、（社)日本鉄鋼協会、石油技術協会、水産土木研究部会
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吉田委員長：開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げさせていただきます。

本日のパネルを主催しております海洋工学連絡会と申しますのは、海洋開発や海

洋工学に関心の深い７つの学協会すなわち土木、建築、造船、資源素材、それか

ら石油、鉄鋼、水産土木、この７つの学協会の関係者の緩いよこのつながりとい

うものとして２年前に発足をいたしました。この２年間の間で約半年おきに活動

報告会と称しまして会合を３回もってまいりました。この活動報告会の３回の中

で取り上げられましたテーマと申しますのは、まずは初めての会合のおりにはそ

れぞれの学協会がこの分野でどういう活動が過去になされてきたかということ、

そしてまた将来にどんな展望をもっておられるかと、こういうお互いの自己紹介

的な会合をもたせていただきました。それからあとの２回は、こういう分野が幅

が広い分野であって、それぞれの固有の技術分野というかそれだけでは十分じゃ

ないという認識が皆さんにおありになるわけで、それぞれの固有の分野の境界の

領域便どんな技術テーマがあるのかと、こういうお話合いをしてそれを報告する

という会合をやってまいりました。それを受けまして今後、そういう境界的なも

の、それから各固有の分野が共通に考えている問題、こういうようなテーマを選

んで今後パネルをもっていこうと、こういう話合いになりまして、それの第１回

として今日新たに海洋工学パネル第１回とこういうことで３つの中身を企画をい

たしたわけでございます。この３つのパネルはお手元のプログラムどおりになっ

ておりますけれども、それぞれ今日パネリストとしてご出席いただく方々は、そ

のテーマに関わる分野でのオーソリティーあるいは新進気鋭の第一線の方々ばか

りでございます。大変お忙しいところへ、この会の趣旨をご説明いたしましてご

出席をご承諾いただいたようなわけでございます。また、こういう会の意味に関

しまして、もうひとつ次のようなことを考えておりますけれども。それは今のよ

うなあらゆるものが変化の時代というか転換点にかかっている、というふうに思

われますが、そういう時には従来の伝統的な分野だけで物事を処理していくとい

うことは非常に難しく一般的にはなっていると思います。それは私なんかも個人

的にも痛感しておるところでございますが。そういう意味で隣接する分野の方々

と話し合う機会、これは個人的にはいろいろお持ちの方が多いわけですけれども、

それを学会レベルでそういうことができる機会を作り上げて、そしてお互いの相

手を知り、そしてかつ影響を受け、そこから何か協力関係がでてくるということ

が将来の問題を考え、そこに発展していくためにとって非常に大切である、とこ

んなふうに考えております。これがこの会の本当の趣旨といえるかと思っており

ます。討論ということをできるだけ時間をさいて重視したいと、こう思っており

まして本日もパネリストのご御発言はもちろんのこと、フロアーからのコメント

やディスカッションを全部収録させていただきまして、それを後日おこして今日

ご参加いただいておる方に郵送させていただこうと、まあ２カ月か３カ月かかり
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ますけれどもそんなふうに思っております。是非、率直でそれでいて柔軟性のあ

る楽しい討論の場にしていただければ有難いと思っております。簡単ではござい

ますがご挨拶を終わらせていただきます。

司会（前田）：吉田委員長、有難うございます。申し遅れましたけれども、本

日の総合司会を担当させていただきます本連絡会の庶務幹事の東大の生産技術研

究所の前田でございます。本日はよろしくご協力お願いいたします。始めに簡単

に本日のプログラムをご説明させていただきます。本日は最初は日大の理工学部

のこの建物の１２階で予定しておりましたが、ご参加の皆様が大変大勢になりまし

たので急きょこの場所の地下に変更させていただきまして、いろいろご迷惑をお

かけしたことをお許しいただきたいと思います。本日は午前中がパネルｌという

ことで海洋空間利用構造体の計画という題のパネルをもたせていただきます。そ

れから１２時から１時１５まで昼食をはさみまして、午後からパネル２ということで

海洋波と波浪荷重の考え方のパネルが開かれます。それから１５時１５分から１５分ほ

どコーヒープレイクをもちまして、これはこの会場の後ろにコーヒーを用意いた

しますのでご自由にお飲み頂きたいと思います。それから１５時３０分から１７時３０分

にパネル３といたしまして地球環境保全と海洋と題しますパネルをもたせていた

だきます。それでこの第１回パネルが終了した後に、１７時３０分から１９時３０分に懇

親会を開きます。但し懇親会の場所は、この建物の１２階でございます。エレベー

ターで上がって頂くことになります。それから、ただ今の吉田委員長のご挨拶に

もありましたけれども、本日のご講演いただく内容、それから討論の内容すべて

録音しております。後日、報告書にまとめさせて頂きます。それは参加費の４千

円の中に入っておりますので、これを送らせて頂きます。そういった関係がござ

いますので、必ずご発言のときはマイクを通して録音できる形でお願いしたいと

思いますので、ご協力お願いいたします。それではパネル１に入らせて頂きます。

司会は運営委員会の委員でいらっしゃいます大成建設の小林さんでごさいますの

で、交代させていただきます。

２
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'＜ネノレ１：海洋空間利用構造体の計画

司会（小林）：皆さんおはようございます。大成建設の小林でございます。そ

れでは午前中の部の海洋空間利用構造体の計画ということで始めさせていただこ

うと思います。このテーマの趣旨につきましては、あらかじめご案内の通りでご

ざいまして、またただいま吉田委員長からのお話にもございました。本日はこの

討議を、こういったものの計画、あるいは審査ということで大変ご経験の深い３

人の方に来ていただいております。はじめにお断わりしておきますけれど、ご案

内の建設省の宇野さんが急用でどうしてもお見えにならないということで、本日

は代わりに同じ部署の森さんに来ていただいております。森さんも先約があった

ということで、今日の話の順番を最初にして頂きまして、その後いったん中座さ

れ、自由討議の途中から１１時半頃こちらに戻っていただき、討議に参加していた

だけるということになっております。全体の時間は、パネリストお３人に２０分ず

つお話いただいて、あと自由討議に入りまして、大体１２時１０分頃までという予定

でおります。それでは、初めに森さんをご紹介致します。森さんは、建設省住宅

局建築指導課というところにいらっしゃいまして、建築基準法の施行に伴う行政

指導という立場の方だそうでございます。森さんよろしくお願いいたします。

森：おはようございます。本日はこのような会にお招きいただきまして、誠に

有難うございます。ただ今、ご紹介にあずかりました建設省住宅局建築指導課の

森と申します。それではちょっと座ってお話させていただこうと思います。今、

司会の小林さんのほうからお話がありましたように、本来でしたら私の上司の建

設専門官の宇野がここに参りまして、皆さんと一緒にお話をさせていただくとい

う予定でございましたが、先ほどもお話がございました通り急用で外に出られま

せんので、誠に申し訳ないんですけれども私のできる範囲でお話をさせていただ

こうと思っております。

それでは、本題に入らせて頂きます。資料のほうに海洋建築物というふうに書

いてあります。今日は時間もそう長いわけでもありませんし、詳しい技術的な内

容というよりも建設省としてのこういったものに対する基本的な考え方、という

ものをお話しさせていただこうと思っております。最近こういった海洋建築物と

いわれているものが急増しております。この背景にはリゾート関係の各地での開

発、それから都市における沿岸開発、また、産業のほうの高度化、構造の変容、

国鉄の連絡船などの供給する側など様々なものがありますｂ新しく建造するもの

もありますし、それから今まで船として使われていたものを転用するものも増え

ているようです。用途としましては、ホテルとか博物館、場合によっては駐車場、

水族館などというのもあったかと思います。非常に多用なものが計画され、ある

いは造られております。

資料の２番目になりますけれども、こういったものにつきましても、従来から

４



建築基準法が適用されておりまして、建築物としての安全性、それから街作りと

いう視点から規制が行われているのでございます。しかし規制そのものが目的と

いうよりも一番大切なのは良いものをどのように作っていくか、というところを

はっきりさせていく、そういうことだと思っています。建設省のほうでも、どの

ように作っていけばいいのかというような技術的な指針、設計の指針を作る作業

を進めているところでございます。

その指針の中身といいますのは、５４ページにありますように構造計画、防災設

計、維持管理などとなっております。建築基準法には第３８条という条文がござい

ます。資料で５７ページになりますが。この一番下に「この章の規程またはこれに

基づく命令もしくは条例の規程は、その予想しない特殊な建築材料または構造方

法を用いる建築物についてはで云々」とありまして、これらの規程によるものと

同等以上の効力があると認める場合においては適用しないことになっております。

つまり基準法の他の条文では細ごまと、例えば、柱の太さとかを決めてはいるん

ですけれども、これからどんどん新しい技術が出、開発されてこれまでは予想さ

れなかったようなものがどんどん出てきている。その典型がここで議論されてお

ります海洋建築物みたいなものになると思うんですが。そういったものが出てき

たときには、こういった建築基準法の条文によらなくても、特別にいろんな審査

なり実験なりで安全性等を確認したうえで、作っていいということにしようとい

うのがこの規程でございます。

海洋建築物といっても、海底から柱で立ち上がっているものとか、あるいは浮

かんでいるもの、全部沈んでいるもの、いろいろあるんでしょうけれども、こう

いったものはほとんど建築基準法３８条というのが適用されて安全性等が確認され

た上で作られているという状況です。先ほど申しました指針というのもこの３８条

の運用をスムーズにするためにつくられたものということでございます。こうい

う新しいものについては、とにかくどのようにしていいものを作っていくか、あ

るいは社会の要請や技術力の進展に対応してスムーズに造るようにしていくかと

いうことがポイントだと思います。今後とも皆様のご協力等を仰ぎながらはっき

りさせていき、いいもの新しいものが造れるようにしていくのが一番重要なこと

かと思っています。私達の生活にとっても新しい文化を作り上げていくという主

旨から適切に実現されていくことを望んでいる次第でございます。以上でござい

ます。

司会（小林）：有難うございました。質問その他は、先ほどお願いしましたよ

うに、また後ほどということでとりあえず森さんのお話は終わりまして、次に宮

村さんにお願いします。宮村さんは、運輸省海上技術安全局船舶検査官というこ

とで船舶、それから舶用機器、舶用品そういったものの検査にかかる業務に携わ

っておられるということでございます。ではよろしくお願いします。
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宮村：はじめまして、運輸省海上技術安全局の船舶検査官をしております宮村

と申します。私、船舶検査官という職に就いておりまして、実際の仕事は船舶の

検査の現場に一番密接な、具体的には設計の検査ですとか、現場の検査に関する

全国の検査官の行っている仕事のとりまとめのようなことをやっております。本

日のようなこういう場所で話をさせていただくのは大変借越なんでございますが、

時間もございませんので内容に直接入らせていただきたいと思います。それでは、

お手元の資料で説明したいと思います。係留船に対する船舶安全法の安全規制の

概要ということで、資料をお配りしておりますが、まず船舶安全法について概要

をご説明したいと思います。船舶安全法というのは、船関係の方はご存じですが、

船体、機関、救命、消防、居住、衛生、電気設備といった船舶にどういうものを

施設すべきかということを、はじめの２条１項というところがあるんですが、そ

こにそういう構造設備を掲げております。その中でその技術基準については運輸

省令で定めるということにしております。これがこの構造設備に関する義務づけ

でございます･続きまして２条１項の義務づけに関して、そうはいっても２条１

項の各構造設備についての規程をすべての船舶に義務づけるのは必ずしも適当で

はないという観点で、具体的にその船舶のうちの一部については除外するという

ことで、これにつきましては具体的な範囲を船舶安全法施行規則の第２条で定め

ております。いまのが構造設備に関する義務と技術基準が書いてあるんですが、

そのあと第５条でこれに関して定期検査、中間検査、臨時検査という定期的な検

査を義務づけている。その場合に定期検査に合格した船舶には船舶検査証書を発

給する。さらに船舶検査証書を有しない船舶は使ってはいかんということで罰則

規程を設けている。やや現在の我が国の法令の形式からいきますと、異例な形を

とっているわけですが、なにぶん昭和８年に制定されました法律でございまして、

法の形式としては戦前の古い形をそのまま残している部分があるということでご

了承いただきたいと思います。

それから次に船舶安全法において、そのほかいろんな制度がきまっております。

まず最初に船舶検査の合理化ということで、予備検査の制度、この予備検査と申

しますのは船舶の設備、部品等をメーカー段階で事前に検査を受けることが出来

るというような制度でございます。それから型式承認制度といいまして、同一型

式のものを連続して量産する場合に型式についての承認を受けてしまえばあとは

簡易な検査で量産することができる。それから認定事業場制度というのがござい

まして、これは民間の製造メーカーですが、メーカー段階で事業場そのものの技

量を運輸省のほうで審査しまして、所定の技術水準をもっているメーカーについ

ては検査を省略してしまうというような制度でこざいます。それからそのあとに

検査機関というのと船級協会というのがありますが、ここで具体的な検査をする

のは管海官庁といっておりまして、これは地方運輸局または地方運輸局の下にあ

る各海運支局が検査をする。それから小さな船につきましては、日本小型船舶検

査機構というところが検査をする。これは長さ１２ｍ未満の船です。それから船級
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協会というのがございまして、これもちょっと変わった制度でございまして、船

級協会というのはイギリスのロイドですとか、アメリカのアメリカンビューロー

オプシッピングのように各海運先進国にみんなあるわけですが、これらは非常に

歴史が古い法人でございまして、しかも内容的には非常にしっかりした検査能力

をもっていて、かつ公正な検査をしているということで、そういう船級協会が検

査したものについては検査を省略してしまう、国の検査並みである、というふう

に法律がみなしておるという制度でこざいます。日本の場合は日本海事協会とい

う公益法人が船級協会としてございます。それからその次ですが、不服申請制度

と書いてありますけども、これは検査の内容について船員さんなりが内容が適正

でないということであれば、再検査を求めることができる。それから立ち入り検

査、危険物その他の航行上の危険防止に関する事項というのがございます。この

うち最後の２８条というところに書いてありますが、危険物に関してちょっとご説

明させて頂きます。これは先ほど２条と５条の関係で構造施設に関する施設義務

を課し技術基準を定め、検査をするというような制度がありますが、それとは別

に、例えば引火性液体類ですとか、放射性物質でありますとか、そういった危険

物を船内に貯蔵するとか、また運送するといった場合、例えばどういう入れ物に

入れなさい、どういう場所に積みなさいといった行為に関する規制をする条文で

ございます。同様に穀類ですとか、微粉のような崩れやすいものですとか、その

他交通安全に関するようなお話ですとか、それから船舶所有者が船の管理者なり

船長に対して必要な技術資料を提供しなさいといったような規定、それから荷役

装置のように船サイド、船舶所有者サイドで－検査制度には適当ではないとい

うことですが－自主的にいろんな部品の点検をしなさいといったような制度につ

いても定められるようになっております。

このように船舶安全法というのは、船舶に関して非常に包括的な規定を定めて

おります。そんなわけで、陸上ですとたくさんの法令があるものをひとつの法律

で相当の範囲を分担しているということで、例えば法令の分量といたしまして日

本の全法令の２％ぐらいをひとつの法律で占めている、というような非常に大き

な体系でございます。

次に係留船に関する規制の内容をご説明いたします。船舶安全法における船舶

についてでございますが、これは人が水域におきまして一定の社会的、経済的使

命を果たすために水上に浮かんで物や人を積載することができる構造物というふ

うに考えられると思います。一般に船舶のイメージというのはカーフェリーとか、

大型タンカーといったものが代表選手でございますが、それら人の運送、物の運

送を目的として自分で走るというようなものなんですが、船舶の中には例えば巡

視船のように物を運ばないけれども警戒業務ということで走り回るもの、それか

らはしけといいまして－これは引っ張られて走るいわゆるパージでございます－

単独では移動できないけれども他のものに引っ張られていくもの、それから石油

掘削リグとか石油備蓄基地の備蓄船といったもの、それからアクアポリスという
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もの力;海洋博にありましたけれど、そういった移動を目的としないもの、要する

に係留状態にあるものですね、そういったもので様々な形態のものがありまして、

それらがすべて船舶安全法の船舶に該当するということです。次に係留船に対す

る安全法の適用についてなんですが、実は６３年に適用関係が変わっておりますが、

まず従来の取扱いはどうであったかということでございますが、船舶安全法の適

用除外船舶というのは船舶安全法の施行規則の２条に定められておりまして、従

来の整理としましては一定のきまりを満たす小型の船舶、推進機関のない船舶、

これは非自航船といっておりますけれども、そういったものについては適用しな

い。但し危険物ばら積船、これはバラで積むということで駄菓子屋さんのバラ売

りみたいな表現ですけれど、容器にいれないで危険物を直接、船のタンクに積む、

そういう船ですとか、特殊船、これは半潜水型の船舶ですとか、エアクヅション

艇とか水中翼船とかいったものです。そういった危険性がある特定の船舶を除い

ては、一定水面に長期間係留する船舶といいますか係留船ですね、これは推進機

関を有さない船舶に該当しますので従来は船舶安全法の適用除外船舶でした。な

おこのことは昭和８年に現在の船舶安全法が制定されまして、９年に施行規則の

現在の前身にあたるものが作られておりますが、そのときにおいても法２条の適

用範囲からはしけと係留船というものについて適用しないということが書いてあ

りまして、法律上は対象となりうるけれども、具体的に適用を免除してもいいだ

ろうとして従来考えられてきた。もっともその後、時代のすう勢ということでし

ょうか、順次いろんなんものが対象となってきております。例えば先ほどいいま

した石油掘肖リリグですとか、備蓄船のような危険物のばら積船ですとか、それか

ら特殊船といったようなものでございます。その他、人を運送するためのはしけ

といったものも（４９年以前に）改正で追加されてきております．

次に今回の改正、６３年の改正でございますが、最近のウォーターフロントプー

ムということなんでしょうが、それと余剰船舶ということもあり、造船業界や、

海運業界の不況というのも－部関係があったかもしれません。それから海洋開発

に関するいろんな模索の気分が高まったということで余剰船舶の利用ですとか、

浮体構造物を新たに作って、レストラン、駐車場、劇場、コンベンション施設等

の用途に供する構想が各地で発表されました。このような浮体構造物に対しては

法による一定水準の安全基準が示されておりませんでした。また国による安全確

保の手段が確立されていなかった。これはまあ国がお墨つきを出すというような

ことなんでしょうか。または第３機関としてチェックするというようなことだと

思います。利用者の安全確保をはかるために係留船に対して船舶安全法を適用し

て欲しいという要請もありました。これら浮体構造物は、構造も複雑で大型化し

ており、転覆、浸水、火災といった災害が生じた場合の事故の重大性というか、

そういうことが懸念されますので社会的影響が大きいということで、当局としま

しても国が所要の安全基準を定める必要があるという判断に至ったわけでありま

す。従来から、例えば上五島の石油備蓄船とか、海底資源掘削船の検査、それか
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ら先ほどの５条の検査ではなくて、法の２８条に基づきます危険物の貯蔵取扱に関

しては、これは現在係留船といっているものすべてに従来から危険物の行為規制

があり、船舶安全法の規制を受けております。このように船舶安全法は従来から

海洋構造物に対する安全規制としてそれなりの実績をもってきております。係留

船には安全法を適用し、船舶安全法に基づき安全規制をするのが妥当であるとい

う結論に達しまして、６３年の２月に８つの省令を改正して適用対象といたしまし

た。即ち、従来、非自航船で国際航海に従事する船舶ですとか、危険物バラ積船

舶とか特殊船といったものの－部の例外を除きましては、非自航船は適用されな

かったわけですが、その非自航船のうち係留船については船舶安全法の適用を受

けるという施行規則の改正を行って、併せて残りの７つの省令で技術基準に関す

る改正を行ったということでございます。

改正と同時に運輸省としましては、そういった社会的気運ということもありま

して当然のことながら従来からもそういう構想はあったわけですが。そこでもう

ひとつ実現に向けてなにか足りないのではないかということで、係留船事業の推

進という観点からひとつＮＴＴ株式の売却収入を活用した低利融資ということで

その枠の確保、これは当然大蔵省さんですとか、通産省さん等のご協力をいただ

いているわけでございますが、そういったことで運輸省が音頭をとりまして低利

融資の枠を確保する、それから船舶整備公団法の一部を改正するということで船

舶整備公団による共有制度の導入、これによる金融支援というような措置を構じ

てきております。なお、係船中の船舶というのが同じ安全法施行規則の中に出て

くるんですが、これは使わなくなって置いてある船舶のことでございまして、船

舶安全法上は船舶検査証書を返納しなさいということで、単に係留しているとい

う点ではよく似ているんですが。違うのは全く使っていないという点です。係留

船は使ってそこにとどめているというところが違うわけです。

次に係留船に適用する省令の概要についてでございますが、係留船につきまし

ては船舶安全法の技術基準の省令がすべて適用されるというのが原則でございま

すが、係留船の規模ですとか用途、それから仕様形態、使用条件等に応じて通常

の基準を一部緩和または強化して適用するというような形をとっております。そ

こにあります８つの省令を改正したということです。この順番に説明したいと思

います。船舶安全法施行規則、これは基本的には手続きですとか、適用対象です

とか、その他航行上の危険防止に関する事項を定めた省令でございまして、まず

ここの船舶安全法施行規則では係留船については非自航船であっても船舶安全法

の適用対象とする。この中で多数の旅客が利用することとなる用途として告示で

定める用途に供する係留船というものに限定しております。さらに２層以上の甲

板を備えるもの、または当該用途に供する場所が閉囲されているものに限って対

象としたということでございます。安全法体系におきましては従来から搭載人員

というものについて、船舶に対する習熟の度合に応じて分類し、それぞれ「船員」

「その他の乗船者」「旅客」といってますが、要するに、船員という概念が船の
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世界でございまして、船の保守、管理といった船内のいろんな作業をするわけで

す。その他に船員とも旅客ともつかない、まあ船員に準ずるものとしてその他の

乗船者、これは船内で作業をするんですが、例えば係留船の場合ですと中に売店

があってその売店で働いておられる方とかレストランのウエーターだとか、そう

いった方がこれに該当するんだと思うんですが。そういう方と．さらに旅客と、ま

あ旅客というのは馴染みが悪いかもしれませんが、係留船の場合ですと要するに

外から人ってこられる方ということで、お金をとるということとは関係ない。一

般の利用客と考えていただければいいのです。そういう３つのグループに分けて

考えております。多数の旅客ということにつきましては、１２人をこえる旅客とい

うものがこれに該当するであろうというふうに考えております。従ってひとりふ

たりしか乗ることがないものについては、対象にならないと考えていただいて結

構です。それから告示で定める用途につきましては、資料に書いてありますが全

部で１４ありまして、劇場ですとか公会堂ですとか飲食店ですとか百貨店ですとか

事務所、それから水族館、展望台といったようなものであります。これはひとつ

は安全基準を定め、検査を義務づける必要性、それから近い将来における実現の

可能性ということを勘案して定めておりまして、従って、将来新たに出現してく

るものについては追加していくというような形にしようと考えております。それ

から船舶安全法施行規則で定めていることのもうひとつの事項というのは、係留

船に関しましては火災等の災害の発生と拡大を防止するために必要な資料を作成

しなければならないということが５２条の２というところに書いてあります。防災

計画のようなものということです。

それから鋼船構造規程、これは船舶の船穀の構造強度、主として船の構造強度

について定めた基準で船体に関する基本規則のようなものでございまして原則と

して係留船にも適用される。係留船は長期間一定地点に係留されて、たくさんの

旅客を搭載しているという特殊性からその海域で想定される風、波、これは100年

再現期待値を使っておりますが、その他の自然環境の条件を考慮した構造強度等

が要求される。但し、波の中を彼を乗り越えて突き進んでいく普通の自航船と違

いまして、係留船の場合、外洋の高い波や強い風を受けるということとはちょっ

と違います。従って従来の標準的な鋼船構造規程の技術基準というものがそうい

う外力を想定して、またそういう環境下で船を建造してきた長い歴史に基づいて

現在の一般的な基準が作られておりますので、それを直接係留船に適用するのは

あまり適当ではないということで、そこにございますように一定地点で長期間係

留した場合にどうなるんだろうかということで構造に関する設計の審査をしたい

ということでございます。

それから船舶防火構造規則でございますが、係留船につきましては多数の旅客、

お客さんが利用するということで、これは通常航行している船と比べ実態を調べ

ますと桁がちょっと上のお客さんが利用される。普通走っている船というのは意

外に乗っている人数が少のうございまして、それとはだいぶ事情が違うわけでご
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ざいます。もちろん走っているものに比べて逃げやすいとか、また支援がえられ

やすいとかいろんな特徴があるわけですが、相当たくさんの人間が出入りすると

いうことから国際航海に従事する旅客船の基準を準用するということで一部改正

を行っております。但し、管海官庁が、これは運輸局ですが、当該船の用途、大

きさ等を考慮して適当と認め緩和することができるというような規程をおいてお

りまして、概要を申し上げますと、緩和に関しましては、廷床面積で1000㎡未満、

１０００㎡から６０００㎡、６０００㎡以上という３グループと、その船に３層以上のIlMr層が

あるかないかという観点で技術基準を分けて、一番上の部分を国際航海にするも

のと同一にし、そのあとは一部緩和しているというようなことであります。それ

から防火構造基準の概要ですが、ひとつの甲板上において４０ｍを超えない長さの

船体、船楼、甲板室をＡ級仕切りの隔壁で区分する。次に隔壁及び甲板はその隣

接する場所に対する危険度に応じて詳細に定められた規則に従いましてＡ６０とい

っていますが、それを最高基準とする仕切りで仕切らなければならない。Ａ６０と

いうのは試験条件がいろいろあるんでそれを聞かないとわからないと思いますが、

６０分の標準火災試験が終わるまで煙と炎の通過を阻止できるというのが基本であ

りまして、その他に火災試験の間に炎にさらされない側の温度が上昇していくわ

けですが、一定温度以上、上昇しないという耐火性の材料、１８０度ですね。Ａとい

うのは１８０度という数字を使っています。陸上では２６０度という数字を使っている

ようですが。３番目に階段室、それから昇降機はＡ級の仕切りで形成する階段壁

の内部に設けなければならない。次に仕切りに開口を設ける場合には当該仕切り

と同等の耐火性を有する閉鎖装置を備え付けなければならない。その次に仕切り

を貫通する管についてでございますが、十分な耐火性を要する材料でなければな

らない。それから内装の問題ですが、天井張り、内張り、防熱材等は不燃性材料

のものでなければならない。それから可燃性の装飾品、表面を飾る意味でごく－

部どうしても使わざるを得ないものでございますが、そういうものについての容

積、発熱量の制限を行っております。

次に船舶復原性規則ですが、この規則は復原性試験というのと復原性の計算、

それから復原性の基準という３つから成り立っておりまして、従来、旅客船と漁

船に関して特に詳しく定めてあったものでございます。通常係留船は平水区域に

係留される場合が多いわけですが、旅客船、係留船を含めまして平水区域にある

ものについては静的な復原性、これは具体的には風と彼とそれから人の移動とい

うことを中心にしまして、そういった傾斜偶力に対して十分に復元させるための

偶力をもっており正の値であるということが適用されます。旅客船はすべて適用

されております。これ以外に普通であれば沿海区域を航行区域とする旅客船に適

用されている規定でごさいますが、係留船につきましては実際には平水区域に係

留されておっても適用しようという規定で、動的復原性これは船舶が航行区域に

対応する風、彼等の外力を受けた場合、当該外力による仕事量に対して一定基準

以上の予備の復原力といいますか、これは外力が行った仕事量に対抗するだけの
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予備の位置エネルギーといいますか、それをもっておって十分復原しうるという

ことでございます。係留船については長期間同一の場所に係留するという特殊性

を考えまして当該係留場所に応じた特有の風、彼等の外力を考慮した復原性の計

算、それから基準の適用ということを行うことにしております。なおこの他にＧ

Ｚといってますけれども、復原てこの最大値について一定の基準をおいておりま

す。

船舶機関規則は係留船にはあまり大した話ではないので省略したいと思います。

それから船舶設備規程に関しましては、居住衛生設備、これについては原則とし

ては旅客船の通常の基準を適用している。それから脱出設備、これについても普

通の旅客船の基準を適用しているということです。非常照明ですとか非常表示灯

についても同様に適用しています。それから航海用具については係船装置のたぐ

いが適用されますが、その他の走るためのものというのが適用されません。荷役

設備等ということで、昇降設備ということも含まれますけれどそれも適用します。

それから電気設備につきましては、これは発電設備とか配電設備とか、電動、照

明設備といった電気利用設備等の電気設備について基準をおいております。若干

違うところは、係留船があまり傾斜しないので通常の船舶電気設備が傾斜に対し

て強いようにつくってあるわけですが、そこまでは要求しないということにして

います。それからあと陸上の電力の供給を受けているものがごさいますので、そ

れに関しては若干の配慮をしております。

救命設備規則というものがございますが、これは実際に現在ある係留船につい

ては連絡橋によって陸上とつながっているものが多いものですから、この場合は

十分な連絡橋があれば陸上に直接歩いて、または何らかの自動車に乗るというこ

ともあるかもしれませんが、そういった形で脱出する、まあ基本的には歩いて脱

出するということだと思いますが、そのほうが合理的だろうということで免除し

ております。ただその脱出が不十分な場合ですとか、距離が非常に大きい場合に

は救命設備を要求するということです。

船舶消防設備規則については、消火ポンプ、消火栓等の射水消火装置、泡、鎮

火性ガス等の固定式消火装置、スプリンクラー設備、持ち運び式の消化器、火災

探知装置、手動火災報知装置といったものが要件と備え付け数量について定めて

あります。これにつきましても係留船については、国際航海に従事する旅客船等

の基準を準用することを原則としております。以上が大体の規制の概要でござい

ます。

お陰様で現在まで円滑に検査をすすめさせていただいておりまして、従来から

船舶検査証書を改正前から持っていた係留船が３隻ほどあるんですが、その他に

新たに改正後、適用になることになりまして建造または従来から使っていた自行

船を利用したものが９隻、従来から係留船として使っていたものが２２隻、それ以

外に現在申請が出ていて検査中のもの、私共が検査対象にしようと思っている係

留船全部について検査申請または検査証書の発給が終わっているという状態で、
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約４０隻弱が今日現在で検査中または検査完了しているという状態であります。以

上でございます。

司会（小林）：有難うございました。引続きまして運輸省港湾局技術課の橋立

さんお願いします。橋立さんは港湾の技術的な行政ということが主業務とのこと

でございます、よろしくどうぞ。

橋立：ただいまご紹介にあずかりまして港湾局技術課の橋立と申します。皆様

方には日頃港湾行政におきまして多大なるご指導、ご協力いただきましてまずこ

の場をお借りしてお礼申し上げたいと思います。私は今日皆様方にふたつお話さ

せていただきたいと思っております。ひとつは港湾計画の概要でございまして、

港湾における空間利用計画というテーマでございまして、その中の港湾計画の概

要、港湾計画というのはどういうふうに進めておるのかというのを皆様方にお話

したいと思っております。それからふたつめは厳しい海洋の中で港湾の施設を作

っていくわけでございますけど、その中で港湾のそういう施設の安全性、あるい

は利用者の安全性そういうものを確保するための制度を設けておりまして、港湾

法に基づく技術基準この点についてもお話させていただきたいと思っております。

以上の２点をお手元に配布してございます資料に基づいて説明させていただきた

いと思います。資料２２ページをおあけいただきたいと思います。そこに港湾計画

の概念ということで、まず最初に概念について説明させていただきたいと思って

います。ご存じのように港湾計画につきましては、港湾法が地方自治体に最大限

の地方自治権を与えてございますので、地方公共団体なる港湾管理者が作ること

になっております。しかし港湾というのはご存じのように国民経済にとって非常

に重要なものでございますから、国は全国的な観点から基本方針というんでしょ

うか、港湾の開発利用、及び保全に関する基本方針を作ることになっております。

このふたつで港湾計画が進められています。

一般に港湾計画といっておりますのは～大体港湾管理者が作る港湾法の第３条

の３に規定されているものをさしておりまして、以下で私が説明する港湾計画と

いうのは港湾管理者が作る港湾計画とご理解いただきたいと思います。港湾計画

には具体的にどういうことを決めているかということでございますが、ひとつは

港湾の開発利用及び保全並びにその隣接する地域の保全の方針、それが１点目で

ございます。それから２３ページ目でございますが、２点目にはその港の取扱い貨

物量、それから船舶乗降旅客数、そういう港湾に関する規模・能力を決めており

ます。それから能力に応じた施設の配置とか規模、そういうものを決めておりま

す。それから環境保全とかそういうものを決めているわけです。港湾計画の対象

する区域はどういう考え方かといいますと、その港の管理運用上に必要な区域と

いうことで法律上は決めておりますが、現在の港湾区域及び隣港地区そういうも

のだけに限るのではなくて、将来的港湾として一体として開発利用する区域だと
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いうことであればそういうものが全部計画の中に入れられるというふうになって

行政上は進めております。その港湾計画というものは、経済社会の変化に非常に

弾力的に対応させようというようなことから具体的な事業主体とか、あるいは具

体的な事業のスケジュール、そういうものは触れておりません。そういうものは

港湾整備の５カ年計画とか予算要求とかとそういう形で事業化されているわけで

ありまして、この時点では港湾計画は将来時点におきます港湾空間のあるべき姿、

そういうものを掲げた目標とした基本計画だというふうに考えられます。

それから２４ページでございますが、港湾計画を作るにあたってどんなことを配

慮しているかというようなことをざっと書いておりますが、そういうことを作る

にあたって国の基本方針を示しているわけでございますが、そういう基本方針の

項目のいくつかというふうにお考えいただければいいと思います。ひとつはその

港湾計画は、国土及び海洋の適正利用あるいは国民生活の充実へ寄与という観点

から行う必要があるとうたっておりまして、海洋の適正な利用に資するほか交通

とか産業とかレクリエーション等、国民の諸活動そういうものの要請にきちっと

適正に対処しようということでございます。それから２つ目は、港湾諸機能の高

度化、それから総合的な港湾空間の創造という観点を盛り込む必要があるだろう

と、総合的な港湾空間というものは、私共は高度な物流空間と多様で高質な産業

空間、それから豊かな生活空間、そういうものが非常に調和のとれた形で港湾空

間内で展開されているというように定義しておりますが。物流におきましては、

輸送をいかに安く、早く安全にというようなことを考えておりますし、それから

産業におきましても国際交流や情報通信施設、そういった先端産業あるいは情報

化に伴う新たな産業の展開、そういうものへの対応も必要になっておりますし、

海の自然や文化とのふれ合いの享受というような要請についても適切に対応しよ

うというようなことで２つ目の配慮事項としては考えております。

３つ目が港湾における環境の保全と快適な現境の創造ということを掲げてござ

いまして、港湾計画をやるに当たっては環境アセスメントをやっておりますし、

また貴重な天然資源等の保全、そういう環･境保全にも十分配慮して下さいという

ようなことで配慮事項として考えております。あるいはゴミ、油回収とか廃棄物

処理とかそういうこともきちっとやって下さいと。その他に親水空間の創造だと

か、港湾の歴史的、文化的施設の活用だとか、美しい港湾空間の形成、そういっ

た快適な環境を創造するというような観点を盛り込んで下さいということを考え

ております。それから４つ目は港湾及びその背後地の災害からの防護ということ

と、あと海洋における船舶航行の安全ということでございます。災害では大規模

な地震等の災害に対応するために耐震性の高い港湾施設、そういうものも考えて

下さい。あるいは船舶の航行安全そういうものをきちっと考えて下さいというこ

とを配慮事項として掲げてございます。それから２６ページ目ですが、５つ目の配

慮事項として港湾の効率的利用の促進を図ることを挙げておりまして、これは港

湾相互の連携の強化だとか、利用者に対する質の高いサービス、そういう管理翅
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宮体制を充実するというようなこと、あるいは港湾とその背後の高速道路網の体

系的な連絡強化とかいったことを考えております。

６つ目の配慮事項としては諸要請に対応するように自然環境と調和した形で新

たな利用空間の開発を考えておこうとか、そういったことを配慮して計画を作成

しているという状況でございます。それでそういう港湾計画の作成手続きという

のはどんな順序でやっているかということで図１をご覧いただきたいと思います。

図１に計画の作成の手続きということで掲げてございますが、ここに書いてござ

いますように港湾管理者が地域の特性、あるいは地域開発そういう観点から作る

ものでありまして、地域で地元市町村等の地方公共団体と意見交換なり調整しな

がらやっていくわけです。私共の運輸省としてましては国の港湾計画に関する基

本方針とか、計画に関する基準といったものがありますのでその観点から意見交

換をいたします。それから港湾管理者が計画を作成し運輸大臣へ計画を提出しま

すと、大臣のほうは関係省庁との調整、まあ建設省とか環境庁とかそういう関係

省庁とか海難防止協会とかの意見を調整し、計画が基本方針とか計画基準に対し

て確かに妥当かどうかというようなことを検討するわけでございます。運輸大臣

は法３条の３に中央の港湾審議会の意見を間かなければならないという規定に基

づきましてそこに諮問します。よければ港湾計画の概要の公示、直してもらいた

いことがございますればまた港湾管理者に言うというような流れで計画というも

のが進められております。

２８ページですが、どういうことを勘案して港湾計画を作成しているかというよ

うなことを図２に示してございます。港湾計画の作成フローということでどのよ

うなことを調査して計画が出来上がっていくかということで、まず港湾計画を作

るにあたっては自然条件、彼とか土質だとか、あるいは地形だとか表１のほうに

細かい調査項目が書いてございますが、そういう自然条件調査をひとつ整理する

必要があります。それから経済社会条件調査、交通体系が現在どうなって今後ど

うなるかと力〕、あるいはその地域の産業をどういうふうに展開していくかとか、

いろいろあるわけですが、そういう経済社会条件調査、どういうことを調査すれ

ばいいかということを表２に掲げてございます。それから港湾調査ということで

現在の利用状況がどうかとか、あるいは港湾を利用している人達の意向、要望に

どういうことがあるかというようなことで調査項目として表３のようなことを調

査するということをやっているわけです．このような現況分析、それから将来の

要請、あるいは状況等を把握しましてその港に期待される要請それから問題点と

はどういうものがあるかというのを明らかにする、それらを踏まえまして基本方

針ということで、その港をどういうような地域開発上の位置づけとか、どういう

ような港にしようか、その港を工業的に開発していくのか、あるいはレクリエー

ション的な利用を中心にやっていくのか、流通拠点的な形でやっていくのか、そ

ういった港湾の整備の方向みたいなものを出しまして、それからそれをやるため

には外貿のコンテナ機能を導入しようとか、内貿の機能を充実させようとかいろ
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いる出でくるわけですがそういう導入機能とか、さらには目標年次、１０年先を考

えるのか、２０年先を考えるのか、まあ大体１０年から１５年先というのが一般的です

が、そういうものを基本方針として設定する。基本方針を設定したらその港が背

後圏ということでどのへんの地域開発なり、あるいは貨物をどのへんまで受け持

とうかというようなことで港湾の背後圏と我々は呼んでいますが、そういう背後

圏を設定しまして、その背後圏のフレームを算定するわけです。そういう背後圏

に対応する貨物量はどうか、船の隻数はどうか、旅客数はどうかとかそういうこ

とをやりまして、それに対応した形で係留施設とか埠頭用地、あるいは工業用地、

交流拠点用地ということで施設規模のマクロ推計なり用地需要員を推定するとい

うことで規模がでてくるわけです。じゃそれらをどういうふうに配置していくか

という空間利用ということで、表４のほうに主要なゾーンということで掲げてご

ざいますが、そういうゾーニングについてのひとつの考え方がありまして、そう

いった効率的にやるゾーンはこれとこれは近づけちゃいけないとかなんかそうい

うものがあるわけですが、そういうゾーニングとそれからネットワークというの

を非常に重要視して、そういう陸上交通ネットがどういうふうに展開されていく

か、それから人流はどういうふうに流していくかとか、そういうことを空間利用

計画としてやるわけです。次に施設計画をやりまして最後に港湾計画の評価とい

うことで、ひとつは地域開発効果ということでその港湾を建設すると地元にどの

くらい投資効果、建設効果があるか、あるいはそこに産業を立地させたら産業立

地効果がどの程度あるカユとか、あるいはそこにお客さんが大勢来たらどのくらい

収客施設が立地してその効果が上がるかというような効果、それからステージプ

ラン、それを何年にはどこまでやるかというステージプラン、まあ実現可能性み

たいなことになるわけです。

それから図３に示すような手順で環境アセスメントをやって、具体的に港湾計

画の作成が進められております。環境アセスメントの図３を簡単に説明させてい

ただきますと、計画の絵ができたら評価時点それが１０年先かとかそういうことを

設定しまして、環境影響要素の選定ということで、例えば防波堤の設置、これは

潮流の変化とか問題がありますのでそういう防波堤とか、船舶の岸壁利用など環

境影響要素をまず選ぶわけです。それから環境構成因子ということで大気とか水

質、あるいは騒音、振動そういったような環境構成因子を選びましてそれの因果

関係の連関表をつくる、それを表６と表７に書いてございますが、のちほどご覧

いただきたいと思います。そういうことで環境の現況の分析をやる、それが環境

保全目標とどうかということをやっているわけです。大体、環境保全目標は一般

にその地域の環境の基準が決まっておりますので、そのへんが目安になっている。

それから将来はどういうふうになるのか、その際、環境保全対策とかそういうも

のをいれてどうなるのかとか、そういうことで出てきたと環境保全目標の比較を

しまして大体その範囲に入っていればよいということで計画案としております。

それがうまくいっていなければ、また素案の検討というような形でアセスメント
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をやっています。具体的にはアセスメントの項目とは表６，表７のようなことを

勘案しているということでございます。

以上が港湾計画の策定の概要でございまして、次にその港湾の施設の安全性と

いう観点から港湾の施設の技術上の基準というお話をさせていただきたいと思い

ます。お手元の資料の３４ページでございます。港湾の施設の安全性と港湾の円滑

な利用を図ろために、昭和４８年に港湾法の第５６条の２ということで港湾の施設は

技術上の基準に適合するように建設、改良、維持しなければならないという項目

が追加になったわけです。ここで港湾の施設といっておりますのは、かならずし

も港湾区域内ということだけではなくて、港湾の区域外の施設も対象になります。

水域、外郭、係留につきましては、港湾区域外でも対象になるということをうた

っております。図４をちょっと開けていただきたいのですが、港湾法施行令の１９

条で対象施設を規定しているわけです。それは８つほどあるということですね。

施行規則のほうでは、対象外を決めておりまして、これはどんなものかといいま

すと、例えば小さい船、ろかいで走る船の係留施設だとか、漁港の用に供する施

設、あるいは河川管理者が建設改良する外郭施設だとか、そういうのは対象にな

らないわけです。例えば河川区域あるいは河川区域であっても民間の方々、ある

いはそういう河川管理者以外の方々が建設すればそれは当然この港湾の施設の技

術上の基準の対象になるということでございます。そういう基準についてはいろ

いろ通達等整備しておりまして、局長通達には一般的なものと超大型石油タンカ

ーとか、海上貯油基地施設だとかそういうものを載せてございます。

３５ページでございますが、港湾の施設の技術上の基準による審査は、おもに次

のような場合に使っておりまして、１つは港湾法３７条で水域占用許可ということ

があるわけですが、港湾区域内でいろんなものをつくるとき、工作物を設置する

とき、工作物の設置許可を与えるときに港湾管理者の長は当該施設の技術基準の

適用性を審査したうえで、確かにその施設が安全だということであれば許可して

います。２つ目は隣港地区内において水域施設等を、建設または改良する者は港

湾管理者の長に届出を行いまして港湾管理者の長が技術基準との適合性を審査す

るというようなことで使われております。それから３つ目はいま港湾区域内と港

湾臨港地区内をうたいましたが、港湾区域外のすべての海、河川等において港湾

の施設を建設または改良する者は都道府県知事に届出を行いまして、都道府県知

事が技術基準との適合性を審査する。届出が必要な施設というのは表８に示して

おりますが、水域施設、外郭施設、係留施設だというようなことで、港湾区域外

の海岸河川におけるマリーナ等の施設等もこれに含まれるというふうに考えられ

ます。

３６ページ目でございますが、昨今そういう浮体等で新しい形式の構造物が出て

きておりまして、これに対して現在のところどういうやり方で対応してるかとい

いますと、今後検討しなくちゃいけないという前提で聞いておいていただきたい

のですが、港湾計画上の取扱につきましては先ほど述べたような考えで、別段変
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える必要ないんじゃないかと、例えば下に挙げてございます青森の八甲田丸の改

造、そういうようなものにつきましては例えば港湾の中の港湾現境整備施設の中

に洋上レクリエーション施設というようなことで位置づけてございます。そうい

うやり方でやっていけばいいんではないかと、もちろん八甲田丸は海事博物館と

か展示施設とかそういう内容だったかと思うんですが。そういうような考え方で

やっていけばいい。もちろんこれに対応できないものがでてくる可能性もござい

ますし、出てきましたらそのとき検討していくというような考え方でおります。

もうひとつは技術基準の取扱でございますが、技術基準でホテルとかレストラン、

そういう浮体であっても、構造物を係留するための係留施設、ドルフィン、岸壁、

係留柵等は港湾法上の港湾の施設に該当するわけでございますが、技術基準の審

査の対象となるというようなことで、今、行政を展開しておるところでございま

す。なおそういう新しい櫛造物につきまして実際どういう形かといいますと、私

共の財団法人のところに技術検討委員会を設けまして、そこで安全性を確認して

いるというような状況でございます。それからこの資料には載せておりませんが、

もうひとつ私共の港湾局で検討している事項に、こういういろんな浮体が港湾内

に出てくる、いろいろ新しい構造物も出てくる、そういたしますと港湾管理者の

ほうでどういう条件が整ったら許可しようか、しないかいろいろ問題が出てくる

んです。どのような条件が整えば港湾内にそういう新しい構造物の設置を認めて

いくか、あるいはその設置にあたって占用料金をどういうふうに考えていけばい

いか、そういう管理運営面についの調査も管理課というところが実施しておりま

して、近日中に取りまとめる予定でございます。以上で私の説明を終わらせてい

ただきますが資料がワープロとか手書きとかいろいろ混ざり合ってしまいまして、

非常に読みにくいと思いますけれどこの場をかりてお詫びしたいと思います。以

上で説明を終わります。
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１．船舶安全法の概要

(1)船舶安全法では、２条１項において船体、

機関、救命、消防、居住、衛生、電気設備等

の船舶に施設すべき事項を１号から１３号ま

で定めており、詳細な技術基準については船

舶の構造・設備に関する国際条約（海上人命

安全条約、略称ＳＯＬＡＳ条約）の基準を取

り入れ、船舶安全法に基づく各運輔省令（鋼

船構造規程、船舶設備規程、船舶救命設備規

貝Ij、船舶梢防設備規則等）に規定ざれていろ。
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｡しかし、船舶安全法は船舶の全てに２条

１項の施設を義務づけているのではなく、社

会的に要請の無いもの、法による規制の必要

性の無いものについては２条２項により「櫓

擢のみをもって運転する小型の船舶等には第

１項の規定（施設義務及び技術基準）を適用

しない」こととしていろ。

具体的には適用除外となる船舶の範囲が船

舶安全法施行規則２条で定められている。

⑧５条では、「２条１項の適用を受ける船

舶は、定期検査、中間検査、臨時検査等の検

査を受けなければならない」ことを定めてお

り、定期検査に合格した船舶には船舶検査証

書が発給されるが（８条）、船舶検査証書を

受有しないで航行の用に供した船舶には罰則

が課せられることとなっていろ（１８条）。

㈹その他船舶安全法においては、船舶検査

の合理化のための制度としての予備検査制度、
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型式承認制度及び認定事業場制度等（Ｓ条～

Ｓ条のＳ）、検査機関及び船級協会（７条～

８条）、不服申請制度（再検査制度）（１１

条）、立人検査等（１２条）、危険物その他

航行上の危険防止に関する事項（２８条）等

に関する規定が設けられていろ。

⑤このように船舶安全法は、水上に浮遊す

ることにより社会的・経済的使命を果たす構

造物である船舶に関して、包括的な規定を定

めた法律である。

２．係留船に対する船舶安全法の適用

(1)船舶安全法における船舶

船舶安全法における「船舶」とは、人が水

域において一定の社会的・経済的使命を果た

すため、水上に浮遊し、物又は人を積載する

ことができる構造物である。

一般に、船舶のイメージとしてまず浮かぶ

－２１－



のは、カーフェリー、大型タンカー、貨物船

のように物又は人の輔送を目的とする自航能

力のある船舶であるが、①船舶の中には巡

視船やプレジャーボートのように輔送を目的

としないもの、②はしけのように単独では

移動できないもの、③石油掘削リグや石油

備蓄基地の備蓄船、アクアボリスのように移

動することを目的としていないもの、等さま

ざまな形態のものがあり、これらはすべて船

舶安全法の「船舶」に含まれろ。

②係留船に対する船舶安全法の適用

①係留船に対する従来の取扱い

上述のとおり船舶安全法の適用除外船舶

は船舶安全法施行規則２条に定めれれてお

り、これらは一定の要件を満たす小型の船

舶及び推進機関を有しない船舶（非自航船）

等である。

危険物ばら積み船、特殊船等安全規制の

必要性がある船舶を除き、一定水面に長期
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間係留し、特定用途に供する船舶（係留船）

は、推進機関を有さない船舶に該当するの

で、従来は船舶安全法の適用除外船舶であ

った。

②係留船に対する船舶安全法の週用

最近のウォータフロントブームを背景と

して余剰船舶、浮体構造物等を用いてレス

トラン、駐車場、劇場、コンベンション施

設等の用途に供する構想が各地で発表され

たが、このような浮休構造物に対しては、

法による一定水準の安全基準が示されてお

らず、また、国による安全確保の手段が確

立されていなかったので、利用者の安全確

保を図ろために、係留船に対して船舶安全

法を適用して欲しいという要請が起こって

きていた。

これら浮体構造物は多数の一般公衆が利

用し、また、構造も複雑で大型化している

ことから、転覆、浸水、火災等の災害が生
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じた場合大事故につながる恐れがあり、そ

の社会的影響が大きいため、当局としても

国が所要の安全基準を定める必要があると

の判断に至った。

船舶安全法は、従来からこのような海洋

構造物に対する安全規制としては十分に実

績を有する（例えば、上五島の石油備蓄船、

海洋資源掘削船等の検査並びに危険物の貯

蔵及び取扱に関する規制）ものであるので、

係留船には船舶安全法を適用し船舶安全法

に基づき安全規制をするのが妥当であると

の結論に達したため、船舶安全法施行規則

等船舶安全法に基づく８つの省令を昭和Ｓ

３年２月に改正し、係留船を船舶安全法の

適用対象とした。

すなわち係留船についても、非自航船舶

であっても国際航海に従事する船舶、特殊

船と同様に船舶安全法の適用を受けること

とする趣旨の船舶安全法施行規則の改正を

行うとともに構造・設備に係る技術基準に
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ついても各省令を整備を行った。

同時に運輸省では、これら係留船事業を

推進する観点から、ＮＴＴ株式の売却収入

を活用した低利融資の枠の確保、船舶整備

公団法の一部改正による船舶整備公団によ

る共有制度の導入等の金融支援措置を諸じ

た。

なお、「係船中の船舶」というのは、使

用しないタンカー等の余剰船舶を長期間係

船し何等の用途にも供さない船舶をいい、

このような船舶は船舶検査証書も返納させ

ることとしているもので、係留船のように

係留することにより一定の用途に供するも

のとは全く違い、従来から船舶安全法の適

用除外となっているものである。

３．係留船に適用される省令の概要

係留船には、原則として船舶安全法に基づ

く基準がすべて適用されるが、当該係留船の
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規模、用途、係留地の気象・海象条件に応じ

て、通常の旅客船の技術基準を一部緩和又は

強化して適用する趣旨で以下の省令の一部改

正を行った。

・船舶安全法施行規則

・船舶設備規程

・船舶復原性規則

・船舶救命設備規則

・船舶消防設備規則

・船舶防火構造規則

・小型船舶安全規則

・船舶機関規則

これら改正を行った省令を含め、

特有の基準は以下のとおりである。

係留船に

(1)船舶安全法施行規則

木規則は、通常の船舶と同様に係留船に適

用されるが、係留船については次の部分が改

正された。
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①「係留船（多数の旅客が利用すること

となる用途として告示で定めるものに供す

る係留船であって、２層以上の甲板を備え

るもの又は当該用途に供する場所が閉囲さ

れているものに限る。）」については、非

自航船であっても船舶安全法の適用対象と

することとした。（２条２項３号ト）

船舶安全法体系においては、従来から搭

載人員を船舶に対する習熟の度合に応じて

「船員」、「その他の乗船者（船員に準ず

ろ者）」、「旅客」の３段階に分けており、

般の利用客は「旅客」という概念で捉え

られろ。

また、「多数の旅客」とは、１２人を超

える旅客をいうものとして解釈している。

（したがって、１２人を超える旅客が利用

することが想定される係留船に船舶安全法

が適用されることとなる。）

「告示で定める用途」とは、当該係留船
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の用途について国が安全基準を定め船舶検

査を義務づける必要性及び近い将来におけ

る実現可能性を勘案し定めたものであり、

現在以下の１４号が告示されていろ。

一劇場、映画館、演芸場又は観覧場

二公会堂又は集会場

三キャバレー、カフェー又はナイトクラブ

四遊技場又はダンスホール

五待合又は料理店

六飲食店

七百貨店、マーケットその他の物品販売業

を営む店舗又は展示場

八旅館、ホテル、宿泊所その他の宿泊施設

九図書館、博物館又は美術館

十駐車場

十一体育館、水泳場その他の運動場

十二事務所

十三水族館

十四展望台

将来出現するものについては追加するこ
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ととしている。

②係留船については、当該船舶における

火災等の災害の発生及び拡大を防止するた

めに必要な資料を作成しなければならない

こととした。（５２条の２）

②鋼船構造規程

本省令は、船舶の構造強度に関する基準を

定めた基本規則であり、原貝'１として係留船に

も適用されろ。

係留船は長期間一定地点に係留され、多数

の旅客を搭載していろという特殊性から、そ

の海域で想定される風、波（原則１００年再

現期待値）その他の自然環境の条件を考慮し

た構造強度等は要求される。

ただし、通常の船舶とは違い外洋を航行す

ることはないのでその点は緩和される而もあ

ろ。
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⑧船舶防火構造規則

係留船は、多数の旅客が利用するという危

険性から、船舶の防火構造としては一番厳し

い「国際航海に従事する旅客船」の基準を準

用する旨の－部改正を行った。ただし、「管

海官庁が当該係留船の用途、大きさ等を考慮

して適当と認める程度に応じて緩和すること

ができろ」。（２７条の２）

係留船に適用される防火構造基準の概要と

して（i、

①１つの甲板上において４０ｍを超えな

い長さで船体、船楼、甲板室をＡ級仕切り

の隔壁で区分する。

②隔壁及び甲板は、その隣接する場所の

火災に対する危険度に応じて、詳細に定め

られた規則に従いＡＳＯを最高基準とする

仕切りで仕切られなければならない。

（ＡＳＯとは、ｓｏ分の標準火災試験が終

わるまで煙及び炎の通過を阻止することが
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できるものであって、かつ、当該標準火災

試験の問炎にさらされない側の温度が一定

温度以上上昇しない耐火性の材料をいう。）

③階段室及び昇降機は、Ａ級仕切りで形

成する階段囲壁の内部に設けなければなら

ない。

④仕切りに開口を設ける場合にあっては、

当該仕切りと同等の耐火性を有する閉鎖装

置を備え付けなければならない。

⑤仕切りを貫通する管は、十分な耐火性

を有する材料のものでなければならない。

⑥天井張り、内張り、防熱材等は不燃性

材料のものでなければならない。

⑦可燃性の装飾物、化粧張り等を使用す

る場合は、その総容板及び発熱量が制限さ

れていろ。

③船舶復原性規則

本規則は、復原性試験、復原性の計算及び

復原性の基準を定めたものである。
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旅客船全般（係留船も含む。）に静的復原

性（①転覆する危険性のある角度において、

船舶が起き上がろうとする偶力が、風、波等

により船を傾斜させる偶力より大きいこと、

及び②横メタセンタが正の値であること）が

適用される。

係留船にはこれに加えて、従来、沿海以上

の旅客船に適用されていた動的復原性（船舶

がその航行区域に対応する風、波等の外力を

受けた場合、当該外力による仕事量に対し一

定基準以上の予備復原力を持たなければなら

ない。）等も適用する趣旨の一部改正を行っ

た。（１１条）

すなわち、係留船は長期間同一の場所に係

留するという特殊性から、当該係留場所に応

じた特有の風、波等の外力を考慮た復原性の

計算及び基準の適用を行うこととした。（１

６条の２）

⑤船舶機関規則
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本規則は、船舶の推進機関、ボイラ等に関

する規則であるが、当該係留船がボイラ、そ

の他の補機等を有していれば木規則が適用ざ

れろ。

⑥船舶設備規程

本規則は、船舶に施設される居住、脱出、

電気設備等の広範な設備に関する基準を定め

たものであり、係留船にも適用されるが係留

船の実状に鑑み一部改正を行った。規則の概

要は以下のとおりである。

①居住・衛生設備

旅客の居住・衛生設備に関しては、原則

として旅客船の基準が適用されろ。

②脱出設備

脱出設備は、非常時には人命の安全を図

ろために最も重要な設備であり、脱出経路

の幅、数等に関する基準の適用及び非常照

－３３－



明装置の設置等が要求されろ。

③航海用具等

錨鎖、索等の係留設備は、係留船を陸岸

等に係留する重要な設備であるためこれら

に関する規定は適用されろ。

ただし、操舵装置及び船灯、汽笛等の航

海に必要な設備は当然要求されない。

④荷役設備等

当該係留船が、クレーン等の荷役設備を

有している場合は、船舶安全法の基準が適

用されろ。

⑤電気設備

発電設備、配電設備、電路、その他照明

設備等の電気利用設備等の電気設備につい

ては、本規程の基準が適用されろ。

ただし、通常の航海する船舶に比べて係

留船は傾斜角が制限されているため、舶用
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の電気設備に要求される「縦に１０度又は

横に１５度傾斜しても性能に支障を生じな

いもの」という要件は、緩和されろ。

また、発電機、蓄電池、非常電源には、

電気利用設備に対する十分な電力の供給能

力が要求されるが、陸から電力の供給を受

ける係留船にあっては、当該係留船に搭載

すべき発電機等の電力供給時間は緩和され

ろ。

、船舶救命設備規貝'１

本規則は、船舶が海上に孤立しているとい

う特殊性に鑑み、救命艇、いかだ、救命胴衣

等の救命設備の技術要件及び備え付け数量等

を規定したものである。

係留船は多くが陸との連絡橋を有し容易に

陸に脱出できることが想定できるため、当該

連絡橋が十分な強度を有し、脱出経路に要求

される幅を有している場合には、「管海官庁

が適当と認める程度に応じて本規則の要件を
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緩和できろ」こととする一部改正を行った。

（６１条の２，７２条、８２条の２）

⑧船舶消防設備規則

本規則は、消火ポンプ・消火栓等の射水消

火装置、泡・鎮火性ガス等の固定式消火装置、

スプ’ノンクラー設備、持ち運び式の消火器、

及び火災探知装置等の消防設備の要件及び備

え付け数量等について定めたものである。

係留船は、多数の旅客が利用するという危

険性から、船舶の消防設備としては一番厳し

い「国際航海に従事する旅客船等」の基準を

準用することとする一部改正をイ了った。（４

８条、５０条、５２条）

ただし、「管海官庁が、用途、係留の態様

等を考慮して適当と認める程度に応じて緩和

することができる。」（５２条の３，Ｓ４条

の２）
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iiE輸樹港湾励技ili課橋か沖

１゜はじめに

我が国は４つの主島と約４０００の島馴から成り立っており、２００カイリ経済水域面

積と国土面積を合わせると世界でも第１０位の広さとなる。空間資源に乏しい我が国が今

後とも、経済・社会の発展を継続させるためには、この広大な海洋空間を有効に開発・利

用する必要がある。

海洋空間はもとより公共に帰属するものであり、この開発・利用は、多様な要請に応え

るよう、総合的な計画のもと、適切になされなくてはならない。殊に港湾域においては、

水面は物流、生産、交流、生活の場として極めて高度に利用されるため、水域の利用は陸

域と一体的に港湾計画に基づき、長期的視点に立ってなされていろ。本小論においては、

先ずこの港湾計画の概要について紹介したい。

また、海洋空間利用構造体は、海洋という極めて厳しい環境下に立地しており、このよ

うな条件下で構造体の安定性及びその利用者の十分な安全性が確保されていなくてはなら

ない。ここでは、この安全性確保のための制度の一つとして、港湾法に基づく技術基準に

ついても併せて紹介することとしたい。
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2．港湾計画

(1)港湾計画の概念

港湾の計画については、港湾の管理運営に関し最大限の

地方自治権を与え、かつ地方的利益に最も適合する管理主

体とする観点から、地方公共団体からなる港湾管理者が、

地域の特性に応じた港湾計画を策定することになっている。

しかし、港湾が国民経済上重要な役割を担っているので、

その計画も国の開発計画、経済計画と整合性がとれたもの

でなければならない。従って、国は全国的な観点から、港

湾の開発、利用及び保全に関する基本方針を示すこととさ

れている。港湾管理者が策定する個々の港湾の計画は、国

の方針に適合している場合に、港湾計画として確立したも

のとなる。

この他、港湾計画は、計画期間籍計画内容、計画地域等

の違いにより種々あるが、一般的に「港湾計画」という場

合は鶴港湾管理者が策定する長期的かつ総合的な港湾計画

で、港湾法第３条の３に規定されているものを指す。以下、

これについて述べることとする。

港湾計画とは、「港湾の開発、利用及び保全並びに港湾

に隣接する地域の保全に関する計画」と定義され、具体的

には次の事項に関する計画である。

①港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地

域の保全の方針
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②港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に

関する事項

③港湾の能力に応ずろ水城施設、係留施設その他の港

湾施設の規模及び配匿に関する事項

④港湾の環境の整備及び保全に間する事項

⑤その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接

する地域の保全に関する重要事項

なお、港湾計画の対象とする区域としては、港湾計画策定

時において当該港湾の管理運営上必要な区域として定めら

れている港湾区域及び臨港地区に限られるものではなく、

将来一体の港湾として開発、利用及び保全すべき陸域及び

水域の全てが含まれるものである。

物流、産業、生活等の多様な活動が営まれる港湾空間の

秩序ある整備と適正な運営を図ろ為、港湾計画では一定の

陸域と水域からなる港湾空間において様々な行政主体によ

り展開されている多面的政策を有機的に総合化し、長期的

観点に立った空間利用のあり方を定めているものである。

港湾計画は、全国総合開発計画、地域開発計画、公害防

止計画、その他都道府県の策定する総合計画等の行政計画

との整合を図りつつ、長期的な観点から策定されるため、

経済・社会の変化に即時的に対応できるよう可能な限りの

弾力性をもたせておくことが必要とされろ。このため、具

体的な事業主体、事業方法、事業スケジュール等実施に係

る内容に関しては、港湾計画において言及しない。そして、

港湾計画により描かれた目標は‐港湾整備五箇年計画への

盛り込み、公有水面埋立法に基づく手続き等の実施過程を

経て具体化されるものである。この意味において蕊港湾計

画は将来時点における港湾空間のあるべき婆を実現す老こ

とを目標とする基本計画である。
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(2)港湾計画の指針

港湾の開発、利用及び保全にあたっては、港湾が一定の

陸域と水域からなる貴重な空間であり、かつ物流、産業、

生活等の諸活動を支える重要な拠点であることにかんがみ、

国土及び地域に関する諸計画との整合を図るとともに、交

通体系上の位置づけ、周辺港湾の機能、地域の特色、漁業

との調整等を十分勘案し、以下の諸点を総合的に判断して

行う。

ａ．国土及び海洋の適正利用並びに国民生活の充実への寄

与

①港湾が、地域開発のための核として、また海洋利層

のための拠点のひとつとして地域社会の発展並びに国土及

び海洋の適正な利用に資するよう、その整備を行う。

②港湾は、交通、産業、市民生活、レクリエーション

等国民の諸活動を支える基盤として重要な社会資本である

ことにかんがみ、これら諸活動の要請に対処できる要素の

整備を行う。

ｂ、港湾誌機能の高度化及び総合的な港湾空間の創造

①港湾の特性をふまえた物流、産業、生活等に係る諸

機能の高度化により、高度な物流空間、多様で高質な産業

空間、豊かな生活空間の形成を図ろ。

特に総合ターミナル等の整備による輸送の低廉性、迅速

性、安定性の確保、国際交流・情報通信施設等の整備によ

る先端産業や国際化・情報化に伴う新たな産業の展開への

対応、海の自然や文化とのふれあいの享受の要請への対応

について十分配慮する。

②港湾においては、その特性をふまえた物流、産業、

生活等に係る諸機能が調和よく導入され、相互に述けいし

あい‐全休として高度な機能を発揮できる総合的な港湾空

間が形成されるよう整備を行う。特に、背後都市と近接し、
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老朽化、陳腐化した港潤施設等を抱える内港地区等におい

ては、このような観点からの港湾再|)|]充について十分配腿

する。

ｃ・港湾における環境の保全及び快適な環境の創造

①港湾の開発及び利用にあたっては、港湾及びその周

辺の環境に与える影瀞を計画の策定に際し事前に評価する

とともに、その実施にあたっても広域的かつ長期的観点に

立って環境の保全のための措置を諸ずろ。特に、貴重な天

然資源の保全について十分配慮する。

②堆積汚泥の後裸等による公害防除、ごみ、油の回収

等による海洋汚染防止等のための措置、廃棄物処理施設の

整備を行い、港湾における環境の整備、改善を図ろ。

③親水空間の確保及び地域住民等の交流に配慮しつつ

緑地、広場、海浜等の整備を行うとともに、港湾の歴史的、

文化的資質の活用、美しい港湾景観の形成等を図り、港湾

における快適な環境を創造する。

またや港湾における良好な労働環境の整備に配慮する。

。、港湾及びその背後地の災害からの防護並びに港湾にお

ける諸活動及び海洋における船舶航行の安全の確保

①港湾施設を海岸保全施設と有機的連けいを図りっっ

整備し、国土、人命及び財産宅十分防護する。なお、港湾

施設の整備にあたっては、国土保全上の見地から周辺海域

及び沿岸への影響について十分配慮する。

また、大規模な地震等の災害に対処するため、耐震性の

高い港湾施設や緊急避難及び緊急物資の輔送のための港湾

施設を整備する。

②港湾及び関連航路における船舶の安全並びに当該港

湾における諸活動の安全の確保が図られるよう、所要の措

置を謡ずろ。

③港湾における危険物の取扱区域を他の区域から極力

分離するとともに、万一の事故発生に際してもその被害が

他に及ばないよう措置する。
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ｅ，港湾の効率的利用の促進

①港湾相互が、海上交通ばかりでなく、空や陸の交通

及び情報伝達を通じて連けいを強化し、共同して機能する

ことにより、円滑な港湾の利用が図られるよう、所要の調

整を図りつつ各港の施設整備を行う。

②効率的な港湾の運営と利用者に対する質の高いサー

ビスの提供が図jうれるよう各種港湾施設の整備及び良好な

維持管理を行うとともに籍管理運営体制の充実を図石。

③港湾背後地域との円滑な連絡を図ろため、港湾と高

速道路等の幹線陸上交通や他の交通ターミナル等との体系

的な連絡強化に資する他の交通施設と一体として機能す毛

よう調整を図りつつ、臨港交通施設を整備する。

ｆ、将来の諸要請への対応

①将来の情勢変化に柔軟に対応できるよう、港湾計画

の策定にあたって適切な配慮を行うとともに、港湾機能上

必要なものに係る用地については、可能な限り公的保有の

割合を高めろ。また、港湾における適正な空間利用が図ら

れろよう、土地利用の効率的かつ弾力的利用に配厳する。

②港湾に寄せられ石多種多様な要請に対応し得高よう、

人工島の椎築、静穏海域の創出等による自然環境と調和し

た新たな利用空間の開発を行う。
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(3)港湾局１画の莱疋手続

重要港湾の港湾計画の策定手続きは、「港湾法」て次のとおり定められている。

’）港湾計画は、運輪大臣の定める「港湾のG語若､ﾗfW7]及び保全等に関する基本方針」

に適合しかつ運始省令で定める「港湾計画の基本的事項に関する基準」に適合し

たものでなけ加王ならない。

２）港湾計画を定め．又は変更しようとするときは、地方港湾審議会の意見をきかな

ければならない。

３）港湾計亘を定め、又は変更したとき（逗玲省令で定めるＥｇ定変更をした跨を篤

く）は、遅滞なく、当咳港湾計画を運鯖大臣に提出しなければならない。

４）運輸大臣は．提出された港湾計画について．港湾審議会の意見を聴かなければな

らない。

５）運輸大臣は．提出された港湾計画が上記基本方針又は上記基単に適合していない

と認めるとき、その他当咳港湾の開発．利用又は保全上著しく不適当であると翌め

るときは．当咳港湾管理者に対し､これを変更すべきことを求めることができる。

６）運輸大臣は、提出された港湾計画について変更を求める必要がないと翌めるとき

は、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。

７）港湾計画について運鯰省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、当該港

湾計画を運袷大臣に送付しなけ測王ならない。

８）０の規定による通知を受けたとき、又は運鯰省令で定める軽易な変更をしたとき

は、遅滞なく．当該港湾計画の摂要を公示しなければならない。

以上の手続きを図示すると．図一lのようになる。

なお、３)でいう軽易な変更の範囲は、港湾法施行規則第１条の２において定められ

ており、さらに詳細な運用については、昭和５５年６月１６日付、港湾局長上、港湾

管理者宛の通達及び．昭和５５年１０月３日付、港湾局計画課長よ、港湾管理者宛の

通達において定められているので．これらに従って運用されることとなっている。
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(4)港湾計画の作成手噸

港湾計画は通常図－２に示すフローに従って、以下の通

り作成される。

ａ．調査

港湾計画の策定にあたっては、当該港湾の資質、当該港

湾に対する要請と課題を把握し、計画の目標を明確にする

とともに、各種の制約条件のもとで、その目標を達成する

ための効果的な方策を検討し、より優れた計画とするため

に、事前に必要かつ十分な調査を行うことが重要である。

調査項目は表－１～表－３に示す通りである。

ｂ、基本方針の設定

港湾計画の作成においてはやまず第１に、港湾の基本的

性格を明らかにするとともに、港湾空間の将来の方向づけ

を行う。

港湾は、その地域の交通、産業、市民生活、レクリエー

ション等の諸活動を支える重要な基盤であり、地域の発展

の支えとなっていろ。従って、港湾計画をどのような方針

のもとで作成するかということは、所在地域の将来の発展

の方向を規定することにもなり、港湾計画の作成作業の第

１段階である基本方針の設定には大きな意味がある。

港湾は、地域の発展を目途として、地域の人々によって

つくられるものであり、その意味では、方針の設定に際し

ては地域の将来計画の方針と整合を図ろとともに、港湾を

通じてその地域をどのように発展させてゆくかという地域

の意志を確認することが、港湾計画の方針設定の第１歩と

なる。

基本方針の設定にあたっては、地理的位置、正要港湾指
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定その他の当該港湾の沿革、これまでの港湾の性格及び役

割、背後地域の発展方向と港湾の果たすべき役割、現状に

おける課題，要請等を整理すると共に、港湾計画の指針を

ふまえて、

①港湾の位置付け及び機能

②港湾施設の整備及び利用

③港湾における土地利用

④港湾の環境の整備及び保全

⑤港湾の安全の確保

⑥港湾に隣接する地域の保全

及び目標年次（概ね１０～１５年先）について、一体的かつ総

合的に定めるものとする。

c、空間利用計画

港湾においては、

①外貿コンテナターミナル、微貨物ふ頭（石油、穀物、

木材等）、フェリーふ頭、これらの背後の上屋・倉庫、総

合流通配分基地、港潤関連業務ピル、物流情報センター等

における物流活動

②臨海立地産業、産業の高度化を図ろための研究施設、

通信施設、国際貿易機能を促進するための国際見本市場一

会礒場等における産業活動

③離島および地方における日常生活をはじめ、物流・

産業活動に伴う労働、マリーナや人工海浜での海洋性レク

リエーション、旅客・観光船ターミナルにおける地域住民

等の交流、港の景観や情緒を楽しむために訪れる人々や港

湾で働く人々の休憩、港まつりやi海洋博物館での文化活動

等の多種多様な活動が営まれている。これらの諸活動が相

互に連携され、全体として高度な機能を発揮できる総合的

な港湾空間が形成されるよう、港湾の空間利用を計画する．
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港湾空間を構成する基本的な要素としてのゾーンとネッ

トワークについて、主な種類と内容を表－４に示す。

港湾空間のゾーニングは、以下の留意点を十分考慮して

行わなければならない。

①同種のゾーンあるいは間連の深いゾーンは‐可能な

限りまとめるか、連絡が密になるように配置する。

②互いに隣接させることが望ましくないゾーンは、分

雛するか、あ諸いは緩衝ゾーンを設ける。

③他のゾーンと離すべきものや単独で十分機能するも

のは、なるべく港湾空間の周縁部に離して配置する。

④水際綴を直接必要としないゾーンは、なるべく港湾

空間の周縁部、陸側に配置するか、水際線を利用するゾー

ンとセットとして配置し、水際緯の有効利用を図ろ。

⑤港の類型からみて中心となるゾーンは、なるべく中

央に配置する。

⑥深い水深が必要な施設を含むものは沖側に、浅い水

深が必要な施設を含むものは陸側に配置する。

⑦将来の発展余地を考慮する。

⑧背後の土地利用との整合に配慮する。

⑨建設技術上の限界や利用技術上の限界等からの開発

空間の制約条件に配慮する。

⑩導入機能の必要条件に配慮する。

土地利用の区分は、原則として、表－５の分類に示すも

のを用いる。

水域の利用については、水域が一般公衆の自由使用の対

象となっているので、水域施設等港湾計画の目標年次にお

ける利用方法が明らかな部分のみを計画す石。
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。．施設配置評画

港湾の能力に適切に応するとともに、効率性、安全性、

快適性の高い港湾空間が形成されるよう、個々の港湾施設

の規模及び配置を計画する。

ｅ、港湾計画の評価

イ．地域経済効果港湾計画そのものが経済社会の要請

の中で‐経済的にみて合目的性を有するかは、その港湾計

画に従って港湾が新たに建設ざれ利用されることにより期

待される地域経済開発効果と投資額との関連において論じ

られろ。

港湾計画による地域経済開発効果左分類すると次のよう

なものがある。

①建設投資による効果

②流通機能立地による効果

③産業立地による効果

④集客施設立地（港湾利用者の増加）による効果

ロ．環境アセスメント 港湾の開発は、多大な地域経済

効果等を期待してなされるものであるが、一方では、周辺

の環境に与える影響も無視できないことから、港湾計画の

策定にあたって環境アセスメントを実施し、環境に与える

影響について十分配慮する必要がある。環境アセスメント

は、図－３に示す手順で実施するのが一般的である。
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瓜境q;轡興緊とは、港iniの聞発、利川守に伴いKl境に彫轡を及ぼす存在及び行為

をいう。例えば防波堤の存在、船onの岸壁利用、エ業用地での生産活jmlなどである。

計幽1[項以外の開発行為で対象区域に影轡を与えるものは与条件と考える。

瓜境隣成囚孑は、例えば大気ＴＩ、水質、底質等であワー(3)で述べる瓜境影轡要素

と因境構成因子の述凹表を参考として評価すべき因子を選定する。

対蚊区域はBi〔ﾛﾘとして当飲:fiIiにより影極が及』瓶域である。影轡の及ぶ区域は

現境アセスメントの舘果定められるものであるが、あらかじめ安全側に考血して設

定し、必要な現況データを収集する。

現境保全ロ標は、当該地域において瓜境韮池が定めらｵしている場合は原則として

環境益IIBを保全目標として証定する。

環境隅成囚子の変化の予測にあたっては．唄境影砕要素の規模により適切に選定

する。例えば、大きい場合は実験や数値シミュレーションを行って変化を予測し、

小さい場合はnlIiな比絞検討から変化を推測する。予測結果が環境目標以内であれ

ばJfWi案を採川し、国境目標を越える場合は瓜境保全対箙を醜ずるか、又は、31.画

案を変更して河庇変化を予測する。

港湾計函に係る現境影轡要素は、存在に係るものと利川に係るものに大別される。

存在に係るものとは、防波堤の存在による潮流の変化、埋立地の存在による藻場の

喪失、道路の存在による景観の変化などであり、港湾施設及び川地の存在はすべて

瓜境影暫要素となりうる。利用に係るものとは、水域の利爪に伴う船1,からの排ガ

ス、荷捌施設のＪＩ川に伴う)IMO､ｌ:ＩＩＥｸﾘ[からの排ガス、木材の水ilii亜｣Ｍ)の利）uに

伴う水面iﾜ洞などであり、船舶、１(両、、地において行なわれる活動守が因境影翻

要素となる。

港湾31iiiに係る現境アセスメントにおいて老I｡'すべき瓜境概成因子は一般的には

変－６に示すとおワである。表－６に示す以外の因子は、拡散範囲が排Ⅱ｣源の近防

に限られたワ、リド故守に伴う排出しか考えられなかったり、二次的な汚染物画であ

ったりして彫漣は少ないものと考えられる。

瓜境彫淫要素と風境臓成因子の関迦の&1度はさまざまであるが、おおむね災－７

のとおりである。
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ハ．ステージプラン港湾計画は目標年次における港湾

空間のありようを定める基本計画であるが、港湾の整慌は

通常長期間を要するものであることから、港湾計画で示さ

れ石望ましい港湾空間の整備がスムーズに行うことができ

るものであるか、また‐目標年次に至るまでの中途段階に

おいても有効に機能を発揮できるかについて、ステージプ

ランを設定して検討する必要がある。

ステージプランの設定にあたっては、以下の点に留意し

なければならない。

①港湾に対する要請、需要と港湾施設一用地等の供給

のバランスがとれていること。

②港湾の効率的な利用に耐え得る程度の整備水準が砿②港湾の効率的な利用に耐え得る程度の整ｉ

保されてい;ること。

③各段階で港湾の利用が阻害されないこと。
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3．港湾の施設の技術｣二の基fiIi ｌＷ釈については、ｌ｣本港inM会から)W`llDil)を刊

行しており、同I1Hについては、泌湾同池設課及

より参考とするよう通達している（平成元年３

月18ｐ及び昭和55年10月l5p付け）。これらの

昭和25年に制定された港潤法は、その後の我

が国の社会・経済の変化に対応して、昭和48年

に－部改正が行われた．この改正の主要点の一

つは、港湾の施設の安全性の確保にあり、港湾

の施設の技術上の基醜を制定する条項として新

たに鉱56条の２が加えられ、港湾の施設は技術

上の韮耶に適合するように述設し、改良し、又

は維持しなければならないものとされた．

関係を図示したのが、図－４である。

（港湾の施設に関する技術上の基準）

鉱56条の２水域施設、外郭施設、係田

施設その他の政令で定める港湾の施設は、

他の法令の適用がある場合においては当該

法令の規定によるほか、迎輸省令で定める

技術上の基準に適合するように、建設し、

改良し、又は維持しなければならない．

上記の条文で特に注意かが必要なのは、技術

基準の対象となっているのが「港湾施設」では

なく、「港湾の施設」となっていることである．

港湾法上「港湾施設」とは、港湾区域及び臨港

地区内にある鉱２条鉱５項に掲げる水域施設、

外郭施設、保田施設等に限定されているが、

「港湾の施設」といった場合は、この限定され

た港湾施設を意味するのではなく、社会通念上

のすべての港湾においてその空間を形成する施

設が対象となる．

条文中の「政令で定める港湾の施設」は、港

湾法施行令鉱19条において次のように定められ

ている．

①水域施設

②外郭施設（海岸保全施設及び河川管理施設

を除く）

③係闘施設

④旅客乗降用施設及び移動式旅窓乗降用施

設

⑤臨港交通施設

⑥荷さばき施設（荷役楓械にあっては、石油

荷役機械に限る）

⑦保管施設

③船舶役筋用施設

また、上記の条文中の「迎給省令で定める技

術上の基準」については、昭和49年７月16日付

けで施行されており、省令の解釈及び皿用につ

いては、港湾局長通達（昭和53年10月16日付け）

によって規定している．超大型石油タンカー用

施設及び海上貯iiil基地施設については、一般の

港湾の施設と技術的に異なる点が多いため、別

途港湾局長より通達（昭和55年５月19日付け）を

出している．さらに、これらの通達の具体的な
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港湾の施設の技術上の基準による審査は、主に次のよう

な場合になされる。

①港湾区域内において、外郭施設，係留施設等の建設

又は改良を行う者は、港湾管理者の長の許可を受けなけれ

ばならないが、この際港湾管理者の長は、当該施設の技術

基準の適合性を審査する。（港湾法第３７条）

②臨港地区内において水域施設等を建設又は改良する

者は、港湾管理者の長に届出を行い、港湾管理者の長は、

届出内容の技術基準との適合性を審査する。（港湾法第３８

条の２）

③港湾区域外の全ての海，河川等において港湾の施設

を建設又は改良する者は、都道府県知事に届出を行い、都

道府県知事は、届出内容の技術基準との適合性を審査する．

なお、届出が必要な港湾の施設は表－８に示す通りであり、

港湾区域外の海岸，河川におけるマリーナの施設等も、こ

れに含まれる。（港湾法第５６条の３）

以上の手続を図示したのが、図－５である。
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4．港湾における新しい形式の構造物について

(１） 港湾計画の取扱い

近年、水域の利用の高度化を図る定め浮体形式等の新し

い形式の構造物が計画されるようになってきた。これらの

新しい形式の構造物についても、港湾計画上の取扱いは基

本的には変わりない。

港湾計画に位置づけられた新しい形式の構造物としては、

これまでに次のような例がある。

青森港及び函館港における青函連絡船を改造した洋

上レクリエーション施設

下関港における船舶を改造した洋上レクリエーショ

ン施設

広島港及び別府港における人工地盤形式の洋上レク

リエーション施設

○

○

○
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(２） 技術基準上の取扱い

新しい形式の構造物であっても、港湾区域の内外を問わ

ず、前述の技術基準の対象施設であれば、技術審査の手続

が必要であることは当然であるが、特に浮体形式の構造物

である場合には、ホテル，レストラン等施設の内容に係わ

らず、構造物を係留するための係留施設（ドルフィン，岸

壁，係留索等）は港湾法上の港湾の施設に該当し、港湾の

施設の技術上の基準による技術審査が必要になる。なお、

これらの新しい形式の構造物の設計にあたっては、高度な

技術が必要とされる為、事業者は図－６に示すように、港

湾管理者，都道府県知事への届出に先立ち、沿岸開発技術

研究センター等の公益法人に設置された技術検討委員会に

おいて技術審査を受けることにより、安全性を確認してい

る。なお、これまでに本方式で安全性を検討した例として

は、広島県の境が浜マリンリゾートのフローティングアイ

ランド等がある。
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図－１計画策定から決定まてのフロー
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霊而 迎伯大臣の審五臣の審五迎伯

堪丙

春エ会

幹事会 問
申

而
呑

計面倒会

(法気３条の３気５項）

YbB のち五結果

べＱか）
－

，J｡

ﾛ砧大臣

(変更す

辺伶
変更促水

(医第３条の３認６項）

迎佑大臣エ,庭内官理

者への通知三三三三ｺ
(法第３条の３藻７項）

丙計画の巨但の公示

(怯粟３条の３弧９項）

－５４－



図-２港湾施設の作成プロ

鯛 査

雷Ｌ二ＤＪ■

田、ｌ由111K

－５５－

鳶

[愛l竺旦|蜑雲IIE雪
経済社会条件圏査
● 産業、交通体系
･地域開発構想等

港潤鯛査
･港湾利用状況
･利用者の意向等

Ｉ

背後圏の設定

フレ
●

￣ ムの設定
港湾取扱貨物量
･船舶乗降旅客敵等

用地需要量の推計
・工業用地
・交iｽｮ処点用地等

施
●

マクロ推計

･ふ頭用地等



図－３環境アセスメントの手順

ＵＤ５ＩｘＨ刊
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図－４技術基準の運用体系

港湾法館56条の２

1露ILijii篝ii篝＝
(本条追加昭和48年７月）

港湾の施設は省令で定め

る技術上の基準に適合す

るように述設し、改良し、

又は維持しなければなら

ないと規定

（昭和53年10月16日）

－（昭和63年10月14日）

港湾局長通逮港湾局長通逮

（超大型石油タンカー用施設）

（海上貯油基地施設）

(昭和55年５月19日）

、i繭酉~て百玉葱i=ii悪夛

港湾局建設課長より参考にするよう通達

－５７－



図－５技術審査の手続

① 港湾区域内の手続

許可

技術上の基準

との適合性を

判断

、`[邇司

② 臨海地区内の手続

技術上の基準

との適合性を

判断

ゴ
のｂＵＵ

■■■■

届出受理後60日以内．

港湾区域外の手続③

弓５０日

理後60日以内

－５８－

￣

許可

申請

－－

－－

港湾区域内

の工事等

港湾管理

者の長

技術

との

判断

上の基準

適合性を



図-６技術的検討の模式図

指導
港湾建設局等

技
術
的
支
援

↓

(公益法人）

－５９－

;'１１
委託
一一

一一

技術的アドバイス

港湾管理者

都道府県知事

技術検討委員会事業者



表－１自然条件に係わる主な調査項目

Ｆ■

－６０－

分類 調査項目 主な利用目的

地勢 陸上地形
樹底地形

流人河)1１

陸上開発余地の把握、廷段される港湾の遮蔽の難易の判定、埋立用土砂の採取
渡溌土煙、埋立余地、利用可能水城、将来の発展性の把握、操船の難易の判定
河口部の埋立形状の決定、埋没対策

地質 陸上の地盤および土質
海底の地盤および土質

構造物の基礎の設計、工事用石材、埋立用土砂の採取
構造物の基礎の設計、竣牒の難易の判定、埋立用土砂の採取

気26〔 風向および風速
気温および湿度
降雨および降雪
混露、氷結および流氷
台風

風波の波浪推算、年間稼働率の算定、塩害対蟹、集客施設の天候対篭
緑地内の樹梗の決定、築客MIi股の天候対策
年間稼働率の算定、築客施設の天候対篭
年間稼働率の算定、操船の難易の判定
高潮対策、異常時波浪の把握

海象

浪
位
況
砂

波
潮
流
霊

防波堤の規模および配置の決定、防波堤の設計
港湾施設の設計、埋立地盤高の決定
操船の難易の判定
埋没・侵食対覧、防波堤の法線の決定

地震 震度および発生確率
漣波

捲湾施設の耐震設計、液状化対策
律波対賓



表－２経済社会条件に係わる主な調査項目

権利間係

賑舩等|柵自然保甑

－６１－

分類 劉査項目

全国 ＧＮＲ工業出荷館等の各厭経済指標の推移と将来見通し、
￣

、．-上 三次産業に係わる蒜紛見通し、産業構造転換の見通し

背
後
園

￣ 股

産業

貨物流動

交通体系

地域開発構想

地域指定状況

権利関係

訴訟等

人口、就業人口、縫生産額、所得、ＤＩＤ分布

農林水産業活動、商業活動露観光活動、工業出荷額、工業立地状況、工業稼働状況、工場拡張計画

翰送機関別旅客・貨物輸送（国隠・国内、地域間・地域内） 、 海運貨物の利用港湾シェア

周辺の幹線道路との連絡状況、幹譲道路やそれへのアクセスルートの混雄状況．
周辺の幹線道路の将来櫛想および供用開始予定時期
鰭港鉄道の利用状況および将来動向（廃止の予定の場合には、その跡地利用計画）
制限空域、飛行場の拡張計画

全国総合開発計画、地方計画、民間構想

自然公園、漁港区域、沿岸水産資源開発区域、藻場保護水面、保安林、農業振興地域、梅岸保全区域、
テクノポリス、新産業都市、工業整備特別地域、石油コンビナート等特別防災区域、国土利用計画、
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に間する臨時措遷法・総合保養地域整備法に
係る地区、日米安保条約による制限水域、邦市計画の地域地区、一・二級河１１１

土地所有状況一没業態、建物権利者

訴訟、自然保護運動



表－３港湾に係わる主な調査項目

塵

－６２－

分頬 照査項目

港湾の沿革 港湾の生成と発展過程、過去における修築工事管過去における港湾計画

入港船舶 航路、船種別船型別人鮭船舶隻数および鍵トン散、船種別入港最大船舶、海難発生状況
□

船舶乗照旅蓉 船舶乗降旅客（方面別）

港湾取扱貨物 海上出入貨物（仕向・仕出地） 、 陸上出入貨物（仕向・仕出地） 、 荷姿

港i昌i施設利用状況 港湾施設現況、泊地・係留施設利用状況、本船荷役状況、上屋・倉庫・貯留場利用状況、集客施設

レクリエーション イベント開催状況、マリーナ利用状況、プレジ1,-ポート放置状況、プレジャーボート保有状況

利害関係者の意向 港湾利用者、新規立地希望者、海運・港退業者、梅事関係者、港湾労働者、漁業者、住民、関係行政椴関



表－４港湾空間を構成する主要なゾーンとネットワーク

－６３－

ゾーン・ネットワーク 内容

物流間連ゾーン
人硫関連ゾーン
交流拠点ゾーン
生産ゾーン
危険物ゾーン
緑地レクリエーション

ゾーン

港湾業務関連ゾーン
都市機能ゾーン
船だまり関連ゾーン
廃棄物処理ゾーン
停泊ゾーン
避泊ゾーン
帆走等水城ゾーン
留保ゾーン

物流ターミナルとして利用されるふ頭用地、倉庫用地、水面貯木場等を含む空NIl
旅客船ふ頭、迂路船ふ頭、フェリーふ頭等、人の乗降が行われる空ＩＩＩｌ
縫合的な港湾空|M}の創造を先導する拠点として国際交流施設、炳報通信施設等が立地する空11J】
港湾と密接に関連した生産、加工工場等の敷地、およびそのための専用ふ頭を含む空間
危険物積載船が人出港し、危険物が荷役・保管される空間
海洋性レクリエーションの場である海浜、マリーナおよび港湾関係者、地域住民のための録地
を含む空間
港湾間係官公署、港湾サービス業、港湾関連事務所等が立地する空間
背後都市からの要話により受け入れる住宅、鍵末下水処理場の空間
ボートサービス船、漁船、官公庁船等の小型船のたまり場としての空間
廃棄物の処理のための空間
船知の待機、検疫等のための停泊地として利用される水面
異語時における船舶の避泊水城として利用される水面
ヨット、モーターボートの帆走、遊走に利用される水面
港湾の将来の発展に対処するために留保する空間

海上交通ネットワーク
陸上交通ネットワーク
人流ネットワーク
情鰯ネットワーク

物流関連・人流関連ゾーン等に係わる船舶の勤線としてのネットワーク
港湾における地区問、地区内および港湾と背後圏を道路・鉄軌道等で結ぶネットワーク
人流関連・交流拠点・緑地レクリエーションゾーン等に係わる歩行動總としてのネットワーク
物流関連・交流拠点・港湾業務関連ゾーン等に係わる憎輻のネットワーク



表－５土地利用の区分

mgGlH【犀〃伸円は仲 叶昨二Ｇ局

Ｆｕ

iUiH91屑，.:６件

１ｒｌｉ和凸匂■□凶I筏

」Ⅱ柳Lp1屋ｎＦ‐だ丁辻､［

胃Ｐ:廿牌汀､

豚竺，処

－６４－

分類 用途 主要な内客

ふｍ用地 捲湾取扱貨物、船舶乗跨lrk客等を公共的
に扱う水際線を有する、海陸fG逆の転換
の場

旅恋施913用地（エプロン、旅専ターミナル、駐車場）
荷捌施段用地（エプロン、荷捌地、上屋敷）
保笹B１２段用地（jGjll【用地、野板場、貯木場）

凸

港湾関連用地 港湾の機能を増進するための港湾活動を
サポートする施設の用地

保管施設用地（倉庫用地、砂・砂利ヤード等の野碩場Ⅲ了木場、
モータープール、空パンプール、シャシプール）

流jm施設用地（ターミナル用地、卸売市場用地、コールセンター
等の配分基地用地）

業務施設用地（官公庁用地、港湾関連事業所用地、倦湾・貿易業
務ピル用地）

作業基地用地（ケーソンヤード）
樒利厚生施設用地（臨港病院、船員会館、休泊所）

交iﾌﾞKjRI点用地 縫合的な港湾空間の創造を先導する交流
拠点

交流施設用地（展示施設用地、会厳場施設用地、研究施設用地、
その他交流施設肩地）

情報通信施設用地（慌報処理施設用地、電気通l層施設用地、その
他桶報通信施設用地）

文化HE股用地（図害館、1専物鰭、水族館、公会堂、展望施設、そ
の他文化施設用地）

商業施股用地（港湾における交流拠点機能の増進に資するもの）

工業用地 工業の用に供する用地 工場用地（研究施設、教育施設及び情報通信施設用地ならびに石

発fE所用地
油精製施設用地を含む）

都市再間発ﾉﾓＩ地 都市の再開発に資するための用地 工業阿地
業務施設用地
商業施設用地
住宅用地

都市機能用地 都市の掻能を荊進するために港湾空間を
提供している用地

住宅用地
業務施設用地
商業施設用地
供給処理jiE段用地（下水処理場、清掃工場扇地）

交j､掻能用地 陸、空の交jmの用に供する用地 道路用地（臨湛道路、他計画道路）
鉄道用地
空港用地（ヘリポート、コミューターを含む）

危険物取扱施設用地 万一の事故発生に際しても、その被害が
他に及ばないよう、危険物の取扱区域を
他の区域から分鼠する用地

危険物取扱施設用地
石油配分基地
原油備蒋基地

緑地

地
面
場
浜

緑
公
広
梅

レクリエーション

施設用地
レクリエーションの用に供する用地 マリーナ用地（エプロン、斜路、ボートヤード、クラブハウス）

スポーツ・レクリエーション施設用地
宿泊施設用地（ホテル、ペンション、保美所、マリーナ住宅）

廃棄物処理施設用地 廃棄物処理施設の敷地 廃油処理施設用地

公共用地 将来の公共ふ頭、握り込み水路等のため
の用地

留保用地

廃藥物処理用地 廃棄物を捨て込むための埋立地 一般廃棄物等処I､用地

土砂処分用地 俊溌土砂を捨て込むための埋立地 俊浜土砂処分用地



表 環境構成要素６

鳳一’

文化財

表 環境影響要素と環境栂成因子の連関表７

』』 Ｃ
ｏ

ｏ
○
○
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Ｏ
○
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大気画
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地形 漂砂、地盤沈下、地下水

海蝕 波浪、潮流

動植物
バクテリア､プランクトン（動物、ｈｄ物）、海藻頑、（;IjmilL物、
底生生物、魚廟、陸上動植物

景観 景観

文化財 有形文化財、民俗文化財、伝絞的建造物群．記念物
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○



表－８都道府県知事に届出が必要な施設

イ．水域施設

ロ．外郭施設（海岸保全施設及び河川管理施設を除く.）

へ係留施設

ｌ）危険物積載船、旅客船（13人以上の旅客定員を有するものをいう.）又は自】

係留するためのもの

ｌｉ）ヨット、モーターボート等の船舶を係留するためのもの（同時に５隻以上ｃ

することができ、かつ、人が乗船し、又は下船することができるものに限る）

又は自動車航送船を

(同時に５隻以上の船舶を係題

iii）総トン数500トン以上の船舶を係団するためのもの

（ただし港湾法施行規則第28条に掲げるものを除く.）

－６６－
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1．海洋建築物の現状

近年，沿岸部における都市開発・リゾート開発が盛んになり，また，－時の造船不況

，国鉄の連絡船の廃止等の状況もあいまって〆海洋建築物（船その他の浮体構造物を桟

橋に固定しホテル・Ｉ亭Ｈ１館等に利用するもの，海底に設ける展望塔など，水上，水中に

設けて建築的利用に供する施設）の計画が増加している．

２．建築基準法上の海洋建築物の取扱い

上記のような，水上・水中の海洋建築物も。安全性確保の観点から，また，都市計画

等と連動した良好な市街地形成の観点から，建築基準法の適用対象として，建築確認等

の手続きが行われてきた．

建築基準法第２条第１号l建築物jにある，Ｉ土地に定着するj状態とは，単に陸上で土

地に強固に結合された状態のみならず，水面，水底等にあって定常的に桟橋や鎖等で土

地に定着された状態も含むとの判断が確立している．

３．建築基準法の規定の主旨

建築基準法は，建築物の敷地，構造，設備及び用途に関する最低の基準を定めて，国

民の生命，健康及び財産の保護を図ること等を目的としている．海洋建築物に建築基準

法を適用することには，具体的には，次の禄な意義がある．

①浮体構造物(船を転用したものを含む)を陸上の建築物と同様の用途に供する場合に

は，陸上にあるものと同等の安全性を確保する必要がある．従って，これら海洋建築

物にも建築基準法を適用して，利用者にとっての最低限の安全を確保しなければなら

ない．

因みに，建築基準法の単体規定は，建築物の，地震・火災に際しての安全性，日常

の衛生等に関する規定である．一方，船等は，元来一定期間継続して特定の者に利用

され，水上を航行することを目的に造られるものであり，安全確保のための構造基準

等も建築物とは異なっている

②建築基準法の集団規定は，建築物の，立地に応じた規模・用途・道路との関係等を

定めたものであり，都市計画と密接に関連して適切な土地利用，良好な市街地の形成

を図るものである．当然，海洋建築物の建築に際しても，このような立地上の制限を

課すことにより，都市基鰻や周囲の環境への影舞等に配慮した，適切な市街地環境を

確保する必要がある．
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４．建設省としての対応

0）通達

建築基準法上の海洋建築物の取扱いは、従前から確立しているが（建築指導課長通達

・昭和４４年９月１６日付け住指発第３７１号等〈参考資料－１）），平成元年１月１９

日，これらの取扱いを再確認し，適切に建築基準法を執行するよう，全国の特定行政庁あ

てに住宅局建築指導課長名で通達を出した(参考資料－２)．

②委員会の設置

建設省では,船を改造する際の技術的基準等を明確化し，建築基準法上の手続きを円

滑化するため，昭和６３年１１月，側日本建築センターに依頼して「海洋建築物の安全

性評価基準検討委員会」を設け，検討を開始した．現在，検討は最後のまとめの段階に

ある．同委員会には，消防関係，船舶関係等の学識関係者が参加している．（６．参照〉

５．最近のプロジェクト

u）鰹フローティング・アイランド，．

：【'８９海と島の博覧会ひろしまjの施設(広島県沼隈町）

用途は教育研修施設(水族館)．BOmx40nで２階建．１階は3828m２，２階は5200,2で合

計9028mz･当初，博覧会の期間中の仮設建築物として申請が出され，特定行政庁〈広島

県〉では，仮設建築物としての安全性等については，特に支障がないと判断して，建築

基準法上の手続（仮設建築物の許可と建築確認）を行った。（博覧会の期間は元年７

月８日～10月29日）

その後、期間終了後も恒久的建築物として使用する希望が出てきた必要な建設

大臣の認定（建築基準法第38条）と，建築確認を行った。具体的には，構造耐力上の

建築基準法の規定に抵触していたが，建築基準法の規定と同等の耐力を有しているこ

とが認められた。

②“シミュレーションシアター”

：Ｉ長崎オランダ村jの施設(長崎県西彼町）

用途は映画館(床が動く）．43,P(23mで１階建，953,コ,客席240.1年間の仮設の建築物

の申請がなされ，特定行政庁(長崎県>で安全性等を判断し，仮設の許可の手続きを行っ

た．（オーブンは元年３月１９日）

仮設の期間終了後も、恒久的建築物として使用する希望があるが，構造方法，床（揺

動式），避難施設(階段・廊下の幅)等に関する規定について建築基準法に抵触している

と考えられるので，現在，建築基準法第３Ｓ条の建設大臣の認定を申請する準備を進め

ている．
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③“フローティングカーパーク・ヨコハマ．．

：横浜ペイプリッジの展望施設の付帯施設(神奈川県極浜市）

用途は駐車場．ヨコハマベイプリッジに設けられる展望施設(スカイウォーク)に来る

観光客のための施設.

自動車運搬船を改造し岸壁に係留して使用する．長さ162,.幅２０，，６階建で床面積

は合計8473m｡．このうち４階分が駐車場として利用される．計画では最大２８３台が駐

車できる．

建築基準法上の手続き（１年以内の仮設建築物としての許可と，建築確認>が行われ，

９月２７日のペイブリッジの開通にあわせ，使用が開始されている．

海洋建築物の安全性評価指針(案)について

指針策定の主旨

上記のような海洋建築物は，現行の建築基準法が想定しない構造方法，建築材料を

使用するため，建築基準法第３８条に基づき，現行の規定によるものと同等の効力が

あることの認定を受ける必要がある．従来は，各物件ごとにその設計内容について，

側日本建築センターで技術的評定を行い，その結果に基づき建設大臣が認定を行って

きた．

しかしながら，近年，これらの海洋建築物が増加する傾向にあることから，価日本

建築センターにおける評定のガイドラインとすると共に，事業者側の計画・設計の指

針となることを目指して「海洋建築物の安全性評価指針」を策定することとなった。

６．

（１）
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②Ｉ指針(案)jの橘成

「海洋建築物の安全性評価指針(案)」の構成は次の様なものである。

●
●
●

章
１
２
コ
．
）

句□□・一 総則

一般

構造種別と規模（対象は，鋼構造のもの，比較的大規模なものを想定）

係留位置く安全性の検討に際し，適切な条件設定が可能なこと等が条件）

2章

１．

２．

３．

構造計画

総則（海洋建築物及びその係留装置等が対象）

自然環境条件(風，波浪，潮位及び海流，潮位及び副振動，高潮，津波）

設計用荷重〈固定荷重，積載荷重，静水圧及び浮力，風圧力，波力及び波

浪荷重５地震力，氷雪荷重，係留力）

構造解析(荷重の組合せ，解析法）

構造材料(鋼材の種類等，許容応力度）

構造設計(溶接設計，疲労設計，錆代）

復元性能設計(復元力曲線及び傾斜モーメント曲線，復元性能の基準）

係留装置設計(荷重及び荷重の組合せ，材料，疲労）

桟橋設計(構造材料，解析及び設計）

防食(防食設計，防食法）

●
●
●
●
●
●
●

４
－
●
っ
６
７
（
一
）
〈
）
９
ｍ

●
●
●
●
●
●

章
１
今
２
（
ペ
・
）
４
戸
●
っ
６

「
。

防災設計

綣則

防火計画の基本方針

防火区画く区画橘成部材の耐火性能，防火戸）

内装防火設計(避難経路の内装制限，居室の内装制限〉

煙制御設計(防煙区画，防煙設備）

避難設計（避難階，敷地内通路，屋内の避難施設(廊下・階段等)，避難施

設の構造）

耐火設計(主要梢造部の耐火性能）

消防設備

●
●

【〉“〃．（｜）（）

４章維持管理

１．維持管理(計画書の作成，使用制限，定期報告）

－７０－
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(参考褒料－２）

述設宥住指発第５号

平成元年１月１９日

特定行政庁建築主務部長殿

建設省住宅局建築指導課長

海洋建築物の取扱いについて

近年、余暇開発の進展等に伴い、船舶を利用したホテル、海中に設ける展望塔等の大規模な海洋建築物

（淡水区域の建築物及び準用工作物を含む．以下本通達において同じ．）が増加しつつある．

従来より，建築基準法第２条にいう「土地に定着する」状態とは、単に陸上で土地に強固に結合された

状態のみならず、水面、海底等に定常的に桟橋や鎖等で定着された状態も含むものであるとの判断が確立

しており、このような状態にある工作物に対しても、その使用実態に即して建築基準法が適用され、建築

確認等の必要な手続が行われてきたところである（別表参照〉、

最近特に大規模化する傾向のあるこれらの海洋建築物は、その用途もホテル、レストラン、集会場、水

族館等と多岐にわたっており、万一火災等が発生した場合の人的、物的被害の大きさ等を考えると、その

構造上、防火上の安全性及び衛生の確保は極めて重要な課題である．

海洋建築物については、既に昭和４４年９月１６日付け建設省住指発第３７１号「水面又は水中に設け

る施設に関する安全性の確保について」により、その取扱方法を示しているところであるが、貴職におか

れては現下の状況にかんがみ、今後とも建築基準法の適正かつ確実な執行に努められたく、念のため通達

する．

なお、建設省においては、急増する海洋建築物に係る建築基準法上の手続きを円滑化するため、剛日本

建築センターに依頼し、安全性評価のための基準を策定しているところであるので申し添える．

また、海洋建築物の取扱いについては，消防部局とも十分に連絡を図られたい、

く別表＞昭和６０年度以降建築基準法第３８条の認定を受けた海洋建築物

－７２－

件名 ､ふし オリアナ号 白浜水中展望塔 $輔Ｉ１ｊｌ目ｾﾝﾀｰ解ｊｌ《＆

所在地 愛知県名古屋市 大分県別府市 和歌山県白浜町 和歌山県串本町

確認糊Ｈ 昭和60年６月６日 昭和62年５月13日 昭和62年８月19日 昭和63年３月14日

用途

特徴

元南極観測船（5,25

0t).博物館として利

用 ●

元客船(41.902t).映

画館ﾚｽﾄﾗﾝ等として

利用．

海底に設置した観光

用展望塔．

大型水槽の飼育魚を

観賞するための水底

歩廊 ●

延べ面積 公開・限定使用部分

１．４１０ｍＺ

使用する部分

３０，１５７ｍユ

海上及び海中の望室

部分１０８ｍ。

外洋水榧棟部分

Ｂ５６ｍｚ



(参考寅料－３）

建築基準法(抜粋）

第１条この法律は，lilL築物の１IMU也，ＩｌＶｊ巡ｉ没I1IIi及び川述に|Ｍ１する１，k(Ｍ）

ＡＬ準を定めて，国民のL'三命，健康及び'1ｲﾌ)T:の仰,ｉｌｌ１ｌを|ﾇl')，もって公共の

福祉の恥巡に資することを目的とする．

第２条この法律において次の各号に｝しlげる川諦の砥炎は，それぞjlL当該

各号に定めるところによる．

－建築物土地に定箔する工作物のうち，脆根及びｲ櫛糺〈は雌を有す

るもの，これに附属する門若しくはへい，観'魔のための工作物又は地下

若しくは高架の工作物内に設ける?1{務所，）il誌Ili、興行場，命ljliiその他こ

れらに瀬する施設（鉄道及び軌jiiの線蹄!'M〔地内の運転保安に|Ｍ１する)Iilj設

並びに跨線橘，プラットホームの上家，貯蔵棚その他これらにﾘ！【Iする施

設を除く.）をいい､健築設備を含むものとする．

＝特殊建築物学校（専修学校及び各種学校を含む．以下同様とする.)，

体育館，病院，劇場，観覧場，集会場，展示場、百jIt1ij7，市場，舞踏場，

遊技場，公衆浴場，旅館，共同住宅，寄宿舎，下宿、工場，倉庫，自動

車車庫，危険物の貯蔵場，と畜場，火葬場，汚物処理場その他これらに

類する用途に共する建築物をいう．

＝建築設備建築物に設ける祗気，ガス、給水，排水，換気、暖房，冷

房，消火，排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突，昇降機若しくは避雷

針をいう．

酉居室居住．執務，作業，集会，娯楽その他こｵﾋらに頬する［1的のた

めに継続的に使用する室をいう．

五主要柿造部壁，柱、床，はり，雁根又は階段をいい，建築物の構造

上重要でない間仕切壁，間柱，附け柱，揚げ床，般下階の床，廻り舞台

の床，小ばり，ひさし，局部的な小階段，屋外階段その他これらに類す

る建築物の部分を除くものとする．＜関連：令弟１条第三号＞

ロ（l1j

111語の定義

(中略）

第３８条この章の規定又はこれに基づく命今芳しくは条例の規定は，そ

の予想しない特殊の建築材料又は櫛造方法を川いるlllL築物については，

建設大臣がその建築材料又は榊造方法がこれらの規定によるものとｌｉｉｌ等

以止の効ﾉﾉが`↑)ると;認めるjル合に」;いては，jI8l1l）しい､．

特殊の材料

又は桐法

(以下省略）
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(参考資料－４）

建築基準法第38条の規定による認定手続

申請の手順

評定申請

に二二二コ (財）日本建築センター

〈評定委員会〉

（Ａ）高層建築物構造

（Ｂ）鉄鋼系構造

（Ｃ）コンクリート系構造

（Ｄ）木質系構造

（Ｅ）基礎

（Ｆ）防火性能

（Ｇ）防災性能

（Ｈ）昇降機等性能

（１）し尿浄化槽

（Ｊ）遮音構造

書
緋
１
１
①
～

｛鵬Ⅲ順順Ⅱいいいい吟ⅡいいⅢいいいいⅢ』【‐‐ 定による認定申請書(③の評定書写しを添付）

)防災計画について事前打合せ
（

、

（(高層建築物，海洋(中)構造物など特殊な用途のもの）
（
（Ｆ～

経由進達
建設省建築研究所

(特殊な用途，構造，工法など）

特
定
行
政
庁

建
設
省
住
宅
局
建
築
指
導
課

建築技術審査委員会（主として建築物の構造に関する審議)(建設

省に設置，法第38条関係審査）

認定した
旨の通知
認定した
旨の通知

建設大臣

注．１）工業化生産（プレハブ）住宅などの量産住宅は一般認定の以前に個別認定により４戸以上の建設を

行なう。

２）工業化生産（プレハブ）住宅などの一般認定は特定行政庁を経由しなくてもよい。

３）申請者は認定書を添付して，特定行政庁に確認申請をする。
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３．＝＝ネノレｌｃＤ言寸誘命

司会（小林）：有難うございました。それでは、引き続きまして、ただいま先

ほどの森さんもお見えになっていらっしゃいます。討議に入りたいと思います。

それでは自由討議に移りますが、この討議を盛り上げていただくために実は会場

のみなさんの中から予め４人の方にコメンテーターということで指名させていた

だいております。その方々にはどなたにということではなく、発言の口火をきっ

ていただき、パネリストの方からのお答えは－通りコメンテーター４人の発言が

出揃った後にお願いしようと思っております。それでは先ず海事協会の荒井さん

からお願いします。

荒井：ＮＫ、日本海事協会の荒井でございます。さきほども宮村さんからお話

がありました日本の船級協会の人間でございまして、いわゆる一般船舶のの実態

を一番つかんおるんではないかと自負しておるところでございます。私たちは船

に対して規則を作ってその規則に基づいて、その船をみているわけですが、今回、

係留船ということで６３年度でございますか、運輸省のほうで基本的には船舶安全

法をベースに基準を公表された、ある意味で非常にはっきりしたと、それまでど

ういったものを作れば基準を満足しているのかということがかなり明確な形で出

たわけです。非常によかったんじゃないかと思います。一方、建設省のほうで従

来もいろいろとそういった係留船に対しまして特別な認可というようなことで、

ケースバイケースで評価されてきて、逆をいうと一定の安全基準がないままやっ

てこられたんじゃなかろうか、即ち立案者に対して非常に見通しがたたないんじ

ゃないかというふうに思っております。ところが運輸省の基準では船舶安全法を

ベースにしたがために、ニューコンセプト、とんでもない奇想天外なデザインが

なかなか受け入れられにくいじゃないか、逆に建設のほうでももうすこし船の実

態といったものを考慮して、おさえるべきところをおさえられて、船ならやむを

得ないなあと、要するに海上にあるという意味です。船というのはちょっと言い

過ぎかもしれませんが、海上にあるということで少し実態を考慮されたらいいん

じゃないか。そういうことで－つの質問ですが、両者の問で荷顕ですとか評価法、

または係留設計に対する考え方を非常にベーシックなところは統一していただけ

ないだろうかというのが第一点の質問でございます。次にちょっとディテールで

すが、安全防災なんですが一般の船舶というのはもともとその船単独で自己完結

型というんですか、安全防災をしなければならないわけなんです。ところが今の

係留船、または海上浮体施設というのは岸壁に非常に近いということで陸上のシ

ステムも込みで安全防災を考えているわけなんですけども、やはり人間は歩いて

陸上に戻れても、消防自動車まではなかなかいけない。そういった意味で浮体の

ほうはかなり自己完結的な安全防災システムととらざるを得ないんじゃなかろう
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か゜そういった意味で船側の考え方を少し考えられてもいいんじゃないかと思っ

ております。次に少し観点が違うんですが、今までのお話は係留船、例えば100ｍ

前後まあ２００ｍまでかもしれませんけれども、いわゆる船のサイズでありますと運

輸省の基準でも評価が可能だと思うんですけれども、この会合で皆様の興味があ

るのはもっと広い大きなシステム、多数の浮体を並べて使われるとか、場合によ

っては人工島的なものにまでなるかもしれないんですが。そういった場合に海上

に一つの非常に大きな空間ができる、そういったような場合も現在運輸省のお考

えになっているような考え方でいくのかどうかということ、また港湾局の方がお

話になったようなひとつの大きな空間を港湾のひとつの空間として計画に載せら

れるのかどうか、要するに浮体形式のそういった港湾施設といったようなものを

お考えなのかどうかの３つを質問したいと思います。

司会（小林）：有難うございました。今のご質問はちょうど３人にひとつずつ

というような問いかけかと思うんですが。またお答えは後ほどお願いしたいと思

います。それでは、中村先生どうぞ。

中村：水産大学の中村です。どうも法律というソフトな話になっちゃいました

ので、ちょっとどうしようかなということもあるんですが。ひとつには今、新丼

さんのご指摘にもありましたようにその既存の法律といいますと、既存のルール

の延長線上でやろうとしていらっしゃるものですから、船舶安全法と建築基準法

とあるいは港湾における新規構造物と、いったいこれはどうなっているのか、全

部守らなければいけないのか、そのへんがどうなのかなということがひとつでご

ざいます。２番目には既存の延長線上でやろうとしているということで、逆にも

のすごく大きな穴があいているのにそこはどこもやろうとしない、あるいは国土

庁でやるのか現境庁でやるのかよくわかりませんが、そういうことがあろうと思

います。といいますことは先ほど橋立さんの中で原境アセスメントの問題がござ

いましたけども、畷境アセスメントというのはいったい何に比べて微少なのか、

いつの時代の環境に対して微少なのか、ということです。ですから関西空港を作

るというような時でもそういった微小な環境変動が積分されてしまうと非常に大

きな問題になるということはすでに知っているわけです。ところがそこのところ

がうまく機能していない。特に感じますのは、今、海洋開発というものがひとつ

の第２次か第３次かわかりませんが、ブームになってきておりまして、海への人

間の行為が非常に急速に加えられようとしているわけでして、非常に大きな、今、

注意しなければならない問題、手遅れになってはならないような問題が出てくる

わけです。例えば建築でいえば個々の家でしたら日照権みたいなものもひとつの

権利として守られる世の中になってきましたし、あるいは光化学スモッグみたい

な問題も出てきております。それに匹敵するような問題というのは、やはり海の

中でもあるはずですね。ですからそういった問題を一体どういうふうに取り上げ
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ていくのかということがひとつです。それから３番目はですね、その我々は人111］

の立場でしか海をみてない、海は自然現象です。ですから海にはそれぞれの特性

があるし、その特性を利用する、あるいは斑境という立場からいけばその海の環

境をきれいにするような特性を助長する方向で何か地形改造なり、構造物なりを

おかれてもいいと思うんですけれども、現状ですと要するに地価が高いから経済

的にペイするから、あるいは便利だからすべてが人間の都合だけで計画されてて、

自然を念頭においた計画がないように思うんですね。但し、こういう総論的なこ

とをいってたんではあまり役にはたたないかもしれませんが。まあ東京湾の特性

であるとか大阪湾の特性であるとか、それは非常に顕著な特性があるわけで、そ

れを無視した計画というのはどうも現在進行中に思われてならない。そのへんの

ところで海洋空間の利用ということを考えた場合には、各省庁が所管している既

存の延長線上でやらないで、もうちょっと全体的なきちんとしたプランを立てて、

その上でやってもらうべきじゃないかな。あるいはこの問題はパネル３にも関係

してくるかもしれませんが、３のほうではちょっとグローバルな話になっている

ようでございますので、むしろメソスケールといいますか中規模でのそういった

問題をどういうふうに扱っていくかそのへんのところのご意見をお聞かせいただ

ければ結構だと思います。

司会（小林）：有難うございました。鹿島建設の原田さん続いてよろしくお願

いします。

原田：原田でございます。私は建築基準法と船舶安全法を対比して確実に読ん

で調べたわけじゃございませんので、今日お話を伺わせていただいた限りで感じ

たことを申し上げさせていただきたいと思います。今日改めてびっくりしました

のは、船舶とはという４ページの定義に船舶安全法における船舶とは人が水域に

おいて一定の社会的、経済的使命を果たすため水上に浮遊し、というその浮遊と

いうところにちょっとびっくりした次第でございます。素人の考えですが船とい

う概念はある目的に向かって進むもの、走っているものというのが大前提でなか

ったかと感じた次第でございます。そのために船は専門家によって運転されると

いうことが考えられているかと思っておりました。ですからこちらの船舶安全法

の中に３通り、船員と船員に準ずる方と旅客と３つがあるというふう書かれてま

したけれども、どうもこれを一般の係留物の海洋構造物というものに該当するに

はいささか無理があるんじゃないかなという感じを受けた次第でございます。そ

れから建築基準法そのもので考えていきますと、建築はもともとおそらく動かな

いものの上に建っている、動いては困る、軟弱地盤は改良して動かないものにし

て建物を建てます。平らなところで人間は居住するわけでございますが、そうい

う状態のところでいままで基準法は考えられてきたかと思います。これが海の中

の係留物の中で、不特定多数の人達が入ってくる世の中になりますと、旅客の方
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達はおそらくこれから船に乗るんだという意識を持った人達がある対価を払って

乗り込んでくる人達だろうと思います。不特定多数の人達が入るためにはやはり

建築基準法が前提となってくるべき性格のものが多いんじゃないかなという感じ

がいたしまして、この海の係留物になってそこに不特定多数の映画館だとかレス

トランとかのごとく一般の人達が入る、そのときに起きるかもしれない防災に対

する考え方、これはやはりどうしても船舶安全法だけでなしに、あるいは建築基

準法だけでなしに相互の了解のもとで得られる新しい一派が必要になってくるの

ではないかとそのように感じた次第であります。以上です。

司会（小林）：有難うございました。日本大学の堀田先生、引き続いてお願い

します。ひとつ手短かにお願いします。

堀田：日本大学の堀田でございます。時間も限られているようですので簡単に。

建築と船というのはいづれもひとつの構造物ですけれども、動産としての立場を

とったものと、不動産としての、例えば建築なんかは不動産というようなの立場

をとってきたわけですけれども、先ほどから皆さんのお話を伺っていますと一本

化というのは非常に難しいのかもわかりませんがそういう願いがあるんだろうと

思います。例えば今日ここにお見えになっている皆様方大半の興味のひとつは、

やはりこういったものを作るときに道路を使うのかというところが最大の興味な

んだろうと思います。そういうことに関しまして今後のところ？ところが多いと

思いますけれども、そういう意味で例えば私などはこういうことは考えられない

だろうかということでお伺いしたいことは、例えば海が非常に陸地から離れてい

る場合、非常に陸に近い場合、陸からの支援が得られる場合というのはいろんな

想定ができるんだろうとそういうものを加味したうえでの安全に対する考え方と

いうものがあるんではないか、あるいは将来そういったものに対する考え方はで

きるのではなかろうか、あるいは港湾区域、あるいは中でもゾーニングをするこ

とによって、このゾーニングではこれだけのこういった安全対策をしなければな

らないとか、そういったことも合わせて考えていく余地はないのだろうかという

ようなことをご質問の1点として簡単でございますが、終わりたいと思います。

司会（小林）：有難うございました。質問といいますか討議の呼びかけが多少、

法律論の形になってまいりましたが、これも私共学協会の者からしますと計画上、

あるいは設計上の重要な条件であるというふうに考えられます。このへんで今現

在お考えになってといるようなことをお話いただければと思うのですが。初めに

森さんよろしゅうございますか。

森：建設省の建築指導課の森でございます。今の４人の方のご質問、ちょっと

私のほうから答えられる範囲で、あるいはこちらから質問を投げかけるという形
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になるかもしれませんけれども考えてみたいと思います。まず最初の方の質問な

んですが、建築の側の基準、それから船あるいは港湾のほうの基準それぞれに対

するこういう新しいものへの対応のあり方がちょっとどうもお互いにぎこちない

んじゃないかというご意見かと思いますが。最初に私のほうでお話し申し上げま

したように建築の基準につきましては、例の建築基準法第３８条というのがありま

して、その中に手前味噌になるかもしれませんが、柔軟な対応ができるしかけに

はなっているはずです。実際にそれがこれまではそんなに件数も多くなかったわ

けで個別に判断せざるを得なかったのが事実でございますが、そういうものにつ

いての判断基準をある程度明確にすることによって、作る側もその安全性を確認

する側もスムーズに仕事が運べるように検討しているということでございます。

その指針、安全性評価指針というものは一応案としてできているんですが、今、

最後の各分野の調整を行っているところです。それから防災安全のことなんです

けれども、そこもいろいろ安全性をどういう形で担保していくか、それは船の中

のいろいろな活動、それから消防部局のほうのいろんな考え方、そういったもの

を調整してそこに整合性のあるものに、お互い矛盾して足の引っ張り合いになら

ないようにしなければならないと思います。それと２番目の方のお話ですが、環

境問題、これは建築指導課の仕事の範中とは違うかもしれませんが、非常に大き

な問題でこれから日本という国が国際的にどのように責任を果していくかという

ところからも十分議論をつくすべきではないか、こういった観点からの議論も場

を改めて行っていく必要があるんじゃないかと思っています。建築のレベルから

は、周辺環境、特に市街地環境ということでいろいろな環境問題が検討されてお

ります。これから海がどういった形で利用されていく可能性があるかということ

はまだちょっと見えない部分もありますが、恐らく経済状況あるいは技術の進展

というものを考えますと現在陸上で行われているような都市的な利用も実現の可

能性は高いのではないかと考えております。そういったときに海上における都市

環境を考えていく必要もでてくるかもしれません。そのときに陸上の基準をその

まま適用するのか、あるいはまた別に新たな角度からの検討が必要なのかという

ことは早急に検討していく必要はあるだろうと思っております。

司会（小林）：有難うございました。宮村さんよろしゅうございますか。

宮村：運輸省船舶検査官の宮村でございます。まず最初に新しいコンセプトが

受け入れにくいんじゃないか、これは建築基準法との比較の議論なんですが、基

準ができていということで逆に硬くなるのではということなんですが。これにつ

きましては当然のことながら技術基準というのは、ひとつのものを提示してそれ

に同等の安全性が担保できるような、それに代わるものがあればそれが受け入れ

られるような制度になっておりますので、制度上は問題ないわけでございます。

ただ現実問題としては基準があるとそれに頼る。まあ我々もそうだし開発する側
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も場合によってはそのほうが楽だというようなこともあって、それに頼るという

ようなことが住々にしてあるんですが。そういう意味では我々としては、そうい

うものを現状の基準を押し付けないようにという運用上の努力は必要だろうと思

います。また新しいものをより受け入れられやすいような、日々基準の改正等、

そういうような配慮というものを日頃の検査業務の中でしていかなければいけな

いと思っております。その次に評価方法について、係留の評価方法について統一

すべきであるという議論がございましたが、これについても恐らく建設省さんで

すとか港湾局さん、それぞれまたいろいろ検討されていると思うのですが、私共

の考えているものもそれぞれ見ておられますでしょうし、今の時点ではちょっと

統一を欠いているところもあるかもしれませんが、お互いに勉強をして統一の方

向に動いていくのではないかと思っております。それから大規模のものについて

は、これは運輸省としては港湾局さんにお願いするということです。それから次

に環境問題でございますが、先ほどご説明いたしませんでしたが、私共のほうで

検査しているものに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律というのがござい

まして、船舶に設備すべき海洋汚染に関するいろんな設備構造等についても規定

がございます。ただ、係留船舶については技術基準とか行為規制は一応かかって

いるわけですが、先ほどご指摘の点はそんな議論ではなくて、そもそも海洋現境

をもっと積極的に改善していくようなもの、そういうことを考えるべきではない

かというようなご意見だったかと思いますが。これにつきましては私共たまたま

規制するという立場なんですが、そういう形で取り込んでいくというのがひとつ

の考え方だと思います。恐らく関係省庁間を含めまして、そういうものを日本と

いう海に囲まれた国ですので、それを積極的に活用していくという観点で単に規

制だけではなくて、開発のサイドからももう少し積極的に各省庁間の議論をして

いくということが必要だと個人的には思っております。具体的にはもっと大きな

レベルの話だと思います。

司会（小林）：有難うございました。橋立さんどうぞ。

橋立：いろいろ質問いただきまして、実は正直いいまして私共の多くはいろい

ろと悩んでおりまして、逆に教えていただきたいというのが実情でございまして。

まず今後いろいろとご指導いただきたいということをお願いしまして、いま考え

ている状況というようなことを紹介したいと思います。－点目でございますが、

人工島などの大規模なプロジェクト、そういうところに浮体式というものが考え

られないのかというご質問だと思いますが、実情を申しますと浮体式の防波堤と

か桟橋とかそういうのを過去やってきたわけでございますが、港湾局としまして

も港湾の空間の高度化とか、シンボル的にも非常に浮体はいいし、環境にもいい

だろうというようなことでございまして。例えば海上レクリエーション施設なん

かにも浮体の導入が考えられないかというようなことで、例えばそういう浮体式
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のものの検討を海上技術安全局さんと一緒に検討しているところでございます。

それから人工島などの調査におきましても経済性とか環境面そういうことを考え

ますと浮体の有利なところも多々ございますので、そのへんは考慮しながら検討

しておるというのが実態でございます。そういうこともございまして、実は私共

平成元年の４月に10年ぶりに港湾の技術上の基準を改訂したところでございます。

その中にも浮体を取り入れているというようなことでございます。それからさき

ほど申し上げましたけど、港湾の中にもそういった浮体式のいろんな新しい椛造

体が出てきておりますので、現在のところはそういう評価の検討会を設けまして

いろいろとご指導なりをいただいているといった実情でございます。それからふ

たつめの海の特性を考えて海の環境をよくする構造とか、そういうご質問でちょ

っと視点がずれるかもしれませんが、確かにこの問題は非常に大事で、きれいな

海を作るというのは今後ひとつ大きな目標になるのではないかと私は個人的に思

っております。私共はシープルー事業計画ということで、例えばいままできれい

な砂を掘ったところ、それは埋立地なんかに使っていたわけなんですが、埋め立

てするだけでなく砂を環境の低質浄化にも使っていく、きれいな砂で蓋を覆うと

いうんでしょうか、そういうような事業化もやっています。海の低質浄化問題あ

るいは海の海水をきれいにすることということにつきましては、事業化だけでな

く、調査をやっておりますので、先生方にはご指導いただきたいと思います。そ

れから海でいろんなプロジェクト、そういうものをやっておるんですが、全体的

なプランというお話については沿岸域の自然とか社会特性というものを十分踏ま

えて、個々で判断するのではなく全体的なプラン、沿岸域全体でものをみていか

ないといけないだろうと思います。沿岸域利用をすすめるにあたってどういう計

画のやりかたなりを作っていったらいいかというようなことも勉強しております

ので、いろいろとご指導いただきたいと思います。私に関係した質問は以上かと

思いますが。

司会（小林）：有難うございました。せっかく

ただいてパネリストのご３人への質問というより

どうぞ自由に発言していただければと思います。

どのコメンテーターの方でもうちょっとこういう

も追加していただいたらと思いますけれど。どう

の機会ですから若干の時間をい

も別の観点からでも結椛です。

いかがでしょうか。それと先ほ

ことがということがあればそれ

ぞ。

国富：日本海洋開発産業協会の国富でございます。今までの先生方のお話を聞

いておりまして、－つ簡単なことなんですけどクイズ番組の問題みたいなものな

んですが、ちょっと教えて下さい。横浜博覧会の時にクイーンエリザベスn号が

長期間横浜港に係留されてホテルとして利用されておりました。この場合にです

ね、本船は船でございますので船舶安全法の適用ということはわかるわけですけ

ど、係留中、別の用途として使用するという申請があった場合には、これは今度
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建築基準法が加わるというか双方の法律が適用されるのか、それとも係留中は建

築基準法のみでいいのか、そのへんのお役所のどちらが責任があるのかというよ

うなことも含めて、あるいはその他の考え方、まあひとつの具体的な例でござい

ますけれどもちょっと教えていただきたいと思います。

森：非常におもしろい質問であり、しかも難しい質問だという気がします。こ

れは建築基準法をどのようなものに適用させるかというお話じゃないかと思いま

すが、建築物として使う建築的な形態を有するもの、そういうものには当然適用

されるものと考えております。実際にどのような判断をするかというのは形の話、

用途の話、それから先ほどコメンテーターのどなたかおっしゃったかと思います

が、陸上からの支援を受けるものであるかどうかとか、そういったいろいろな複

合的な要素を加味して判断するということでございます。手続きが必要なのかと

いう話を明確にすべきだと思いますが、今のところ特別なものでそう明確にして

固い線を引くのはどうかというふうなことも考えられ、今後の状況をみてまた運

輸省さんのほうともお話することになるかもしれませんけれども、対応させてい

ただきたいと思います。

宮村：今の件なんですが、このへん建設省さんと私共の間でそれぞれ立場の違

いというのか、どうしても現状では限界がございまして、あまりここで議論して

もという気がするんですが。私共としては今のクイーンエリザベスのような船と

いうのは、通常、国際航海の旅客船で外洋を航行しているわけでございますから、

係留状態というのは短期間続くといいながらも十分で設備としても十分で、特に

たくさんの人をさらに乗せているけれども船員さんもそのままいる、そういった

ことで維持管理それから安全対策がソフトの面でも十分とられているということ

でございます。それともうひとつは特にクイーンエリザベスの場合ですと外国の

船舶でございましてSOLAS条約（海上人命安全条約）の適用を受けている船舶でし

て、SOLAS条約上は旗国主義ということでその船の属している国の政府が拭木的に

は検査をする権限をもっております。そういった観点からも別の問題があります。

さきほどいいましたように、従来旅客船として走っている時に比べてさらに特に

安全性に関して追加して検討する必要はあるだろうか。－部あるとすれば、例え

ばその船が日本の船舶であれば、それについてさらにその分を追加して、従来の

検査の中で追加して検討していくということは必要な場合もあるかもしれません

けれども、特に建築物というようにはならないのではないかと考えておるわけで

す。

橋立：港湾局というか私の考えでございますけれど、例えば船が来て係留施設

に留まるということになりますと、係留施設はそもそもその目的からして船が認

まるための施設でございますので、もし船以外のものがそこの係留施設につなが
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れろということになるとまたいろいろ法律的な問題が出てきまして非常に問題が

大きくなる。船としてであれば係留施設ということでいいんですけど、それ以外

ということになると例えば補助金の使い道とか法律上のいろんな問題が出てくる

というようなことがあるわけでございます。従いましてこのへんにつきましては、

そういう多分プロジェクトが出てきたときに建設省さん、海上技術安全局あるい

は私共の局で調整していくようなことになろうかと思っております。以上でござ

います。

国富：どうも有難うございました。

司会（小林）：あと２つ、３ついかがでしょうか。なんなりとどうぞ。ござい

ませんでしょうか。そうしましたら時間も過ぎておりますしこのへんで終わりた

いと思います。なお今日のお話をもとにしてもうちょっとこういうこと、ああい

うことというご質問なりご意見がございましたら、後ほどこちらの委員会のほう

にメモで結構です、お届けいただければ最終的な報告書の中に掲載したいと思い

ます。パネラーの先生方、大変短い時間でご無理をお願いして申し訳ありません。

これを機会に私共にはいろいろと今後の研究テーマとして今日は教えられるとこ

ろが多々あったかと思います。これが第１回のことで、また機会がありましたら

いろいろお話をさせていただきたいと思っております。どうも皆様ご協力ありが

とうございました。パネラーの方々に盛大な拍手をお願いします。有難うこざい

ました。

司会（前田）：それでは事務局側からアナウンスさせて頂きます。午前の時間

１５分程延びましたけれど午後はやはり定刻通りに１時１５分からこの場所で始めさ

せていただきます。それからこの近所にお届の食堂、レストランたくさんござい

ますが、初めての方であまりこの近くをご存じない方は受付にこの近くのレスト

ランの地図を２０部程用意してございますのでどうぞご利用いただきたいと思いま

す。今日はご講演下さいましたパネラーの先生、それから午後のパネラーの先生、

それから顧問の先生、運営委員の先生方に昼食を用意してございます。昼食の場

所はこの建物の１２階の第一会議室になっておりますので、どうぞそちらにおいで

いただけたらと思います。それではこれでアナウンスを終わります。
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／～ネノレ２：海洋波と波浪荷飛の考え方

司会（酒井）：それでは定刻になりましたので２つ目のパネルを始めたいと思

います。私、京都大学の酒井と申します。よろしくお願いいたします。このパネ

ルのテーマは海洋波と波浪荷重の考え方というテーマでございまして、午前中の

お話はかなり広い範囲のお話でございましたが、その場合の構造体の外力として

環境として波浪は海洋構造物に共通した非常に重要な外力だと思われます。そう

いう意味でこのパネルでは波浪を取り上げまして、主旨にも書いてありますよう

にこれまで海洋波に関しましてはこの連絡会に参加しております学協会、それぞ

れで研究がなされてまいりましたし、またこの連絡会に入っておりませんけれど

も海洋学会のほうでも盛んに研究されてきたわけでありますが、それぞれのご専

門の方にお話いただいて、他の学協会の方々あるいは会場の皆様からどういうと

ころがこれから共通したテーマになっていくかという点に関しまして議論をした

いと思います。時間はほぼ１時間、最初３人のパネラーの方に話していただいて、

後半１時間をディスカッションにあてていきたいと思います。順番では最初に横

浜国立大学の合田先生から始まる予定になっておりますけれども、都合によりま

してこれを全部逆にいたしまして最初に東北大学の鳥羽先生からお話ししていた

だいて、その次に運輸省船舶研究所の高石さん、そして合田先生というふうに進

めたいと思います。それでは最初に海洋波、流体系地球物理からの視点と題しま

して東北大学の鳥羽先生にお話をしていただきます。なお都合上、先生の刷りも

のは別になっておりますのでよろしくお願いいたします。簡単に先生のご紹介を

します。先生は昭和３０年に京都大学理学部を卒業になられまして、その後助手に

なられましたあと、昭和３８年から４０年には米国のシカゴ大学のリサーチアソシエ

イトとして研究に従事されております。４０年からは同じく助教授、そして４６年か

らは東北大学の理学部教授になられまして海洋物理学栂座を担任されております。

先生のご研究内容としてはこの風波に関係すること、さらに海面境界過程、大気

海洋相互作用、最近では衛星による海洋観測、気候変動に関わる海洋変動、そう

いう非常に幅広い研究をなされております。現在日本海洋学会の副会長もなされ

ております。それでは先生、よろしくお願いいたします。
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２‐１海洋波一一流体系地球物理学からの視点

鳥羽良明（東北大学理学部）

ここでは流体系地球物理学（気象・海洋・陸水学）分野からの視点、すなわち、

大気と海洋との相互作用の局所的な物理過程（海面境界過程）、あるいはそのグ

ローバルな観測の面から、海洋波に関する現在と将来の問題点を、特に３つのポ

イントについて申し述べたい。

１．風と波との強い結合現象としての風波

風が吹いて海の波が発達しつつあるときには、風と波とは強い相互作用の下に

ある。すなわち風と波との強い結合現象として風波というものがある。私たちの

考え方では、風波はうねりとは非常に異なった独特の現象である。純粋の風波の

うねりと違う具体的な事実として、有義波高ｈ<ｓを、風の摩擦速度(()ｆと重力の加

速度ｇを用いて無次元化した波高〃瀞三ｇｌＷｈｆと、有義波周期天を同様に無次元

化したものＴ羨二37Ｗとの間に、，/２乗ＨＩ

Ｈ＊＝ＢＴＷ２，β＝０．０６２（１）

が成り立っていることである（図１）。これは実際にはたとえばＷｉｌｓｏｎの吹走

距離図表において、無次元の吹走距離；の小さいところでは関係が直線的であっ

て、無次元の波高がＦのｌ/2乗に比例し、無次元の周期は６の１／3乗に比例するか

ら、そこだけを見ると、この３／２乗nllの関係があることは1ﾘ]白だが、ずっとＦの大

きなところの、直線でなくて複雑な経験公式になっている部分からも、Ｆを消去

すると図ｌのように３／２乗pIlの非常にきれいな直線となる。いろいろなデータがみ

なそういうことになっており、これが純枠な風波の特徴であると考えている。

純粋の風波という言い方であるが、実際の海にはうねりが多く存在しているが、

有義波高がおよそ４ｍ以上、風速にして１２ｍ／ｓ以上の程度になると、大体日本の

近海では、気象庁のブイのデータなどでも、純粋の風波のこの法則が成り立つと

みてよいという事実がある。

またこの３/２乗ﾛﾘは言い換えると、有義波の位相速度ｑをし(汁でﾘ!！(次元化した彼

令ｃｉｂ/し(時の関数として、平均的波形勾配（有義波高と波長の比）６が次のような
一定の関係にあるということに対応している。

卜鵲lu+識r'３１昨川仰
3／２乗ＮＩＩだけだと波令がゼロになるところでは６が無限大になるけれど、実際には

表面に局所的な吹送流があって、（２）式のかっこの部分がついてそうはならな

い。京大の白浜海洋観Ⅲ'１塔のデータ、あるいは、オーストラリアのパス海峡の塔
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速度の模式図。ｕ･は風波の渦なし成分によ
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平均速度。３/２乗NIIから、これらのいくつか

の特性速度は、ｕ･に比例関係にある。

（Toba，１９８８より）

図３．図２のａｓは、数分のスケールのu・の変動

に対して逆相関の変化をするが、図２で

スペクトルはいつもほぼｏ－４にそっている。

（Ｔｏｂａｅｔａ1.,1988より）
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のデータでもそういうことになっていろ。

また、３／２乗則と両立するような風波のスペクトルの高周波側は、（３）式の形

で坐と角周波数ｏのマイナス４乗に比例するという構造になっているはずである。

の(び）＝αjg*【化び－４ （３）

ただし、。（。）はスペクトル密度、ｇ＊＝８(’十Sk2〃wg）で、Ｓは表面張力、ｋ
は波数、ノOlひは水の密度･図２も白浜の以前のわれわれのデータを解析したもので

あり、この図では横軸を焔。－９でﾉﾘ'(次元化したものを縦軸にとってある。これは

１分ごとの時系列であるが、高周波側はほとんど水平で、（３）式のIMi造になっ

ていることが非常にはっきりとしている。

ただ、平均的には恥に比例しているが、山の細かい短い周jU1の変動に対しては

彼の場はすぐに応答しないために、２斤の変動に対して（３）式の係数ａｓが、図３

のように非常に顕著な、峰と逆相関の変化をする。これは数分程度のタイムスケ

ールの短い変動に対しては逆相関であるが、少し長いタイムスケールに対しては、

大体αこの値が一定の値に近いということになっているようである。

風波というものではどうしてそういうことが起こっているのか、どうして風波

とはそういう特殊瓶ものなのか、そのひとつの私の考え方は、実際の風波には、

われわれの風波の流れの可視化、気流や水の流体粒子の可視化による研究でわか

ったように、気流には剥離があり、風波の背側から峯にかけて非常に強いストレ

スがかかっており、水がそこでは前方に辺ばれて、気泡を取り込むような崩れが

起こっていなくても、実際には水の表面の流体粒子が水中に入っていく。そうい

う構造が発達しすぎたところでは砕波して刷れる。流れのオーダードモーション

は空気の中だけでなく、水の中にもあって、気流と波とが全体として強く結合し

た一種の統計的な平衡の状態にある。そこでは平均的には図４のように、α鍔と、

風波の渦無しの波の成分によるストークス流以。、水011の境界層流の表面速度し(Ｓ

などがあるが、２／3乗pllが成り立っている場合は、これらが全部比例関係になって

いるという構造のようである。直接的にはａ｡。こ“炭が３／２乗HIlに対応する。

そういうことになると、空気側の境界層に対する対数法plI、水ＯＩＩ境界層に対す

る対数の法則、そしてそれをつなぐものとして風波の３／２乗ＮＩＩ、という柵造になっ

ていて、運動量フラックスの迎統性、および摩擦係数が空気０１リと水01'|とである対

応関係にあるという仮定をおくと、変数の系は、空気の摩擦速度し（)f、Ｈ１度パラメ

ータＺ。、風波のスペクトルのピーク周波数ｏＰ、および重力加速度ｇであるから、

gzo/u：＝′(｡，!(*/g）（４）

の関係に帰して、無次元パラメータgzo/嘘がＣｌ仏/ｇの関数であるとなるわけ
であるが、実際のデータによると、運動量フラックスにはｇは直接きいていない

らしくて、純粋の風波については、Ⅸ汁２０，０Ｆの３つの変数だけで
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ｚｏＣ"/【(な＝γ，γ＝０．０１５（５）

の関係になっているようであるというのが最近の私たちの見方である。

実際のデータは、図５のようである。風洞水槽のデータだけでは。Ｗ洲`/きが
１００近くだけにあり、海のデータは１０－１の近くだけにあって、片方だけでものをい

うことは非常に難しいのだが、このように非7ｉｆに変数の座いjlIumをとると、（５）

式の傾向にあることになる。純粋の発達中の風波ではこうなるが、（５）式は、

どこまでも成り立つわけではなく、一定の風がずっと吹き続けていたとしても

opu汗/Ｓで０．０３（･･/Uioにしてｌ）の程度で終りであり、さらに実際には、風
が弱くなったり、向きが変化したり、浅海に風波がやってきたりして、いろんな

条件ですぐこの純枠の風波上のＺｂの条件が壊れて、図５の水平の線（Ｃｈａｒｎｏｃｋ

の公式）の方へ落ち込むのではないかと考えている。そのため、実用的なＺｂ公式

としては、

gzo/【(：＝0.020(ﾜ,【ｲ*/g)-0.3 （６）

程度が妥当とみられる。（６）式を摩擦係数Ｃｂの値に変換したものを図６に示す。

ここに見られるように、風波上では、摩擦係数が風速の関数だけではなく風速と

風波の双方に依存するわけである。

２．衛星による波浪・海上風・広域海面フラフクスのlIjlulI

人工衛星による海の計i１('１ということが吸近どんどん進んで来て、特に商周波の

波浪の成分から海上の風を出すと、広い海の上での天気図が沓ける。また、大気

と海洋との結合が、地球風境変動のモデリングのための気候システム、これは大

気と海洋と雪水などを含めたシステムであるが、そのモデリングの中に、大気と

海洋の相互作用の重要な要素としての諸国のフラックスを衛星からＩＵるというこ

とが、非常に重要な問題になっている。

上述の皿動旦フラックスの風波依存性の問皿との関迎でいえば、衛星でillIろ波

の高周波成分はα升と結び付いているわけであるが、この以外と海上風とのつなぎ

において、摩擦係数ｃｂ、またはさきほどのＨ１度パラメータ２０が、直接関わって

くるわけである。

衛星から海の彼を測るものとしては、マイクロ波高度計、マイクロ波散乱計、

それに１９９２年に上がる衛星に乗るＳＡＲ（合成開口レーダー）がある。

図７、図８はＧＥＯＳＡＴ衛星のマイクロ波高度計のデータである。日本海の気象

庁のプイロポットによる有義波高と衛星による有義波高とは図８の程度で一致し

ている。またたとえば、冬の季節風時に、日本海を衛星がほぼ季節風の方向に飛

んだ場合、風速もマイクロ波高度計で、'１れて、有義波高も測れるから、こういう

場合の沢山のデータを染めて吹走距離図表を作ってみると、図７のようになった。

私の風波の発達式は彼高等を無次元化するのに几汁を使うのでＣｂが関与してくる。
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同マイクロ波散乱計による風の分布。

〈川村ら、1989より〉
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さきほどの、波が発達するとｑが大きくなる関係を使うと、非常によく合うとい

うことが出てくる。

次はマイクロ波散乱計で、図９のように、ＳＥＡＳＡＴ衛星の飛んだ線に沿っての有

我波高の分布がわかる。台風の前面では彼商が大きく、台風の後面では低いとい

うことが出ているわけである。

また、ＳＡＲについて、海底のでこぼこの上に内部波があると水に流れができて、

その流れと小さな波との相互作用で増幅率が１００倍から１０００倍、それをマイクロ

散乱のＳＡＲで観測されるデータになると１０倍、結果として海底のでこぼこが海

面では１０００倍から１００００倍に拡大されて衛星で測ることができるということが最

近話題になっている。

３．波浪予報のモデリング

波浪モデルについては、われわれは上述のような特殊な風波と、うねりとを組

み合わせた日本独自のモデルを開発しようとしている。風の場が変動して風l6jも

風速も変わるような現実の状況下での風波とうねりとの相互転換、あるいは、風

の強い作用下でのうねりと風波との相互作用、といったものが現在の非常に重要

な問題である。

そして風波を介して大気と海とが相互作用する、それがまたいま現在の私たち

の非常に大きな課題である。従って、たとえば季節風が日本海に吹いているよう

なところで、大陸から彼がだんだん発達して、海の中の混合層が発達し、大気の

境界層が変化しつつ、熱や水蒸気が出てこれによって雲ができ、更に雪を降らせ

る、そういった一連の過程を、人工衛星のデータあるいは日本海のブイのデータ

などを組み合わせて研究を進めようと考えている。これらが我々の立場での現在

の問題点である。
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Ｔｏｂａ，Ｙ、，Ｎ・ｌｉｄａ，Ｈ・Ｋａｗａｍｕｒａ，Ｎ・ＥｂｕｃｈｉａｎｄＬＳ．Ｆ・Ｊｏｎｅｓ（１９９０）：Ｔｈｅ

そ

j・Ｐｈｙｓ・Ｏｃｅａｎｏｇｒ．，ｗａｖｅｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅｏｆｓｅａ－ｓｕｒｆａｃｅｗｉｎｄｓｔｒｅｓｓ．

Ｖｏｌ、２０，Ｎｏ．４．
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拓皮詔良に１コＯこて)ろう（す」る舟分舟白 が正？羊柿iけ丘三斗勿（存二イ本）

述輸省船lIr1技術研究所高石敬史

はじめに

船舶．海洋櫛進物とくに浮体を対象として波浪の情報がこれらの設計や述航に

どのように利用されているか，現在の状況と今後の問題点などについて述べる。

波浪中において船舶と海洋櫛造物が波浪の影響を受けている例を図１に示す。

船舶の例としては（ａ）巡視船が波浪中を航走している写真を，海洋構造物とし

ては（ｂ）実海域実験中の浮体構造物「POSEIDON号」を示す。

船体強度を例にとると図２（ａ）に示すように，船体今体が縦の''1げモーメント

を受けるほか，激しいスラミングの術雛水|{=によってllllげ振助を起こす。それと

ともに波浪中においては抵抗が増加して，波高の増加とともに船速が著しく下が

ってくる。船はこのように波浪中で種々の影響を受けながら安全に船のミッショ

ンを達成するための耐航性能を備えていなければならない。波高がさらに高くな

り，船体運動や海水の打ち込みなどの現象が船にとって危険なほどになれば，さ

らに船速を意識的に下げたり針路を変えて危険を避けるよう運航する。

次に海洋構造物は船舶とは異なって一定海域に長期間係留されて稼働すること

が常態であり，例えばセミサプ型の石油掘削船は波浪中においてもある一定以上

の稼働率が要求される。そのために波浪中でも構造物の上下や水平面内の動揺振

幅量を掘削技術から決まるある限界値以下におさえるように設計される。これを

オペレーション状態という。さらに稼働限界を超えて波浪が厳しくなると，波浪

の甲板への衝撃を避けるため喫水を浅くするなどして，危険を避けるような運用

（サバイバル条件という）をすることになる。係ｆＷラインの強度や，船体の復原

性はこのような条件のタトカに対して１－分Iliilえるよう没i汁される必Ｈｌｉがある。

１．波浪中の性能の取り扱い

波浪中の船舶も海洋構造物（浮体）も，どちらも浮いているということで動揺

の固有周期をもつという特徴は共通であるが，図３に示すようにそれらの形状は

お互いにかなり違った格好ををしている。船は細長くて（細長体）で前進速度が

あるが，海洋構造物は部材の複雑な組合せで出来ていて，係留により停止してい

る。そのため波浪中の性能の取り扱いもおのずから変わってくる。

船舶については船体を輪切りにしたストリップに働く波の力や，波と船体の相

互干渉や動揺に伴ってそこから発射される彼等による流体力を推定し，そのたし

あわせで船体全体の彼力や流体力を求め，船体の運動方租式の係数を定めて周波

数領域の計算により動揺や波浪荷砿の周波数応答特性を推定して，設計に利用す

る。その手１１項を図４に示す。船の要目が決まり，運航条件がいろいろのパラメタ

ーとしてﾉﾉ･えられると，先ずHlllll波'１１の応符特ﾔ|{を１１}し，対象ｶﾞﾘ1域で０)波浪の'１１『

報をつかみ，標準的な不規則彼中の応答を求めて〆長期の応博の股大値を子ｉ１ＩＬ
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て，それにlliilえるようにI没i汁する。

現状ではストリップ法により船体に働く波浪荷重を実用上の精度で推定できる

ということになっている。図５に高速コンテナ船の船体中央に働く縦'''1げモーメ

ントの応答関数を示すが，計算と実験とがよく一致することがわかる。

波高が非常に高くなってくると，船首の部分で船底が水面Ｉ舌にとび|Ｉ)したり，

或いはデッキが水面の下に没するような状態となる。そのような場合には彼の時

系列を与えて，水面下の船体断面の時々刻々の変化を考慮して非線形な流体力を

取り入れた時間領域の計算をする必要がある。図６に同じくコンテナ船について

そのような非線形計算より求めた波浪荷重を示しており，船体強度評価法がおお
むね確立されているといえる。

浮体式の海洋櫛進物の代炎的なセミサプ咽の海底石油棚１１１１１船について，波浪中

の動揺や図７に示すような構造物のプレーシングに働く軸力等も，構造物の部材

の要素断面ごとに波力や流体力を求めそれらを合計する線形的取り扱い（ホフト

法といわれるものなど）によって推定することができる。

即ち，現在はこういう線形を基本とした計算法が波浪中の周波数応答特性の推

定から始まって，特定の不規則彼中の応答の時系列やその統計的性質，さらには

ワールドワイドに稼働する船の一生の間に受ける波浪荷重の推定，即ち，船体強
度の設計値の設定まで利用されている。

２．波浪中の応答の特徴

次に，このような波浪中の応答の特徴を船舶と海洋櫛造物について述べたい。

船舶や浮体海洋構造物の場合，図５や図７に示すように最大の応答を示す彼の

周波数があり，波浪の統計で現れる最大波高の波が最大の波浪荷重を与えるとい

うことは必ずしもなく，船の長さや動拙のli1;1打周波数によって般人のLC;梓をケーえ
る彼の周波数（周期）が決まってくることに注意する必要がある。

船舶の場合には波の伝ばんに対して相対的な速度と方向とをもって動くという

特徴がある。従って周波数応答特性を考える場合に，図８に示すように彼の周波

数と船が波に出会う周波数とが異なり，例えば追い彼状態ではある出会い周波数
になる彼の周波数が３つある。不規則彼中の船舶を取り扱う場合には一同定点に

おける波のスペクトラムを変形し，船が出会う波のスペクトラムを対象とする。
図９に示すように－固定点における彼のスペクトラムは向い彼で走るときにはワ

イドなスペクトラムになり，追い彼で走る場合には鋭いピークをもつナローなス

ペクトラムになる。従って船の応答も出会い角によって著しく異ることになる。
例えば，向かい彼中では高周波数の成分の波によって船体振動が励起されるし，
追い波中では低周波数に彼のエネルギーが災中するので，船の横揺れとか転掴の
現象を起こしやすい。

不規ロリ波の振IWiiのグループIylﾐが最近'１Ⅱ題となっているが，Ⅱ|会い彼のスペクト
ラムが違うということは，同じ彼でも船が出会う彼のグループ性が違うというこ
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とである。追い彼ではグループ性が箸し<大きい彼として船に影響することがわ

かっている。その様子を図１０に示す。船の運航者はこのような性質を考慮して

船速や針路を選ぶことが海難防止上重要である。

海洋構造物の場合には係留されているということで〆単に波の１次の強制力に

よる通勤だけではなく，２次の波力（瀧流力）の低周波数の変動が係fW系の周右

振動を励起して，非常に振幅の大きい長周期の動揺を起こす可能性が指摘されて

いる。即ち，波のグループ性がこれに大きい影響を持つと言われている。このよ

うな運動も２次の波力まで考慮に入れた計算によりシミュレーションが可能であ

ることが図１lのように示されている。

３．設計に応用される波浪情報

本節では波浪のデータがどのように船の設計に利用されているかについて，現

状と問題点を述べる。図１２は船首の上下加速度（両振幅）の長期分布を示すも

のである。これは波浪の長期の出現確率のデータを用い，その波浪のなかで１０年

～２０年のあいだ船が無制限に動いた場合の値で，全く線形重ね合わせの方法で推

定したものである。波浪荷重の長期分布の推定にはこれと同様の方法が一般に用

いられている。船首上下加速度の大きさをある限度以内（有義値で０．５Ｇ）に押さ

えるよう運航すると仮定して長期予測をした場合の値も図中に示したが，これは

実際の船の長期計測値にかなり近い値を与えていることがわかる。

その他に，彼を介在させずに直接船の上で測ったデータを基にして，それの非

常に多くの船の長期間のデータを整理した長期分布をある分布関数（例えばワイ

ブル分布など）にあてはめて，その船の一生における最大値を推定する手法もあ

るが，そのような手法が出来るほどに十分なデータがどの船穂についても取られ

ているわけではないので，前述のような理論のlli当性を確かめながら』Ｍ（的なﾉﾌﾞ

法を使うということになろう。

既に述べたように，船や海洋構造物の設計にあたっては，規則波中の応答特性

を求め，標準的な不規則波を仮定して，その中での応答，例えば標準偏差や有義

値のような統計的な特性値を求め，船や海洋櫛造物がワールドワイドにオペレー

トするということから，世界の波浪の出現頻度を代表するようなデータを使い，

線形重ね合わせによって長期の応答を統計的に求めるわけであるから，どうして

も個々の波に対する応答というよりも，平均的な彼の中での統計的な取り扱いに

なる。そうした場合に設計者としては，標準的な取り扱いが望まれるわけで，現

在では図１３に示すような，国際的な会議（ITTC,ISSC)が勧告している，ピアソ

ン・モソピッチ型スペクトラムとか，JONSWAP型（フェッチが制限される海域の

波について）スペクトラムが使われることが多い。

ワールドワイドな波浪データ（波高と周期，彼方向）にしても，十分満足すべ

き計測値があるわけではないので，歴史がi1rく多数のデータの杭み『Ｒねがある一

般商船による目視観１１１１データに頼らざるを得ないところがある。北太平洋の波浪
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統計の例を図１４に示す。最近ではこのようなデータの質の改善，或いはさらに

精度のよいデータの創成を目的として，波浪予測の手法を応用したハインドキャ

ストによる波浪統計とか，リモートセンシングによる波浪観測などを利用して，

世界の海域について波浪データを蓄積し，それを船舶や海洋榊造物などの設計に

使いやすい格好にまとめていく努力が内外で行はれている。最近，英国のホグバ

ンらがグローバル・ウエーブ・スタテイスッテイクスを発表したが，北太平洋の

風と波についても，さらに精度の高いものにすることが船舶の強度設計の分野で

切望されている。一方，船舶・海洋橘造物に大きな影騨を与えるものとして砕

波や極限波とかの時間・空間的に極限された異常な波がある。例えば，小型船は

大きい砕波を受けて転覆するとか，大珊の船舶・海洋榊造物が波浪の衝撃により

破壊することがある。そのような非線形性の強い異71ｹ波ＩＩ１の応溶は時lll1iiln域のシ

ミュレーションによって推定が可能である。しかしそういう異常な波（波形）が

どのような確率で対象海域に出現するかが分からなくてはそれをどのように設計

に利用するか，或いは運航に取り入れるかを決めることはできない。今のところ

，そういう異常波を高い確度で予測して，そこの海域における船舶の安全性を推

定するところまではいっていないのが実状である。

４．今後の課題

船舶・海洋構造物の波浪荷重などに関連する波浪の研究課題を最後に述べる。

先ず第一に彼や風の長期分布データの鯖度の向上であり，これについては我が

国においてもハインドキヤストによる波浪統計や海洋気象プイデータなどで目視

観測データをチェックし，質を高めかつ船体設計に利用しやすい形のデータベー

スを創成するプロジェクトが現在進行中であるのでその成果が期待される。

第二は彼の方|(リスペクトラムである。近年，世界の名川rにおいてノノlｲﾘ波０)ｊＭ１ｌｌ

実験や定常的観測が行はれつようになりデータも蓄積されつつあるが，波高の高

い海面における方向波スペクトラムの計測データの収集とそれに基く標準化がつ

よく望まれる。

第三は砕波や極限波の問題であり，実海域における実態の把握が先ず必要であ

る。

第四は波浪情報を船や海洋構造物の運用に利用するシステムの完成である。

これは知能化船の開発などに不可欠のものと位置付けられており，一つは陸の支

援機関から船に対して波浪の現況と予報に基く運航の指示を与える方法があり，

また船が人工衛星の観測結果をリアルタイムで利用することも－方法である。

或いは，船体応雰理論の応用により船」芝で近傍の波浪をオンラインでiH11定しＦ１分

の船の応答を予測しながら安全運航するというような自律的手法を開発すること

も課題である。
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曇'1鑑

（ｂ）浮休実験構造物「POSEIDON」の写真

（船舶技術研究所による）

図１（ａ）波浪中の巡視船の写真

（海上保安庁による）
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（竹本他．１９８５）
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図１２船荷上下加速度の長期分布と

それに対する操船の影響
図１１／ＭｄⅡ||彼''１の係Ｗｌ柵進物の長間１１１１連動

のシミュレーション（加藤，１９８８）

北太平洋の通商（通年】964～1973）
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図1３各械標IMA的波スペクトラムの比較

（日根野他，1980）
図１４波浪の及期統計の一例
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２‐ｓ波狼における極限（l(〔の考え力

横浜国立大学工学部合田良実

１．まえがき

土木構造物の設計では、自然外力が主荷重である場合が大半である。港湾や海

岸の施設にあっては、波浪が支配的な設計外力である。このためｗ暴風時の波の

大きさを知ろうとする努力が昔から続けられてきた。波高計による計器観測の記

録では、石油開発の活発な北海地区でＨｍ;Ⅸが３０ｍ近いものが観測されているよ

うであるが、学会などでは特に発表されていない。日本沿岸では、1980年に高知

沖のデイスカスブイで記録されたＨ…＝19.1ｍが最大である。ただし、波浪推

算の結果!）などを見ると、日本へ来襲する超大型台風は有義波高で１７～１９，級の

高波を伴うと考えられ、Ｈ,…では３０ｍを超える可能性がある。

このような波浪も海岸に近ずくにつれて、砕波によって波高が漸減する。砕彼

による限界値は水深にほぼ比例するので、近年のように水深が２５～３０ｍ以上の所

に構造物を建設するようになると、沖の高波が砕彼せずにそのまま作用するよう

になる。そのため、高波の推算精度を高め、その発生確率をできるだけ正確に推

定することが要請される。逆に、観測資料に基づいて高波の発生確率を解析する

ときは、観測値が砕波の影響を受けていないことを確認しておかなければならな

い。

なお、本稿は著者が別の機会に講演した内容２）の一部に加筆・修正したもので

あることをお断わりする。

２．全数極値資料と部分極値資料

強風や降雨量のデータと同様に、高波の発生確率も極｛171統計涜料として解析さ

れる。まず、波浪の代表値としてはｲ丁義波高Ｈ，／:，が一般に使川される。そして、

台風や低気圧などによって発生し、発達した高波の時間的変化のうちの最大値を

その高波の代表値として取り扱う。波浪解析では、これを極大波高と呼んでいる。

こうした極大波高のなかで年間の最大値を取り出せば、年最大（有義）波高とな

る。しかし、波浪に関しては観測データが取得されるようになってまだ日が浅く、

長いものでも１０数年程度の観測期間でしかないため、波浪統計では毎年最大値資

料ではなく、入手できる全ての極大波高を対象とする極大値資料を使うのが一般

的である。

極大値資料における問題点は、対象とする極値の個数を明確に定めにくいこと

である。特に波浪の場合には、毎日絶えることなしに波がやってきているので、

一つの高波の事象を次の高波から区別するためには、毎日の天気図を判読して一

つ一つの高波の発生域を特定してやらなければならない。こうした作業を行って

全ての高波を判別し、それらの極大波高を拾い出すことができれば、これは全数
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極値資料となる。毎年最大ＩｌｉＩ資料の場合には、毎ｲ１２１胴ずつのデータであるので、

原11,1として分数槻ＩｌＩＷｆ料である。，'1i彼のＭｌｌｌｌｒ[rY料では分ての,｢'i彼を特定すること

はむずかしく、高波のなかでも大きなものだけを対象にして解析するのが普通で

ある。このように全体の極値のうちの一部を取り出したものは、部分極値資料と

呼ばれる。

極大値資料では、極大値の発生頻度が一つの重要なパラメータである。いま、

統計解析の対象となるＫ年lH1に高波がＮｒ同発生したとすると、1年当たりの平

均発生回数は入＝ＮＴ／Ｋであり、ここではこれを平均発生率と呼ぶ。また、部

分極値資料にあっては、全ての極値のうちでどれだけのものを対象としたかが重

要である。統計解析に使用した極値がＮ個の場合、データ採択率をツーＮ／Ｎｒ

として定義する。

３．極値統計量の分ｲiil刈数

極値統計においては，いろいろな分布関数のあてはめが試みられている。しか

し、どの分布関数も自然現象の極値資料に対して理論的な根拠があるわけではな

く、経験的に比較的よく適合する、あるいは慣習的に利用されることが多いとい

う理由で採択されているにすぎない。波浪の極値統計では、１９７０年にPetruaskas

とAagaard3)が極値Ｉ型分布と形状母数を７種類に設定したワイプル分布のなか

からデータに最も適合するものを選択する方式を提示し、この方法が簡単で分か

りやすいことから、わが国では実務面で利用されている。このほか極値Ⅱ型分布

や対数正規分布が試みられる例もある。なお著者は、データ個数が数十程度では

分布関数の判別精度が低いところから、ワイブル分布の形状を４種類に削減する

ことを提案している４）。

極値統計量を一般にｘで表示するとその確率分布は、ｘの非超過確率すなわち

分布関数Ｆ（ｘ）を用いて表される。本稿で取り扱う極値Ｉ刑分布およびワイブ

ル分布の分ｲ1｢僕1数は次のように記述される。

極値Ｉ型分布：Ｆ（ｘ）＝ｅｘｐ（－ｅｘｐ［－（ｘ－Ｂ）／Ａ］）（１）

ワイブル分布：Ｆ（ｘ）＝I－ｅｘｐ（－［（ｘ－Ｂ）／Ａ］ｋ）（２）

ここに、Ａは尺度母数、Ｂは位置母数、ｋは形状母数である。以下においてはワ

イブル分布として、ｋ＝０．７５，１．０，１．４および２．０の４種類を対象とする。こ

のほか、２母数対数正規分布についても若干触れる。

これらの極値分布についてその分布形状を確率密度関数の形で示したのが図－

１，２である。図－１の場合には、尺度・位門母数として適当な値を与えて各分

布関数の形を比較しやすいようにしてある。図－２では同形の分布関数であると

ころから、次式で定義される基準化変量ｙの関数として表してある。

ｙ＝（ｘ－Ｂ）／Ａ（３）

ワイブル分布は形状母数ｋの値が小さいほど右側に長く裾を引き、分布の幅が広

くなる。ｋ＝１．０の場合は指数分布となる。
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４．最小２乗法使用時のプロッテイング・ポジション公式

／Ｊ,えらオした槻(lWf料の一つの|W(本に対して分ｲIjl刈数をあてはめるノノ法には、Ａ１

率法、最小２乗法、最尤法、ＰＭＷ法その他があり、解析担当者がそオしぞれ使い

慣れたものを使用している。波浪の極値統計解析では最小２乗法が使われること

が多い。この最小２乗法は、次のような特長を持っている。

①プロッテイング・ポジション公式に適切なものを選べば、偏りのない確率

波高の推定値が得られる。

②データに対する分布関数の適合度が、相関係数の絶対値によって自動的に

表示される。

③資料の一部が欠落していても、その部分のデータの順位が明らかであれば

解析可能である。

④部分極値資料に対してもそのまま適用できる。

⑤電卓あるいはボケコンで簡単に計算できる。

プロッテイング・ポジションというのは、極値資料のデータの一つ一つに割り

付ける非超過確率のことである。極値資料の標本のなかのデータは、大きさの順

に並べ替え、１番大きいものを第１位として順に番号ｉを付ける。一般によく使

われるのは次式のワイブル公式である。
へ

Ｆｉ＝１－ｉ／（Ｎ＋ｌ） （４）

しかし、この公式を使って分布関数をあてはめて確率波高を推定すると、平均的

にかなり大きな値を算出してしまう。確率波高推定値の偏りを生じさせないため

には、プロッテイング・ポジション公式としてあてはめる分布関数に対して最も

適切なものを使用しなければならない。極値Ｉ型分布、ワイブル分布、および対

数正規分布に対して使川すべきプロッテイング・ポジション公式は次のとうりで

ある。

極値Ｉ型分布（グリンゴルテン公式５））：
へ

Ｆｉ＝１－（ｉ－０．４４）／（ＮＴ＋０．１２）（５）

ワイブル分布（修正Ｐ＆Ａ公式1））：
ヘ

Ｆ１＝１－（ｉ－（０．２０＋０．２７／７ｋ））／（ＮＴ＋０．２０＋０．２３／１７ｋ）

（６）

対数正規分布（ブロム公式６））：
八

Ｆｉ＝１－（１－３/８）／（ＮＴ＋ｌ／４）（７）

部分極値資料にこれらの公式を適用するときは、解析するデータ個数Ｎではな

く、対象とする期間中に発生したと考えられる極値の総数Ｎ「を使ってプロツテ

ィング・ポジションを計算する。

５．分布関数の棄却基準

（１）標本中の最大値の偏差に基づく棄却基準

極値統計解析では、与えられた標本に対してどの分布関数をあてはめるかが大

－１０３－



きな問題である。あてはめの適合度の判定基準はあてはめ方法によっても異なる

し、また研究者によっても１，１，Lなる。岐近では、‘ｉｆ・lWjｲＩｌｒ'）がジャックナイフ法あ

るいはブートストラップ法によって再現確率期待値の推定誤差の最小のものを選

択する方式を提案している。実際の問題においては、標本に対してどれか一つの

分布関数を選択しなければならない。しかし、極値統計資料の変動性を分析して

みると、ある分布関数が最適合と判定されてもそれが正しい母分布関数以外のも

のである確率がかなり高いことが分かる'1）。したがって、最適合のfll定ﾌﾞﾊﾟ準と|可

時に、分布関数の棄却基準についても検討しておき、誤った分布関数を採択する

危険性を排除しておく必要がある。

極値資料の標本でまず目につくものはその中の最大値ｘ１である。これが第２

位以下のデータと著しくかけ離れているときは異常値とみなされ、これを解析デ

ータに加えるべきか否かの議論が生じる。これについて角屋Ｂ）は、対数正規分布

および対数極値分布を対象として、異常値の棄却判定の基準を提案している。角

屋の方法は、正規分布における標本の平均値に対するThompsonの棄却検定法を応

用したものであり、標本の平均値ｘに対する最大値ｘ，の偏差を標本の標準偏差

ｓで無次元化した量§を用いる。すなわち、

§＝（ｘｌ－了）／ｓ （８）

この最大値の無次元偏差員の絶対値は、標本が大きくなるほど増大する。正規

分布の場合、モンテカルロ法で抽出した各10,000組の標本について式（８）の無

次元偏差§を算出してその累積分布を求めたところ、図－３のような結果が得ら

れた９）。実線は、Ｆ分布を使って求められる理論分布である。シミュレーション

結果は理論値よりも数％程度小さいめあるが、これは正規分布の棄却検定理論に

おける標本平均値および標本標準偏差の算定に際して、最大値ｘ，の存在が十分

に考慮されていないためである。正規分布以外については５の理論分布が知られ

ていないので、標本の大きさがＮ＝１０～４００の範囲について全数極値資料（ツー

1.0)および部分極値資料（ツー０．２５＆０．５）に対するシミュレーションを実施し、

最大値の無次元偏差（の累積分布を求めた。こうした§の累積分布の一つの指標

として非超過確率９５％の§値を求めた１例を図－４に示す。これは全数極値資料

に対するものであって、部分極値資料に対しても同様な図表を作成することがで

きる。こうした結果に対して、実験式として次の式（９）をあてあてはめ、係数

ａ，ｂ，およびｃを表一lのように設定した。図－４の中の[111線はこの実験式に

よる値である。

５９５％＝ａ＋ｂ／〃Ｎ＋ｃ（／〃Ｎ）Z（９）

図－４で明らかなように、５９５％の値は分布関数によって大きく異なる。いま

与えられた－つの標本について最大値の無次元偏差§を式（８）で計算して各分

布関数の５，５％値と比較してみると、標本のＥ値がＡの分布関数よりは大きく、

Ｂの分布関数よりは小さいという場合がある。対象とする極値資料がＡの分布関

数に従うことが既に明らかである場合には、その標本中の最大値ｘ１は異常値と
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みなして棄却することが可能である。しかし、どの分布関数もあてはめのiil能性

を保有しているときは、Ａの分布関数はその標本の母分布関数である確率が５％

未満であるとしてそのあてはめを棄却するのが順当であろう。この考え方に基づ

き、標本中の最大値の偏差を用いる棄却検定の基準を著者１１．Ｉｏ１はＤＯＩ』（Devi-

ationofOutLier）基準と名付けてた。なお、非超過確率９５％値だけでなく、標

本のG値が著しく小さい場合についても、同じく非超過確率５％値を用いた棄却

基準も作成されている’（１）。

（２）最小２乗法適用時の相関係数の残差値による棄却基準

極値資料の標本に対する分布関数あてはめるの一番分かりやすい判定基準は、

グラフ上にプロットしたデータとあてはめ関数との適合の度合いである。分布関

数のあてはめを最小２乗法で行う場合には、この適合度が極値データｘ（順序統

計量に並べ替えたもの）とその基準化変量ｙの間の相関係数ｒの絶対値によって

判断できる。ただし、極値データの解析では一般に相関係数ｒが１に極めて近い

値を取るので、ｒそのものではなく１からの残差、すなわち△ｒ＝ｌ－ｒを用い

ることによって分析の精度を高めることができる。

モンテカルロ法で作成した極値資料の標本について、この相関係数の残差値の

累積分布を求めたｌ例を図－５に示す。これは指数分布（形状母数がｋ＝１．０の

ワイブル分布）の全数極値資料の場合である。このような数値計算結果から△ｒ

の９５％非超過確率値を求めると、たとえば図－６が得られる。図中の曲線はデー

タにあてはめた実験式であり、式（10）の形で表示した。

△ｒ９５％＝ｅｘｐ（ａ＋ｂ/〃Ｎ＋ｃ（／〃Ｎ）２｝（１０）

係数ａ，ｂ，およびｃは、部分極値資料に対する結果も包含させて表一２のよう

に設定したｏ）。極値資料の標本に対して分布関数をあてはめるときには、この相

関係数の残差値△ｒについて式（１０）で計算される９５％非超過確率値を－つの某

準として、その分布関数を棄却すべきかどうかを判断することができる。この方

式を著者９．１０）はＲＥＣ（ＲＥsidueofCorrelationcoefficient）基準と名付け

た。分布関数のあてはめを最小２乗法以外の方法で行う場合についてはこのＲＥ

Ｃ基準を直接適用できないので、それぞれの方法で同様の数値シミュレーション

を実施して棄却基準を作成することが必要になる。ただし、積率法の場合には適

合度の目安がないので、こうした棄却基準を導くことはできない。

（３）日本沿岸の高波の極値の母分布関数

極値資料に対する分布関数の棄却基準は、与えられた－つの標本にあてはめ可

能な分布関数の数を絞り込み、再現確率統計量の推定値の誤差範囲を狭めること

にその効用がある。また、数多くの資料に適用してその結果を統計的に分析する

ことによって、いろいろな自然現象に関する極値統計量がどのような分布関数で

最も良く記述できるかを明らかにし得るのではないかと思われる。その具体例と

して、日本沿岸の極大右義波高の観測盗料について解析した結果１１）を紹介する。
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観測データとしては、運輸省港湾局が中心となって推進している沿岸波浪観測

体Iljllによるものを使川した。とりあえず、１９７０～１９８４ｲＭ)１５ｲＩ２ｌｌＩｌＯ)統計ff料から

高波の極大波高をできるだけ多数拾い出して解析した。対象としたのは外海に面

している２９地点であり、観測の中断その他で記録が得られていない期間を除タトし

た有効観測年数はＫ＝３．０～１３．９年である。また、それぞれの期間中に発生した

高波の総数は正確には分からないので、平均発生率の概略値を海域ごとに見積も

って総数Ｎ「を推定した。この｝Ｎｉ采、データ採択率はツー０．１８～０．７８となった。

この２９地点の高波の部分極値資料に対して分布関数あてはめの棄却検定を行った

結果が表－３である

ここでは２９地点を試みに４海域に区分したが、このようにすると海域によって

棄却されずに残る分布関数が異なることが明らかになる。すなわち、オホーツク

沿岸から日本海中部にかけては形状母数がｋ＝２．０のワイプル分布が棄却地点数

がＯである。日本海西部から東支那海沿岸では、ｋ＝１．４のワイブル分布が有力

である。一方、北海道から関東にかけての太平洋沿岸ではワイブル分布でも形状

母数がｋ＝1.0のものの可能性が出ている。これに対して伊豆から沖縄にかけて

はｋ＝０．７５のワイブル分布が最有力である。

このように海域毎に高波の極値資料の分布関数の特性が異なるのは、高波の発

生原因の相違および吹送距離の差異によると思われる。ただし、今回の解析では

高波の極大値資料を気象擾乱ごとに分離せずに、全データをひとまとめにして統

計解析している。このため、太平洋沿岸の観測地点のように台風による高波と温

帯低気圧による高波が混在している場合には、極値資料としての等質性（Homoge

nuity）を欠くおそれもある。また、表－３の有効年数の欄で明らかなように、統

計的に有意な結論を導くためには統計年数が不足である。少なくともさらに数年

以上の資料が付け加えられないと信頼できる結論とはいえないであろう。

６．確率波高の推定誤差

高波の極値資料の一つの標本を統計処理し、これに－つの極値分布関数をあて

はめる作業を終えると、次は所定の再現期間に対応する確率波高を推定すること

になる。これは単純な計算処理であり、まぎらわしい点はない。このため、たと

えば５０年確率波高などが求められると、これがあたかも確定値であるかのように

受け取られがちである。しかし、極値統計解析によって得られる確率波高などは

あくまでも推定値であり、ある大きさの推定誤差を伴っている。

確率波高の推定誤差は二つの原因で発生する。第１は、その地点の高波の極値

が本来どのような母集団に所属するかが分からないこと、第２としては、与えら

れた極大波高の標本が母集団からの抽出誤差を伴っていることである。さらに気

候・彼候の長期的変動の問題も加わるけれども、これは別種の問題であるのでこ

こでは取り上げない。上述の第１の原因は、本来の極値分布関数以外の関数を極

値盗料の標本にあてはめてしまう形で誤差をもたらす。先に述べた分ｲiiBU数の粟
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却基準は、こうした'''1迎いを少なくする効)||を持っているけオしども、本)１ｍ)分ｲIi

lH1数をＩＩＬつけ１１'すためには標ﾉ|xとして数１"ｉＩＩ１Ｉｉｌ以上(7)人きさが必Ｉ奥であり、ｉﾘﾐｲ|ﾐﾉbl［

大値資料であっても１００年間のデータでもまだ不足である。

第２の原因は、統計資料として避けることのできない本質的な問題である。モ

ンテカルロ法で－つの母集団からある大きさの標本を多数抽出してみると明らか

なように、標本ごとの平均値や標準偏差その他の統計的性質がかなり大幅に変動

する。極Ｉ１ｒ〔統計解析の突際の作業では、戎々はただ１細の標本をケ.えらオしている

だけであり、その標本の特性が母集団の特性とどれだけ異なるかという情報はま

ったく得られない。いいかえると、過去何十年かの資料に基づいて極値統計解析

を行って将来の確率波高を推定しても、将来の極大波高の統計的性質が過去の資

料と同一であるという保証はまったくない。与えられた標本に対して尺度母数Ａ

や位置母数Ｂの値を推定するけれども、これらの推定値は母集団の値のまわりに

ある幅で変動しており、このため確率波高の推定値も母集団の真の値のまわりに

ある幅で分布する。我々としては、標本に固有の値ではなくて母集団の真値を知

りたいのであるから、これは標本から得られた推定値の上下のある幅の中に位置

すると推測せざるを得ない。

こうした確率波高などの推定値の変動量に関しては、極値Ｉ型分布に対して

Gumbelll）が標準偏差の算定式を示しているほかはあまり理論的研究が行われて

いない。この変動量の大きさは分布関数のあてはめ方法によって若干異なり、最

尤法を使用すると変動幅がやや小さくてすむようであるが、著者は応用範囲の広

い最小２乗法を用いた場合を対象として、数値シミュレーションによって各種の

極値分布における再現確率統計量の推定値の標準偏差を算出した。この数値実験

では、標本の大きさがＮ＝１０～１００、データ採択率がツー０．２５～１．０の範囲の数

値実験結果に対して次のような実験式をあてはめ、その係数を表一４のように設

定したい。

ｏ×＝ｓ［１．０＋ａ（ｙＫ－ｃ＋α/"〃）ユ」’／2／Ｎ’／２（１１）

ここに

ａ＝ａＩｅｘｐ［ａ２Ｎ－Ｌ:{＋パ（－／"〃）’／2］（１２）

また、ｙＲは再現期間Ｒ年に対する基準化変量であり、分布関数毎に次式で与え

られる。

極値Ｉ型分布： ｙ,《＝－／〃［－ノ〃（１－１／几Ｒ）］（１３）

ワイプル分布： ｙＲ＝［ノ〃（几Ｒ）］’／ｋ （１４）

図－７，８はこの実験式に基づいて、確率波高推定値の標準偏差が標本の大き

さに応じて変化する様子を試算した例である。図から明らかなように、推定誤差

を小さくするためには、何よりも標本の統計年数を長くすることが要求される。

７．設計波高の考え方

海岸や港湾の臓造物の設計波高を選定する場合の考え方としては、次のように
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幾つかの方式がある。

①櫛造物の被災状b1lなどから綿験的に１１ﾄらオしている、その地低で採川さオして

きた波高値を踏襲する。

②今までに観測された、あるいは波浪推算によって得られる既往の最大値に

若干の余裕を加える。

③その地区にとって最悪な条件のモデル台風あるいは風場を設定し、これに

よる高波を推算して設計波高とする。

④高波の出現確率を計算し、所定の再現期間に対する確率波高を求めて設計

波高とする。

⑤設計波高を段階的に変えて榊造物の建設費、便益、および破壊の危険率を

計算し、最も投資効果の高い彼高値を設計波高とする。

⑥信頼性設計法を導入し、構造物の供用期間中に発生すると予測される最大

波高の平均値を基本とし、その変動係数を考慮しながら設計を進める。

これらの考え方は、ほぼ上から順に歴史的経過を表している。構造物が水深１０

ｍ前後の地点に建設されていた時代には、地区ごとの経験的な設計波高の伝統も

十分な効用を持っていた。特に、彼力を広井公式で計算する場合にはこうした経

験値が有効であった。現在でも、海岸保全施設の設計では①の方式が用いられて

いる地区が少なくない。ただし、①～③の方式の場合には大きな災害に見舞われ

るたびに設計波高を嵩上しなければならなくなる。たとえば神戸港では１９１０年代

から設計波高は３ｍとされ、室戸台風時にも防波堤には大きな被災はなかった。

しかし、1964年の２０号台風による高波は有義波高３．８ｍと推定され、さらに翌年

の6523号台風ではこれを上回る４．５ｍの高波を受け、これによって神戸港の設計

波高は大幅に改訂されている。

近年は高波の出現確率がいくらか分かるようになったので、④の確率波高に基

づく方式が墹えている。その場合の再現期間としては３０～５０年を採用することが

多く、安全性の要請が特に強い場合に１００年とすることもある。海岸・港湾構造

物の供用年数が少なくとも数十年以上であることを考え、Borgmanl2）が提示し

た遭遇確率の概念を取り入れるならば、たとえば５０年という再現期間は過小であ

るようにも思える。しかしながら、土木構造物の設計というのは過去の経験を生

かしながら徐々に発展させていくものである。個別の事例で調べたわけではない

が、確率波高の概念が導入されてその推定が試みられた頃、５０年程度の再現期間

に対する確率波高が既設構造物の設計波高にうまく対応することが多かったので

はないかと推測される。これに対して、遭遇確率１０％などに対応する再現期間数

百年などを使ったのでは、それまでの設計波高を大幅に変更しなければならなく

なり、そのような変更の理由付けをすることが困難であったと思われる。

次の⑤の方式は投資効果を考えた確率論的選定法であり、机上での検討はいろ

いろ行われていて捨石防波堤に適用した試算例などが発表されているようである

が、実際の構造物の設計に使用されているかどうかは未確認である。
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最後の⑥の方式は風荷重が主要外力である場合などで使用されているようであ

り、港濟|:lIMi物に対しても検討が姑まっている’;'・’'１）。IlmAl911111に対する確率波

高の場合は、その波高値を上回る高波が所定の再現期|H1中に平均して１回出現す

る値として定義される、いわば平均的な下限値として定義されるのに対し、信頼

性設計法の場合には供用期間中に子１m'１される最大値の期待値（算術平均値）を使

用する。いま供用期間をＮ年とすると、Ｎ年中の期待最大値に対する再現期間は

ほぼ１．８Ｎ年と計算される（極ｲlnI刑分布の場合）。したがって、もしＩＩＦ現ＩＷｌ１１１

を供用期間と等しく取る場合には、信頼性設計法の採択によって設計波高が増大

することになる。もっとも、信頼性設計法の場合には外力だけではなく、自重そ

の他すべての設計要素の統計的変動性を考慮するので、設計波高だけの比較はあ

まり意味がない。

いずれにしても、高波の出現確率に基づいて設計波高の検討作業を進める場合

には、６．で述べた確率波高の推定誤差の取り扱いが大きな問題である。再現期

間５０年あるいは’００年に対する確率波高を基準として設計波高を定めるとしても、

式（１１）～（１２）で推定される標準偏差をどのように考慮するかによって異なる

結果が得られる。構造物の重要度に応じて標準偏差の１倍あるいは２倍を加えた

値を用いるというのも一つの方法であろうし、また確率波高の推定値をそのまま

使用して設計を行うけれども、２倍の標準偏差を加えた波高値に対しても安全率

１．０が確保されるようにするというのも一つの方法である。さらに、６．で第１

の原因として指摘した極値分布関数の選び違いに基づく誤差の問題もある。確率

波高の推定誤差の問題は今まであまり定量的に議論されていなかったので、設計

サイドではこれからやや混乱を生じるかもしれないが、この問題をきちんと整理

しておくことが今後の発展のために重要である。この意味で、高山’イ）が試みて

いる設計波高の変動性が構造物の設計断面に及ぼす影響の評価などは、今後の検

討の方向として右翼と思われる。

なお、極値統計の諸問題については本稿で述べた内容も含めた解説を別途発表

する予定’５）であるので、参照して頂ければ幸いである。
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表－３高波に対する分布関数の棄却検定結果
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注１）分布関数：Ａ＝ワイプル（ｋ＝0.75），Ｂ＝ワイフル（ｋ＝1.0），
Ｄ＝ワイプル（ｋ＝2.0），Ｅ＝極値Ｉ型分布．

注２）棄却判定：ｏ＝棄却基迩に該当せず．▼＝ＤＯＵＢ準に該当
▲＝ＲＥＣ基準に該当、■＝両棄却基i(０に該当．

Ｃ＝ワイプル（ｋ＝1.4）
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５．ニーネノレ２ＣＤ言寸言命

司会（酒井）：どうも有難うございました。これで３人の先生方からお話を伺

いましたが、あと５０分近くlMilHIがございますので、ディスカッション、コメント

をよろしくお願いしたいと思います。それでは会場のほうからもコメントいただ

きたいと思います。最初に今お話をいただきました３人の先生方の所属学協会以

外のところの方からもコメント、ディスカッションをいただきたいと思います。

日本大学の増田先生いらっしゃいますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

増田：日本大学の増田でございます。建築学会の浮遊式構造物設計指針作成に

桃わった関係で２，３質問をさせていただきたいと思います。初めに先ほどの合

田先生の講演はなかなか参考になったわけですが、学会のほうで環境荷重、要す

るに設計条件といいますかそれを決める場合に、最後のまとめのところにもあり

ましたように、例えば建築学会の場合も環境荷重の再現期間を１００年としておりま

す。ところが実際の構造物の中には仮設的なものもございまして、耐用年数が２０

年とか１５年といったものがあるわけでございます。そういった場合非常に設計値

が過大になるのではないかという問題がございます。そこで遭遇確率の問題が出

てくると思うのですけれども、その場合に特に建築物ということを考えますと構

造物の用途によってだいぶ重要度が違ってくるわけです。例えば陸上の建築物で

いいますと公会堂みたいな非常に公共的で重要度が高いものと、重要度が低いも

のとすべて同じ様な条件で設計するのが非常に問題があるんじゃないか。そこで

重要度と使用期間そういったものを、例えば海洋空間利用を目的としたような構

造物の場合、かなり考えなければならないということで、建築学会なりにいろい

ろ考えてみましたがなかなかうまい結論が得られませんでした。現実の問題とし

て構造物の重要度や使用期間を考慮した設計波の設定方法といいますか、そうい

ったものが体系化されているのかどうか、実際どのように構造物の設計に応用さ

れているか、それをまずひとつお聞きしたいと思います。それからもうひとつは

高石先生にお聞きしたいんですが。これは私の個人的な興味も入ってしまうかと

思いますけれど、前に造船学会で非線形パネルというものがございました。そこ

でいろいろな波浪の非線形現象についてまとめたわけですが、実際、船研でやら

れています実海域実験でごさいますが、ポセイドン号の記録等でもってそういっ

た長周期動揺とか波浪の非線形問題、そういったものに関連するような記録が実

際に現れているかどうかは波浪の非線形問題というのは学会の指針でいいますと

建築学会そのものがそういった波浪に関する知識が乏しいわけですけれども、そ

ういったものをどういった具合に指針に盛り込んだらいいか、現実の設計にはそ

ういった非線形の影響というものがどういった具合に反映されているかどうか、

もしおわかりになればそれをお話願いたいと思います。それからもうひとつ３番
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目なんですが、これは私の独断と偏見かもしれませんが、浅海域特に沿岸海域に

海洋空間利用を目的とした構造物はできるのではないかと思うのですが、そうい

った場合に非常に水深が浅いようなところでの浮体と彼とのインクラクションと

いいますか、そういった問題についてまだわかっていないことがかなりあるんじ

ゃないかと思いますけれど、先ほどの午前中の運輸省の鋼船規則等があるわけで

すが、そういった皿fiii省船舶関係の現ロリではそのへんどういうふうにお考えにな

っているかというようなこと、この３つできればお願いしたいと思います。

司会（酒井）：合田先生からよろしいでしょうか。

合田：はい、座ったままで失礼させていただきます。確かに琿境条件を決める

ときの再現期間をどういうふうにとったらいいか、そのときに構造物の重要度を

どういうふうに入れたらいいか、まあこれは一番わかりにくくて、どなたもこの

方法でよろしいかということを言って下さる方はまずいらっしゃらないと思いま

す。ある意味では、各グループで設計責任の方がなんらかで決めなければいけな

いことになるわけですが、まず最初にそもそも高波の再現期間を規定して確率波

高的に物事を決めるようになったというのも割合最近のことです。まだ十数年程

度だと思います。それまでは観測値が長い記録がありませんでしたし、それから

波浪推算そのものが鳥羽先生などがいろいろ話題しておられるような電子計算機

がまだ十分使えない時代には、そういう数十年間のものをまとめて解析するとい

うことが非常に難しかったものです。したがって波高の確率分布が見えてきだし

たということになってからはまだ十数年で、二十年はたっていないと思います。

そういう状態で結局今港湾などで確率分布を当てはめてみると５０年くらいの確率

波高を使っているということは、その港、港で使っていた設計波高をそういう統

計解析を当てはめてみると再現期間がまあ５０年でかなりいいところにいくという

裏付けもあって、使っているといえると思います。１００年確率がはっきり出てきた

というのはやはり白鳥、上五烏の石油備蓄の問題があって、港湾であれば５０年程

度だけれども、これは非常に重要だから１００年確率をとろうというようなことで、

これに関する技術基準的なものをまとめたときにその当時の船舶局と港湾局との

いろんなやりとりの中で決っていったというような経緯があります。ですから柵

造物が重要なもののときには遭遇確率をうんと低くして再現期間を長くするとい

うやり方で、逆に仮設構造物などでは短いということで重要度をある程度考慮で

きます。もうひとつはこれはまだルール化されておりませんで、今のところ私の

個人的な見解になりますけれども、確率波高の推定誤差というものがある程度定

量的にわかってまいりましたので、地震の設計震度の場合に重要度係数をかける

ように、例えば100年確率出ていてもこれはあくまで平均的な推定値であってそこ

にかなりの統計的誤差が含まれていますので重要な構造物についてはプラス１シ

グマあるいはプラス２シグマを足してやる、重要度が低いものであれば標準値あ

－１１４－



るいはさらに下げたものを使うというような方法も考えられるのではないかと思

っています。ただし、まだこれは２，３の人にそんな可能性もあると、そういう

方向でルールが動くかどうかということは全然私にはわかりません。よろしいで

しょうか。

司会（酒井）：どうも有難うございました。それでは高石先生、２番Ｆ１のl1H題

をお願いいたします。

高石：造船学会の海洋工学委員会非線形パネルでいろいろ検討しましたが、そ

れが実際に応用されている面があるかどうかという御質問だと思います。ひとつ

はポセイドンの実験についてのお尋ねがあったのですが、幸いここに船研の海洋

開発工学部の安藤部長がきておられますので、そちらのほうからもしコメントを

いただければ私が申し上げるよりははるかに正確ではないかと思います。安藤さ

ん、後でよろしくお願いします。私の聞いている範囲では波浪と同時に、先ほど

申し上げられなかったのですが、風の影響というものもポセイドンの実験の場合

にはかなり考えないといけないと聞いておます。海洋構造物が大型になりますと

風の影響が非常に大きいわけですので、波と風、それがどういうふうにお互いに

どの程度コントリピューションしているかということを評価しなければいけない

と思います。それから非線形の手法がどういうふうに海洋構造物の設計に利用さ

れているかということですけれども、現在私の理解している範囲では、例えばセ

ミサプの石油掘削リブのようなものの建造のルールには国際的なルールもありま

すし、船級協会のルールもあるわけでございますが、そこではかなり経験的なあ

るいは非常に簡単化されたルールができております。しかし最近ではそういうも

のではなくて、もっと現代的といいますか理論の裏付けをもった手法で設計して

いこう、そういう設計を認めていこうという気運になってきております。例えば

復原性の基準とか、あるいは係留の場合の設計ガイドライン等におきましても広

く認知された方法、理論で推定して合理的な説明ができるようであれば、それを

もって設計値としてもいいんだというふうな傾向にあります。では何が合理的な

設計手法であるか、理論であるかということにつきまして、かなり世界中で非線

形域をどういうふうに取り扱うのがいいかという研究が現在盛んに行われている

のではないかと思います。ですから個別に設計する場合に、例えばタイムシュミ

レーションなどのために非線形理論が使われるということになると思います。次

に浅水の時の浮体と波のインタラクションをどう考えているかということでござ

いますけれど、船体運動にしる海洋構造物の運動にしるポテンシャル理論で取り

扱える範囲では、浅水波というのは計算で取り入れられるわけでございますけれ

ど、例えば非常に浅いところの海洋構造物だと係留にも浅水影響というのが非常

に大きな影響を及ぼすわけですので、船の場合と海洋棡造物の場合、若干違うの

ではないかと思います。しかし、一応ポテンシャル理論での取扱い方法というの
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はもうすでにご存じのように確立されているのではないかというふうに思います。

ただ船の場合でも浅水になりまして波が崩れるような場合、その砕波によって小

型船が転覆するとか、衝撃的な力で壊れるというふうなことが考えられる可能性

があるわけですけれども、それをどういうふうに設計に考慮するかという点につ

いては、非常に強い非線形現象についてはまだいろいろ研究が始まったばかりと

いうことではないかと思います。

司会（酒井）：どうも有難うございました。先ほどのお名前のあがりました船

舶技術研究所の安藤さん、もしよろしければ。

安藤：彼のスペクトルについてですか。

司会（酒井）：実海域実験という話がさっきありましたけれど。

高石：長周期運動というようなものが現れているかどうかというご質問だった

かと思いますけれど。

安藤：スライドよるしいでしょうか。船舶技術研究所では１９８６年９月から実海

域実験をやっています。今日は波の話だけに限定しようということだったので一

応波の話だけに限定したいと思います。これが冬の２月１日から２月９日までの

記録でありまして爵このへんが２月１日の２１時で気圧はだいたい１０００ミリ

バールあったものが、２月９日で９７０ミリバールに発達しながら通過した時の

スペクトルの経時変化であります。これが発達過程でありまして、こういうふう

に２日、３日、４日とだんだん通過して行きますと、スペクトルが急激に変化し

て行きます。これを見ていただきますと非常にｊＯＮＳＷＡＰ型スペクトルに近いような

形をしていますが、よく見ると、ちょっと違います。これは実測スペクトルの無

次元スペクトルピーク値をスペクトルのピーク周波数に対してプロットしたもの

ですが、１５０ケースぐらいのスペクトルを解析した結果、無次元ピーク値はど

うしてもこのＢＲＥＴＣＨＮＥｌＤＥＲ型とjONSWAP型スペクトルとのちよど中間ぐらいにある

ということになります。我々としてはピーク値の精度をより上げると同時に、こ

の辺の裾野の部分をよくフィットさせる必要があります。それは加速度を推定す

る際に非常に大きな問題がでてくるからです。実測した波のスペクトルの形状を

比較的よく表現できるものとしてOCH1-HUBBLEの６パラメータスペクトルというの

がありまして、このスペクトルには６つのパラメータがあるわけですが、これら

のパラメータは波のスペクトルの高周波llllの形状、ピークの周波数エネルギーを

表すものです。１５０のデータを見ますと高周波側の形状を表すパラメータは波

高が非常に高くなってきますと、だいたい入２＝１．０にちかずく傾向にあり、波ス

ペクトルの高周波０１１１はほぼｆの－５乗に比例しているようです。これはＯＣ１１１－ｌｌＵＢＢＬ
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Eのパラメータをあてはめた例ですが、実iHlIIil7をよく表現していることが判ります。

我々は３点を使用して方向スペクトルの計測を行っています。これは有義波高が

５ｍを越えるような大波高のときの方向スペクトルの例です。これを見ますと、

一方向から波がきているというふうに思われがちですが、これがそうではなく、

光易の方向分布関数をあてはめるとＳ＝３０，４０というふうになっています。これは、

色々な方向から波が来ていると言うことを表していまして、今後我々といたしま

しては方向性を考慮しないと実際の運動を推算することができないことになりま

す。もしこの方向分布関数を用いれば入射波が構造物の正面から来ている場合で

も横揺れを生じることになります。さっきの質問に対する回答ですが、こういう

単純に波だけで構造物の運動が起きるわけではありません。我々は風のスペクト

ルではこれまでの日野のスペクトルとかダベンポートのスペクトルなどとはちょ

っと違った形を考えています。柵造物の長岡jUljiE動は流れなどのいろんな成分を

考慮しないと単純に波だけでは説明できません。波の非線形性がどのように影響

しているかということですが、衝撃水圧や構造物のひずみなど確かにロングクレ

ステヅドの波では推算できないことが多々あります。実海では流れ、波、風が一

体となって作用していて水槽実験の値とは非常に異なる性質を示しているといえ

ます。

司会（酒井）：どうも有難うございました。少し増田先生のご質問に対するデ

ィスカッションが長くなっておりますけれども、鳥羽先生、今の安藤さんの示さ

れたスペクトルの高周波数側の形状のことに関しまして何かコメントがありまし

たら。

鳥羽：風波のスペクトルの少し高周波側の形状については海洋物理学分野では、

周波数ｆの－５乗ではなくて、風の摩擦速度ｕ、とｆの－４乗とに比例するとするほう

が近年の国際的超勢であると考えております。しかし、この形は、深海で風が同

じ方向に吹いていて、純粋の風波が発達しつつある場合のことで、実際に測られ

たものにはいろんな状況が含まれております。通常は風の場が変化しながら動い

ています。そのような場合のことは世界的にまだ研究段階で、わからないことが

たくさんあるように思っております。そして利用の目的によって、それぞれの立

場、例えば合田先生が先ほど－番最初に立場のことをおっしゃいましたけれども、

いろんな立場からのまとめ方が存在すると思います。

司会（酒井）：どうも有難うございます。それでは水産土木研究部会の久保さ

んいらっしゃいますでしょうか。どうぞお願いします。

久保：水産工学研究所の久保と申します。水産においても海洋波と波浪荷重と

いうのは非常に重要なもので、例えば海面に浮いている養殖施設、あるいは漁船
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あるいは柵進物として堤防や海底に設冠したiiKllM1iといったものがあります。今日

２点程お聞きしたいと思っていますのは、今日のお話は比較的マクロな話が多か

ったんですけれど、比較的ミクロな点について絞ってお聞きしたいと思います。

ひとつには海の波というのは岸近くになりますと非常にあちこちから波が寄せ集

まった波でして、波高もそれに伴ったものだろうと思います。そうしますと本に

は波というのは方向スペクトルというのに分解できろというようなことも書いて

ありますし、そういうふうに考えて海洋波と波浪荷重というものを考えていきま

すと、ひとつには信頼設計というものからより精度よく波浪荷重を推定しようと

してスペクトル的に力を分解できるのではないか、要するにもっと弱く作っても

構造物が持つのではないかという考え方ができるものなのかどうかというのが１

点です。要するに信頼性設計といいましても危険側に設計する方向に向かうこと

もあれば安全側に設計する方向に向かうこともあると思うのですが、波浪荷重と

いうものを考えてそのスペクトルに分解して力を推定するというのはどうなんで

しょうかということをお聞きしたいのです。それからもう１点は最近水産の分野

においても砕波帯利用というのが比較的行われるようになっておりまして、砕波

帯の中に洗掘を起こさせたいという希望があるのです。というのはそ砕彼帯の中

に洗掘を起こさせると、どうも今までの経験からいうと魚が集まってくるという

ことで、できれば砕波帯の中に洗掘を起こさせたいということがあります。マク

ロな海洋のものから一地域の狭い分野の話になってきて今日のパネラーの方には

どなたも当てはまらないかもしれないのですけれども、こういう砕波帯の中の状

況というものもお聞きしておきたいと思います。

司会（酒井）：それでは合田先生、最初のほうのご質問いかがでしょうか。

合田：現地の複雑な波をスペクトルの成分に分解してというお話、確かにスペ

クトルの考え方はそうなんですけれども、これもある程度鳥羽先生が扱ってらっ

しやるような深いところとか、それから屈折とか回折とかもともと線型性のはっ

きりしたものはよろしいわけなのです。砕波帯に近づいてきて実際の構造物が作

られるところになってきますと、そういうスペクトル的広考え方ではものの半分

しか見えません。先ほど増田さんのほうからもご質問のあった非線形性、もっと

砕いていうとたくさん波が重なり合って砕波を起こすときになると、スペクトル

成分に分けても、分けられないことはありませんけれども本当の実態が見えてこ

なくなるというようなことがありますので、信頼性設計法とスペクトルとは私は

結び付きにくいのではないかなと思います。それから砕波帯で洗掘を起こさせる

という話、これは何らかの構造物を置けば洗掘を起こさないことはないという気

がします。簡単に言って、ある程度の直径の円柱を立てれば、その回りにいやお

うなしに局所的な洗掘が起きることは起きますが、ただ広い範囲にわたって数十

ｍオーダーで起こさせることになったときに潜堤をうまく設計してできるかどう
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か、これはやはりそこの土地の状況をみながらかなりきめ細かな模型実験をしな

がら見ていかないとできないんじゃないでしょうか。一般的に砕波帯のなかでう

まく洗掘を起こさせるためにこういう構造物をこういうマニュアルでつくればい

いというふうにはとてもいかないような気がいたします。何かあまりはっきりし

たお答えができずに申し訳ありません。私がお答えできるのはその程度でござい

ます。

司会（酒井）：どうも有難うございました。それでは。

久保：すいません。今のお答えについてもう１点お聞きしたいんですが。砕波

帯の中と砕波帯の外では洗掘の量というのは違うものなのでしょうか。それとも

だいたい似かよって洗掘が起きるのでしょうか。

合田：結局、波の大きさが例えば３ｍなら３ｍというふうに固定しておいたら

砕波帯の場所も決まりますので、その状態の中でであれば当然砕波帯の中あるい

はぎりぎりのあたりが一番大きいだろうという気がします。ただご存じのように

波は一年中変わりますので、どこの設計波で砕波帯とみなすかによってやはり相

当違ってくると思います。ですから早い話、港湾の長い防波堤のようになります

と、これは水深１５ｍとも２０ｍでも洗掘が起きる条件の波がきますと、全面的に深

さ２，３ｍ延長数百ｍにわたって洗掘を起こすこともありますし、これもなかな

か波のその地点での状況を見ていかないとやっぱりお答えしにくいと思います。

よろしいでしょうか。

司会（酒井）：どうも有難うございました。それではＮＫＫの応用技術研究所

の石川さん、お願い致します。

石川：ＮＫＫの石川でございます。私は海洋構造の構造強度の研究業務に携わ

っております。構造強度の観点からの質問をさせていただきます。最近、私ども

が関わりました構造物は、複雑なものが多く、例えば、応答の非線形性が強い、

すなわち、波に対する構造応答が強い非線形性を持っている構造物であること、

また、新規の構造物で、信頼性を考慮した設計を行う必要があることなどの特徴

がございます。そのような状況の中で、波の研究、波浪荷重の研究成果に対する

期待は大きいものがございます。以上の構造強度の観点から、質問をさせていた

だきます。合田先生のご講演の中で、波の極限値がございました。強度設計の観

点で申しますと、最大応力、座掘・崩壊強度に用いられます。最大波高が明らか

になった後に構造応答の解析を行います。応答は波の周期や方向によって大きく

変化いたします。このようないろいろなデータをどの様に料理して、信頼性設計

に結びつけていけば良いのかが問題となります。この点に付いてお教えください。

－１１９－



一方、疲労強度の観点から見ますと、波浪の股大値より小さい部分の波浪特性、

波高の頻度分布が大きな役割をはたします。そのあたりの波に対する研究の現状

は、どの様な状況であるかをお教えて下さい。非線形応答が強い構造物の設計時

には、線形応答を仮定して解析を行った後に適切な修正を施すか、波のスペクト

ルをいくつか設定してシミュレーション解析を行いそれらを積算して設計データ

を得る方法などを用いております。柵造物の応答特性と海象条件とをマッチング

させ、モデル化した海象条件、言い替えると、強度設計海象条件を設定する必要

があると強く感じています。最後に、うねりと風波のデータについての要望をさ

せていただきます。うねりと風波それぞれの海象データ、どちらか卓越したデー

タはございますが、それら結合したデータはあまりありません。うねりと風波は

一般的にはその方向が違っております。海洋構造物は波の方向、周期によって応

答が大きく変化致しますので、解析網度を向くするために、うねりと風波を結合

した海象データを集めて戴ければと考えております。以上宜しくお願い致します。

司会（酒井）：４つございましたけれども。合田先生お願い致します。

合田：わかる範囲でお答えしていきたいと思います。今日お話したのは台風と

か低気圧による高波のピークが極値としてどう現れるか、どういうような手順で

改善して出てきた結果をどう解釈していったらいいかということに絞ってお話し

したわけです。極値統計の中で、もうひとつは長い年月の間の一波一波の出現確

率はどうなるかという個別波の統計の手法もございます。今日は紹介しませんで

したけれども、今のように２番目の疲労にも絡めていいますと、そういった方向

で２時間ごと、あるいは高石先生のほうからご紹介になったホグベンとかそうい

うものの洋上の船舶通報データに基づいて２時間ごとの有義波高とか有義波周期

あるいは平均周期、そういったものからレーリー分布、あるいはそれを若干変え

たもので個々の波にばらしてそれを構造物の一波一波に対する応･答を出していっ

て応力度を出して、それをずっと重ねていって、それを延長すれば１０年確率ある

いは１００年確率を出せると思います。そういったときに、それについて信頼設計を

やるときに必要になる標準偏差をどういうふうに見ていったらいいかとか、決め

ていった分布関数のそれ自体変動性がどうであるかということについては、私も

知っている範囲ではまだきちっとしたものは出てないんじゃないかと思います。

ただやろうと思えばそういう疲労も含めたあるいは楠造物の応答へ戻していった

ものを作れると思います。今日お話した高波のピークだけではちょっと具合い悪

いので、高波ピークを使う場合であれば、逆にそのピークに対してそれを継続時

間がどんなような何時間ぐらい上がって下がってというようなモデルを入れてい

かないと出てこないと思います。それから代表海象云々のお話、私もなんともお

答え出来ませんで、これは失礼させていただきます。なお、ＳｗｅｌｌとＳｅａｓに関して

私の知っていることは、高石先生からご紹介のあったホプベンその他が編架した
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ｇｌｏｂａｌｗａｖｅｓｓｔａｔｉｓｔｉｃｓこれは確か１９８４年版でしたか、あれをもしお使いになる

場合には（私も実はインド洋の中のモルジブ諸島の波を見るときに見せてもらっ

たんですが）若干注意していただく必要があります。というのは、この統計では

ｗｅｌｌのほうの波向を全部無視しまして、波高と周期のものに対して波向きが全部

ローカルな風で決まるというふうな考えでとっているので、特に開発途上国あた

りの仕事をなさるときには波向きに注意しながら使っていただかないと偏りが出

ます。むしろＵＳＮａｖｙの出しているワールドマリンアトラスですか、あれのほう

がＳｗｅｌｌとＳｅａｓを分けて載せていたかと思います。ｓｅｌｌｓｅａｓ載せているデータ数

は少ないですけれども、少なくとも実測の波向を使ってるので、そちらのほうが

よろしいんじゃないかと思います。

司会（酒井）：高石さんいかがでしょうか。

高石：疲労設計とか信頼性設計が波の情報をどういうふうに使ってやられてい

るかというのは、私はそちらのほうの専門でございませんので、もし構造設計関

係の方がいらっしゃったらそちらの方にお話しいただければいいと思います。そ

れから波のスペクトラムから短期予測をするときの標準的なスペクトルというお

話ですけれども、今ＩＳＳＣで議論されているところではかなり前、１９６０年代に

設定されたあるいはそれ以後修正されたピアソンモスコピッチ型とかjONSWAP型を

変更するとか、あるいは方向分布関数を含めまして、現時点で別なものをもって

きてそれにとってかえるということは、現段階ではできないのではないかという

ような議論になっております。むしろそれはそれとして使いながらその中で実際

の各海域で現れる極限波、最大波とか異常波というようなものをさらに詳しく計

iil1Iしていこうという段階ではないかと思います。そういうふうに計測された波の

データをどういうふうに設計に利用するかということについては、まだ暗中模索

の状態ではないかというふうに思います。それからスエルとシーのコンバインし

たデータを使うべきではないかというお話ですけれども、北太平洋について山内

さんや私共がやりました波浪統計は、目視観測で観測されているうちの大きなほ

うの波をとったというようなデータのとり方をしておりますけれども、ああいう

目視観測自体ではスエルとシーの区別というのはかなり個人差があって、かなり

波が大きくなってきたら風波でもスエルというふうに出すというような傾向にあ

るかと思われます。ただ最近では気象庁の波浪予報などはスエルとシーの両方を

コンバインさせまして、両方の波高を２乗して足したもののルートを波高とする

というようなことでもございますし、これから波の統計は今おっしゃったような

ことを考慮して少し料理をしていかなければならないんじゃないかと思います。

鳥羽：先ほどのうねりと風波の両方のデータが欲しいというお話ですが、私も

その通りに思っておりまして、ただ統計的にどういう海域でどういうのがうねり
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とか風波があるということではなくて、風の場の変化に対してどのように応容し

ていくかと、そういうことをはっきりさせる非常に私は難しいけれども重要なも

のだと思っております。特に風波とうねりというのは独立なものでなくて、風が

吹いている限りそこのところで非常に早い相互作用というか、うねりが風波にだ

んだん急速に向きも変わっていくとかその他のことがありまして、そういうよう

なことを誼ね合わせという先入観でなしに、例えばこれから衛昆のデータが大い

に利用できるようになることが期待されますけれども、そういうものも合わせ用

いてブイのデータとかいろいろなものを、あるいは船で直接測りながら船で進ん

でいくとか、いろいろなデータをこれから使ってそういうことを明らかにしてい

かなければいけないのではないかと考えております。

司会（酒井）：どうも有難うございました。それでは、東北大学の工学部の首

藤先生お願いいたします。

首藤：ただ今までいろんな立場からのお話がいろいろあったわけでございます。

今までのご議論の一番の基になっているデータの質の点について少し伺いたいと

思います。お話を伺っておりましても、いろんな角度でいろんな違ったデータを

必要とするんじゃないかと思われています。例えば合田さんあたりですと土木で

すから、どちらかというと今までは比較的浅いところでロングクレステッドの波

でというようなことで、そういうデータをきちんとお測りになればよかった。し

かし、だんだん沖のほうにいきますとやっぱりショートクレステッドの波じゃな

きや困るとか、あるいは全体の安定問題だけでなくて、構造部材の強度をどうき

めるかという問題でなにが大事かというような、いろんな見方からデータが必要

になってくると思います。そこで、今波のデータというのは運輸省が一番たくさ

んi''1っておられますが、そこでやっておられるようなil1'１定の仕方で、今後こうし

た多様な要求に答えていくことができるとお考えなのかどうか。それからそれを

改良するとすればどうすればいいのか。どのへんに力を注ぐべきなのか。こうし

た点について合田さんのご意見をいただきたいと思います。それから鳥羽先生に

お伺いしたいのですが、衛星のデータを使う余地があるとおっしゃったのですけ

れども、私、素人でよくわかりませんが、いくら合成開口レーダーを使っても雲

が厚いときは無理なんじゃないかという気がしていますので、そういうようなデ

ータを工学的な目的に使うにはどのへんに難点があるのか、あるいはそういうこ

とは諦めて工学的なデータのどのへんを補助するような目的で使いなさいという

ようにサジェスションするのか、先生のご意見を伺いたいと思います。

合田：運輸省の港湾関係でずっと波浪観測をやってきておるものにつきまして

は、ちょっと講演のときにお話したように、だいぶ前から水深５０ｍのところで波

を測ろう、これは砕波の影響を受けないということで、超音波式波高計というも
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のを使って一次元の波高周期の時系列についてはかなりの推度でとれているとい

っていいと思います。ピークの時にもうちょっと浅いところですと、波が砕波す

ることによって超音波が途切れて具合い悪いということがありますけれども、そ

の改良として、超音波式波高計の中に水圧のセンサーを同時に入れて、万一超音

波がだめなときには同時に計il(リしている水圧から補間するというやり方が動きだ

していますので、そういう意味で一点における波高周期のデータに対する測得率

が、今の９４％からもうちょっと数パーセント100％に近い方向に向けてよくなって

いくと思います。ただ当然のことながら今の状態では波向きがとれていませんの

で、波向きの観測をしっかりしようということで水深２０ｍ台までは今のところ２

方向流速計と組み合わせる方式が、はっきりはおぼえませんけれど１０地点近くで

使用されています。したがって、かなりラフな形ですが方向スペクトルの情報が

ぼちぽち入っていると思います。ただ、なにしろ波浪観ii11Iというのは非常にお金

と人がかかることでして、ひとつの地点で波浪観測をやると観測を開始するのに

数千万円、毎年維持するのに一千万円級のお金がかるので、しかも一年じゃだめ

ですから１０年以上続けなければいかんということのでお金が大変ということがあ

ります。聞くところによりますと、その波向観測についてもまあいろんなブイ式

ですとかあることはありますけれども、運輸省港湾局のほうでも定置式で水深５０

ｍクラスの波向をしっかり計れるものをなんとか開発したいということで研究し

ておられるというふうに聞いています。ですからお金と相談しながら少しでもい

いほうへ努力をしているということしか、今の私にはお答えいたしかねます。

Ｐ

鳥羽：マイクロ波は雲を透過いたしますので、衛星のアクティブ・マイクロ波

センサーで波をilIlるには雲があっても問題ありません。マイクロ波高度計は有機

波高と風を測り、合成開口レーダーは波と風の場を測り、１９９５年にADEOSに乗るマ

イクロ波散乱計は風を測りますが、衛星からは、広域の波や風の空間分布がわか

るわけですから、海で点で測るようなデータに加えて、工学的にもいろいろなこ

とに利用できると考えます。

司会（酒井）：高石さん、お願い致します。

高石：データの質というお話ですけれども、船の場合ですと船の大きさと同じ

ぐらいの波長の波を中心に影響が大きいわけでありますので、船にとってはその

へんの波の精度が必要ということになると思います。ですからオーバーオールに

波のデータの精度を云々できないんじゃないかと思います。それと先ほど申し上

げましたように船舶の場合には波のスペクトルも標準化されたり、波のデータと

いたしましても、平均的な観測データから平均的なデータから極値を予想すると

いうようなことですので、波の計測精度をどこまであげればどこまで設計の信頼

性が上げるかというのがまだ厳密には考察されていないんじゃないかというふう
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に思います。ただ、波自体としては例えば波浪予測あるいはハインドキャスト等

の使用がございますので、ある代表的な地点で計ったそういう方向スペクトルな

どがハインディキャストあるいは予報値と突き合わして、それがそこそこに合っ

ておればそういうハインディキャストの手法で信頼性の高い統計データを作って

いくこともできるというふうに思っております。

司会（酒井）：どうも有難うございました。時間が少し超過しておりますけれ

ど、もうひとかた石油公団の石油開発技術センターの横倉さん、お願いできます

でしょうか。

横倉：私は現在、石油公団の石油開発技術センター、開発技術研究室で小規模

海洋油田開発技術の研究に携わっております。したがって、日常的な研究開発活

動の一環として、浮体であるとかジャケットといった海洋構造物に関するジョイ

ントスタディのプロポーザルがアメリカ等の石油会社や、その関連のエンジニヤ

リング会社から多数提案されてきております。これらに目を通しておりまして疑

問に思った点があり、その点について有識者のご意見をお伺いしたいと思って本

日は参加させていただきました。その疑問点というのは、各種のポロポーザルの

論旨の中に、これまでは物体に作用する流体力を過大に見積もっていたのではな

いかという記述がかなり見られるというもので、いいかえれば、この見方を見直

そうではないかという機運が感じられるということです。一例として、モリソン

式などに関しては、２割から３割程度過大に見積もっていたのではないかかとい

ったスタディ結果らしきものが報告されています。一方ではモリソン式を用いて

構造物に作用する荷重を求めながら、片方からは多く見積もり過ぎているとの議

論が聞こえてきますと実験式を用いる工学者としては戸惑わざるをえませんが、

日本国内においても造船学会などでこの方面の研究が進められていることと思い

ます。不勉強なものですから、日本国内でのこの方面における最近の研究につい

てどのような状況にあるのか、お教え願いたいと思います。

高石：先ほどお見せしましたけれども、例えば石油掘削留のプレーシングの軸

力などについては理論的な計算式を使ったり、波浪荷重として三次元の理論を使

ってやった理論はかなり実験とよくあうというふうに実験室の中の結果としては

出てきているわけです。現在、設計に携わっておられる方はああいう理論なり実

験結果を信用されて設計されているんじゃないかというふうに思います。ただモ

リソン式云々の問題より、やはり波浪をどうふうにとるかということで大きくな

ったり小さくなったりする要因がかなり大きいかと思いますけれども、実際にこ

のへんを設計をされている方のお話を聞かないと、私としてはよくわからないと

ころがございます。やはり波浪の糀度、どういう波浪をとるかということでかな

り影響されるのではないかと思います。そういう意味では先ほどのお話のように
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波浪のデータの質というものが、モリソン式を使う云々よりももう少し影檸が大

きいんじゃないかというふうに感じますけれども、そのへんはいかがでしょうか。

合田：私の知っている範囲でお答えさせていただきますけれども、国際海岸工

学の会長で若干関連するペーパーが７，８年前に出ていたと思います。－つは波

の水粒子の速度が今まではロングクレストでやってたものを現地観測してみろと

やはり方向スペクトルの影響があって、ロングクレストでやったものよりも１０％

くらい小さくなる。そうするとモリソン式を使っても速度の２乗に比例しますの

で波力が小さくなることがひとつです。それからもうひとつ、直接関係あるかわ

かりませんが、私の知っている範囲では波高分布そのものがレーリー分布よりも

若干幅が狭い。従ってＨＩｍａｘを出すとレーリー分布で計算するよりも１０％場合によ

って十数％小さくなってくる可能性があります。ですから今、おっしゃられた波

力は小さくなる云々というものがどこのレベルで言っているのか、２０分の計測の

中のマツクスについて議論してたとすると、それをＨ１／３とかＨｒｍｓから出した推

定値と比べるとそういう差が出てくる。ただしその中で計測したＨｍａｘと比較して

もさらに波力が小さいということになる。ひとつは方向スペクトルの中で粒子速

度がロングクレストより小さくなる。私は、今思い付くのはその２点くらいだと

思います。それ以外にも最近の研究でアメリカなどであるかもしれませんが、海

洋とか海岸の分野からいえますことはその２点です。

司会（酒井）：どうも有難うございました。司会の不手際でコーヒープレイク

の時間にずいぶん入ってしまいました。まだご意見のある方がいらっしゃるかも

しれませんが、午前中のお話と同じように、もしございましたら書いたものを各

学協会の運営委員を通して提出していただければ有難いと思います。それでは、

３人のパネラーの方とコメント、ディスカッションをしていただきました方に拍

手を送って終わりにしたいと思います。

前田：それではこの後のプログラムのご案内をさせていただきます。コーヒー

プレイク、時間通り１５分とりたいと思いますので、パネル３は１５時４０分に始めさ

せていただきたいと思います。それからコーヒープレイクは後ろのホールにコー

ヒーを用意してございますので、ご自由にお飲みになって下さい。それから受付

のところに無料のパンフレットが２種類ほど用意してございますので、どうぞご

自由にお持ちいただきたいと思います。それから途中でお帰りになる方がいらっ

しゃいましたら、恐れ入りますがこの名札だけをお返しいただくのをお忘れにな

らないようにお願い致します。それでは次のパネル３は１５時４０分から始めさせて

いただきます。
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'＝ネノレ３：地球斑境保全と海洋

司会（吉田）：予定の時間がまいりましたので、３番目のパネルを開かせてい

ただきたいと思います。私、このパネルの司会をさせていただきます吉田でござ

います。先ほどまでのパネルの１と２、特に２のほうには理学的な要素もかなり

入っておりましたけれども、向きとしては工学な向きのお話が強かったわけでご

ざいます。この３番目のパネルももちろん工学の要素も入っておりますが、従来

の工学の範囲からは少し広がったお話になっております。タイトルが地球環境保

全と海洋ということで、これは理学の分野ではずっと以前から問題になっていた

わけですけど、世の中においてはごく近年、政治の場等にも出てくるようになり

ました。地球の環境と人間の活動の相関をもっとよく考えて、それに対応する処

置をひょっとしたらとる必要があるかもしれない、という話が出つつあるわけで

ございます。これは我々はひとりの人間としての認識としてと同時に、海を扱っ

ている技術屋という観点からも十分考えておく必要のある問題だということが海

洋工学連絡会の中で話題になりまして、今日の３番目のパネルの設定をしたわけ

でございます。本日のパネラーの先生はプログラムにございますように、おひと

りは東大理学部から永田先生、もうひとりは工学部のほうから大垣先生においで

いただけることになりました。それではまず最初に東京大学理学部地球物理学教

室の永田豊教授をご紹介いたします。永田先生は、昭和３６年に東大の理学部の大

学院の博士課程を修了されて、その後助手になられ、昭和４０年に理学部の講師、

４５年に助教授、そして５５年に教授に昇任されました。ご専門は海洋物理学の非常

に幅広い分野を扱っておられまして、私もその教科書等を読ましていただきまし

た。それではお願いいたします。

永田：永田でございます。先ほどご紹介ありましたけれども、ご存じかと思い

ますけれども海洋域というのは非常に熱量が小さいものでございますから、数十

年ぐらいから先の問題は海を中心にやらないと海洋の問題はできないということ

でございます。気候変動の問題にはいっていけないわけです。まあ非常に単純な

ことからお話してまいりますが、例えばこういう図をご覧になりまして、ここが

北海道の根室ですが、根室で年間の平均気温は２．５度でございます。これは４２度２

０分ですけれどもそれに対して、バンクーバーですとこれは７度ぐらい北ですけれ

ど、９．８度が年間平均気温でかなり違います。こちらの英国のロンドンとボストン

を比べますと緯度は１０度くらい違いますけれど平均気温は１０．８度と１０．５度ぐらい

でございまして、暖流といわれます北太平洋海流がこっちで、ここの海水温がこ

ちらよりだいぶ高い、もうひとつはこのへんは偏西風帯でございます、海の方か

ら風が吹いてくるときは暖かい、大陸から吹き出してくるほうが寒い、とそうい

うことでございますけれど、とにかく海が気候に影騨を与えているということは

非常にすぐにおわかりになりますし、例えば黒潮が洗う伊豆半島だとか潮岬あた
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りは暖かいという話はよくご存じだと思います。ただ海の話をしますときに、非

常に大規模現象と皆さん誤解されておりまして、例えば黒潮は暖流だということ

になってまして、大抵の辞書には周りより暖かい水の流れを暖流というと書いて

あるわけです。それは真っ赤な嘘でございまして、表面はちょっとそういう傾向

がありますが、少し深いところの力学を考えますと海流というものは北半球では

暖かいほうを右に見まして、等温線に沿って流れております。ですからそれだけ

ではほとんど熱を運ばない。そういうことになっています。それから例えば、こ

ういうお話をしますときに、あとで図が出てくるために予め申しあげておきたい

んですが、世の中の方、水は高きから低きに流れるということを信じておられる

人が多すぎまして、私がかって本を出しまして、水というのは上から下へ流れな

いんだということを一生懸命説明しますと、その途中まで読んでこの本は難しい

と投げ出した人がいましたので、例えばこういう海流がぐるっと回っております

から、高いほうから低い方へ流れたのではどうしようもなく流れようがないはず

であります。大規模現象ですと摩擦力があまりききませんので、非常にその回転

がきいていく形になります。ここに偏西風帯が吹きますと回転する地球上では、

風が吹きますとものの流れが右向きになりますから、ここの水が高まってそこに

高気圧ができます。その高気圧の回りを水が高くなっているところをくるくる回

っていくという形で流れているということをわかっていただかないと話がややこ

しくなるわけです。例えば先ほどちょっと衛星の話がありましたけど、この気候

問題をやるために、今年から世界中で計測をやろうということがありますけれど

も、そのひとつの柱に衛星利用ということがございます。衛星利用の中で一番我

々が期待しておりますのは先ほどちょっとお話が出てまいりましたが、表面の水

温なんてものは雲があったら計れないし、海の中の情報を表さない。地球バラン

スの流れをやりますと、海面の凹凸がわかりますと表面の海流が出てまいります、

そういうことで衛星から水面の高さを計ろうという計画がございます。これを計

りますときに電波の反射位置でやるんですが、途中の水の湿り気の具合度とかい

ろんなものを全部換算していくんですが～表面に彼がありますとこれもじゃまに

なります。そのために電波の反射してくる形を見まして、これによって有義波高

を決定する方法がございます。それからもうひとつ今一番問題になってますのは、

海面に吹<風のデータがないと海流の計算計測がうまくいかないわけで、このデ

ータを衛星からとろうということであってどうやって衛星から計るかといいます

と、波長が２センチぐらいのところにありますさざ波のスペクトルがきいてまい

ります。その周りのスペクトルというのは、さざ波はすぐ風が止みますとおさま

りますので、そのときの風を表すということでリアルタイムの風速分布をとろう

としています。アメリカの機械が数年前からできいるんですが、なかなか乗せる

衛星がございませんでアメリカの海軍の衛星に積んでもらおうと思ったんですが、

４年ぐらいサスペンドされまして断わられてしまった。こんどＮＡＳＡが応募しまし

て乗ることになってかなり計れるようになったのでございますが。工学の方から
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もこういうところに参加いただきまして、そういうものを揚げろという圧力を出

していただきますと、そういう計画がさらに進展することがありますので、いろ

んなところで係わりがあるということを最初に申し上げておきます。海がどのぐ

らい気候に重要であるかということは、こういうのからお見せするとあるいは叱

られるかもしれませんが、これは地学の教科書からのものなんですけれども、地

球上の大気と海洋の温度はは太陽からの放射エネルギーが北極のほうはほとんど

水平であまり熱が入らないで、赤道のほうがたくさん受ける。但し外に出ていく

ほうは赤道のほうがそれよりも小さくて、エネルギーが結構地球というのは全体

が温暖でございますので、北のほうでも相当出ていくのでこういうアンバランス

でできて、これを熱源として熱を運ぶことであります。この熱を運ぶのが十数年

前ぐらいまでは殆ど大気が運んでいると考えていたわけですけれども、いろんな

データがでてまいりましてちゃんと計算していきますとどうしても合わない。だ

いたい２対１ぐらいの割合で海洋が運んでいなければならないいう話が出てきて

いるわけです。それからもうひとつこういうのもどこかでご覧になったかと思い

ますが、太陽から入ってくるのはかなりすぐ反射していきますが、結構地表まで

きて地表で吸収されるのが４７％ぐらいでございます。それが温室効果なんかを含

みまして、この間にやりとりしてこのやりとりする量が直接大気を暖めますもの

の８倍ぐらいございます。ですから、入ってきた熱でそのままバランスをとると

いう簡単なシステムでないために、我々にはいまだに仕事があるわけです。まだ

10年や１００年ぐらいはやっていけるんじゃないかと思います。先ほどの例えば海が

どのぐらいの熱を運んでいますかというのは、全体として低緯度からこの程度の

熱を運ばなければいけない。大気がこれだけ運んでいると仮定して、海がこれで

これをバランスしているんです。この計算というのが非常におかしいところがご

ざいまして、これは足すと上になるんですが。なぜこれはこんなに精度がいいか

といいますと、トータルはこれは衛星のデーダですぐわかるんです。大気のほう

はだいたい何とか計算できます。海洋のほうは計算出来ないもんですから、差額

を全部海であるはずだということでございます。ですから非常に良くあっている。

海の現象が非常にやっかいだというのは、海のほうでもある程度やらないと恥ず

かしいものですから一生懸命やってる方がございます。こういうところで海が非

常にやっかいな問題があるということをご理解いただきたいんですが。これはい

ろんな線がいっぱいありますけど、これは北大西洋です。いっぱい線があります

のはこのぐらい人によって評価が違うので、さっきのような画は書けないという

ことになります。ところがここで見ていただきましておもしろいと思いますのは、

一致してますことは、北大西洋ではこちら北向きのフラヅクスをとっていますか

ら、北大西洋では北向きに熱を運んでいます。南大西洋におきましては全部これ

もやはり北向きに熱を運んでおります。ということは海は熱を運んでいることに

なります。こういうことがございまして、海ごとにいろんな違ったことをやらな

ければならないというところが非常にやっかいです。例えばこれは太平洋でござ
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いますけれども。これは一応南北で逆になっていますけれども、北太平洋の熱の

輸送量は非常に小さい。これは何故かといいますと、さきほどお見せしました海

流図がございましたが、こういう循環の場合にこれがどうして北へ熱を運ぶかと

いうことは、これは普通の常識からいってもし黒潮が暖かい水の流れなら北へい

けばそれでいいのですが、そういうわけでございませんで、等温線にほぼ沿って

おります。結局どういうことかといいますと、こちら側とこちら側を比べますと

ここのところで少しこちらの温度が高い。こちらの温度が高くて、こちらの温度

が低い。この差として北へ熱を運んでおります。これがひとつの状態で、こうい

う形に運びますのはすべての海で同じですから、すべてのこういう表面の循環で

は熱を高緯度に運んでおります。ところが深いほうの流れといいますのは、例え

ばこういうのを見ていただければわかるのですが、これは大西洋ですけれど、こ

ういうところに塩分の低い水が入っているとか、ここにこういうものが入ってい

るとかでだいたい鉛直にこういう具合いに水が動いている状態でしてこういうも

のを考えていきまして、だいたいどこで沈みうるか、沈みうる場所が非常に場所

が限られておりまして、現在深層の水が作られると思われていますのは北大西洋

と南極の２ヶ所しかない。このへんが非常に大きな問題を起こしているわけです。

ここで沈んだ水は全体として南へいきますので、冷たい水がこちらへ運ばれれば

暖かい表層の水が反対に北へいきますので、これが熱を運んじゃう。ところが南

大西洋におきますと、冷たい水が南極のほうへ流れて暖かい表層の水が北へ流れ

ますから熱を逆に運ぶことになります。この和として南大西洋ですが、かえって

高緯度から低緯度へ熱を運んでいく結果になります。このへんのことをちゃんと

バランスをとってやらない限りうまく物事が説明できないということで長期の予

報をやる場合に、こういう問題をやらなければいけない。こういう問題をやろう

とする場合に世界中で相談していて、もう１０年ぐらいかけていろんな計画を実行

に移そうとするのですが、現在海洋学者というのはどちらかというと海の中のお

もしろい現象を研究したいわけです。例えば黒潮というのはおもしろいですから

黒潮の研究をする。ところがこういう深層のほうの弱い流れというのはある意味

ではあまりおもしろくない。まあおもしろいこともございますけれども。あまり

詳しくやっていないんですが、こういう熱の移送となりますと深層の水が非常に

厚いものですから、そこの０１センチの方が黒潮の何十センチより熱としてはたく

さん運んじゃう、ですからそのそういう０．１とか１センチとかそういうものを精度

よく計らなければいけないということで、しかも今まで海洋現象としておもしろ

くないとこを計らないと気候の問題はできないというジレンマに陥っているわけ

です。もちろんこういう問題が出てきましたときに、じゃあこれを計ってやろう

というで、海の中にその深さを流れるようなブイを浮かしてやればゆっくりした

流れを計れるだろうと放り込んでやったらこういうことになりました。平均流が

１センチ／ｓｅｃだと推定されるところへブイをいれますと３０センチぐらいの早

さで動きだして、しかもそれがぐるぐる回りましてこの周期がだいたい１００日か２

－１３０－



００日ぐらい。これの平均をとって1センチの$i１度のものを１１)すには波をやってい

る方ならおわかりでしょうが、できれば周期の２０倍ぐらいはとりたいわけです。

２００日の周期のものを２０倍というのはとても観測出来ませんので、一旦気候問題を

離れまして渦の研究が我々の方で－時流行ったということでございます。

今本当にちゃんと数値計算をしますとこういうのが出てまいります。これが５００日

間平均するとこういう形になるんですけれど、その平均値として海流みたいのが

出てくるというのが実態でございます。ですから黒潮がどう流れているかはもう

少しちゃんとやれば見えますけれども、非常に複雑な現象がある。この非常に複

雑な現象をまとめ上げようとするとこれは工学でもどこでも同じだと思いますけ

れども、現在の限られた知識から全体像をつかむには数値シュミレーションに頼

るのが一番楽な方法です。ですから当然気象学の方でもやっておりまして、気象

学のほうにある渦はどのぐらいの大きさかといいますと、伊勢湾台風なんかの雲

は日本列島をすっぽりと覆うぐらいですから、だいたい２０００とか３０００キロの大き

さでございます。それに対して海洋中の渦は今いったようにだいたい１００キロぐら

いしかないのです。今ある－番大きな計算機、これは５年ぐらい前の話でござい

ますけれど、やりましたときにどこまで分解してできるか、例えばひとつの例を

計算するのに１年かかったのでは殆ど役に立たないわけです。大気の場合はちゃ

んと低気圧、高気圧を分解するような数値計算ができるわけです、現在の計算機

を用いて。ですから天気予報がかなり当たるようになっております。海のほうは

とてもそれじゃだめなので、紀元２０００年ぐらいになりますと、計算機が二桁ぐら

い計算能力がアップすると海洋の計算ができるだろうという話、我々はいろんな

計画をしておりまして、やっているわけですけれども、我々海洋学者が何をやろ

うとしているかといいますと、こういう計算機が現れるのを約紀元２０００年だとす

ると、それまで遊んでいるわけにいかないし、第一、気候の問題がいろいろ出て

まいりますから、じゃあ我々は計算機ができたときに計算をしてちゃんとしたも

のを出せるように準備をしようということで、現在世界中のこういう将来の計算

機のインプットする初期値とそれを検討するようなデータをとろうということで

一生懸命にやっております。こういうことをやりますと、多分今の工学部と理学

部の間の結び付きが非常にまだ弱い、特にこういう大規模の問題で弱いんですが。

例えば水産業との関係では非常にギャップがございます。それは何故かといいま

すと、いままで船を出して観測しておりますと黒潮なんかを観測して１カ月ぐら

いかかって帰ってきたわけです。ところがその１カ月の間に相当変化しますので、

海の表層のことは海洋物理学者はやらなかったんです。やってもそんな早く変化

するデータがないもんですから。それが衛星が出てきてだいぶ変わってきたわけ

ですけれども。こういう問題をやっていきますと、その初めてですから、２００ｍの

深いところは我々は研究しますが浅いところはやらなかった。お魚は２００ｍより浅

いところでほとんどとられるわけです。例えば深層という言葉がございますけれ

ど、これは非常にへんな言葉でありまして、我々が深層というと４０００から５０００と
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か６０００とかいうんですね。水産のほうでいいますと深届トロールというのは２００ｍ

で、工学のほうの冷却水の深層取水いうのは１０ｍぐらいですね。ですからそのへ

んのことを結び付けるためには非常に話が違ってきます。例えば、そういう言葉

の違いというのが非常にやっかいな問題であるという気がします。大規模な現象

をやっている気象大気屋さんと私共の問では非常にギャップがこざいます。今最

初の条件を与えて天気予報をやりますと、今日の条件をコンピューターにインプ

ットしまして走らせていくわけです。明日はどうなる、あさってはどうなる。イ

ニシャルコンディションで当たる率というのは、時と共に段々落ちていくという

のは当然です。それがだいたい２，３日から１週間ぐらいになりますと、ほとん

ど落ちて２，３週間から先は大気はイニシャルコンディションを忘れてしまいま

す。むしろそれから後の海面の条件、陸の条件、日照量とかの、そういうものの

あとで与えたパウンダリコンディションというものがきいてまいります。最近、

温暖化という話がございますけれども、現在氷河期に向かっているというのがひ

とつの定説で非常に長いタイムスケールではそうであります。短いタイムスケー

ルですと、今、温暖化というのが問題が起こる。ところが言葉の問題が非常にや

っかいで、温暖化ということで新聞報道でもなんでも暖かくなるんだとお思いに

なってる、非常におかしい話でして、暖かくなるのは平均値が暖かくなるのでし

て、それぞれの場所で暖かくなるかどうかわからない。むしろ今、バランスのと

れた状態から次の状態へ移るとしますと、この移行期に非常にアンバランスが起

こることが多いはず.です。例えば去年オホーツク海に流氷がほとんどこなかった。

新聞でご覧になった方もあると思いますが。昨年度は、ベーリング海では史上最

大に氷がはっているわけです。ですからこれはそういうアンバランスというのは

いままで見られないぐらいのアンバランスが起こっているんですが。全体として

暖かつたかどうかということはわからない。例えば温暖化した大陸上にある氷が

全部解けますと、だいたい５０，６０ｍ水位が上がっていて、このへんは海の底です

けれど。そのデータですら非常にいいかげんです。ちょっとそれをご覧にいれよ

うと思うのですが、これはある人がやった結果です。ご覧のごとく、見事に上が

っていっているわけです。ですからこのままいきますと、非常に大変なことが起

こるわけです。－年間１ミリか２ミリくらい上がっていくということで、当分大

丈夫でございましょうけども、その原因が一番大きいのがいわゆる炭酸ガスの増

加だということになります。こういう問題はしかし例えば今のこれは気象庁の方

がやられたわけですが、日本のそばで水位の変化をデータをとっていきますと、

かくのごとくもっとすごいスピードであがっていたわけです。最近のデータを追

加しますと、こうなるとわけがわからなくなります。炭酸ガスの増加に関して、

先ほどの氷のデータでも平均気温でも糖度が出ないわけです。世界中を平均する

ときに。例えば年平均が暖かくなるというのは非常におかしなものでして、暖冬

になれば圧倒的に高くなる。じゃ平均値というのは何かというとこれもよくわか

らない。ですから非常に季節変動があってその中のトレンドの問題にする場合に、
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このトレンドが槻ill1lの誤差を越すのはいつごろであるかということが見当がつく

わけです。数値シミュレーションの結果を信用してやりますと、だいたい紀元２０

００年ぐらいになりますとその温暖化現象による効果が観測にかかるはずであると

見当だけついているわけです。一番心配なのはそうなったときに間に合うかとい

うことはまだわからない。先ほどの我々の非常に心配しておりますことのひとつ

は、これはあまり皆さんいっていなかったことで、先ほどの深層循現で沈むとこ

ろが北大西洋の北側とヴエッデル海のそばだと申し上げたんですが、これが非常

に微妙なところで毎年沈んでいるかどうかは実はよくわからない。非常に冷える

ところでは塩分濃度がそのままでは足りないので、どこからか持ってくるミキシ

ングを考えながらやらなければいけない。そのバランス状態が非常に微妙です。

例えば北太平洋で深層水が作られないのは、あそこは非常に雨が降るから低気圧

が全部ベーリング海のほうにいって止まって雨をふらす、あそこは非常に雨が降

るわけです。北太平洋は世界中での淡水の供給源になっていて、塩からさの足り

なさの移送といっていいのですが、北太平洋というところは、世界の海で圧倒的

に塩からさが足りない。海の水がそういう沈んだりなんとかということになりま

すと、太平洋から全世界の海へ淡水というか塩からさの足りなさが流れていると

いうことになりまして、この問題はなかなか解けそうもないところがあります。

深層に沈んでいくのはだいたい１０００年のサイクルで回っていろといいますが、い

ま炭酸ガスがもし本当に海が吸収しているとしまして、それを下へもっていけば

また吸収できるわけです。これがバランスをもし崩しますと深層水ができなくな

りまして完全なよどみになってしまいますと、これは生物かなんかの環境が完全

に破壊される可能性があります。このバランスが崩れるのをどのぐらいならいい

かということが、ちょっと今のところ出てまいりません。炭酸ガスを吸っている

という話は、これはまたいい加減なところがございまして、いままで人類なり森

林の破壊なんかでどれだけの炭酸ガスが空中に出たかという計算はある程度でき

るわけです。それに対して大気中にいま現存する炭酸ガスの量は計算できます。

そうするとどっかにいっちゃった分があるはずなので、しょうがないから全部海

に押し付けているわけです。今までの気候問題の研究で海洋に関する限り全部ゴ

ミ捨て場みたいなものでございまして、合わないと全部海に押し付けてきた、と

ころがこれがまた大変な問題がございまして、このまえ白瀬が東京を出まして昭

和基地まで空中の炭酸ガス量と表面のところの液体中の炭素を計って平衡状態が

どっちに移っているかというのを：|･ってみますと、東京を１１}て昭ｷﾞ[1錠地に至るま

でほんの一ヶ所ぐらい海が吸っている証拠があります。あとは全部海が炭酸ガス

を吐いているというデーターを出しています。海のほうからいきますと、非常に

寒い北極海で炭酸ガスを吸っているという場所がわかっておりますけれども、ト

ータルで本当に吸っているのかどうか我々にはわからない。それから表面に入っ

たやつを深層循環で沈めなければいけないし、中層に沈むといろんなものがござ

いますけれども、その一番大きな役割を果たしてますのは生物なわけです。大気
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なんかの場合と比べまして炭酸ガスのバランスを考えるときに海の巾でものすご

くやっかいな問題があります。これもなかなかうまくいかないところがあります。

例えば貝ができたりということで、炭酸カルシウムが沈澱するわけですが、炭酸

ガスが増えていきますと、カーボンが増えるからその沈降量が増えるかというと

そうじゃないのです。炭酸ガスが吸収されますとＨＣＯ、それから中のＨ＋ができ

ますが、このＨ＋の量がもともと海の中に非常に少ないものですから、これが端え

ますとかえって炭酸カルシウムが溶け出します。化学平衡式のどちらに移るかと

いうことを考えた場合に、必ずしも貝殻で炭酸カルシウムをとるということは炭

酸ガスを減らす方向にいかない。逆にむしろ炭酸ガスとして利用されるようなも

のが増えてくるという化学平衡式になるんだそうです。そのために非常に面倒な

問題が起こってくるわけです。そのへんで海洋の問題というのは非常に息の長い

仕事をしなければいけない。そういうことでこざいまして、我々の考えてますこ

とは、それほど大きなことを考えてないんで、２０００年頃になったときにできる計

算機のためにインプットするデータをつくろうというそういうことで、本当に解

決を目指してやれるのはそのころから始まる次の世代の人々とかがやるであろう

というのが我々の今の考え方です。じゃ我々の方で何もしていないのかと思われ

ますと困りますので、例えばどの程度シュミレーションできていますかというこ

とをお見せしておいたほうがいいかと思うんです。時間がきたら教えていだだけ

れば。これはプリンストンの連中がやったんですけれども、これは上側が計算の

モデルから出した表面の上がり下がりの画です。上のほうがコンピューターで出

しておりまして、表面に風だとか熱のフラックスがどれだけ入るかというのを観

測でできるだけよさそうなものを入れて与えて計算していく。こういう表面の水

位の分布がでる。下のほうは表面の観測値だと思っていただきます。これは合っ

ていないなと思われるか、合っているなと思われるか、というのは非常に困るん

ですが。全体的にみると非常に合っているとお思いになられると思うんですね、

この程度の計算は我々はもう既に今の技術で出来ます。ですからこの程度の計算

がご要求でしたら、お金さえいただければいくらでも計算するということになっ

ております。例えば、鉛直分布の画ですけれども、これも上が計算値、下が観測

値でございますが、かなり細かいところまでよく出ていると思います。このくら

いのところまでは我々もう既に計算できます。ただこの計算では気候問題はやれ

ない。どこが駄目かといいますと、この表面のここの厚さが全然違うんです。海

の中に熱をどれだけ貯めたかという量を計算するとこれでは全然問に合わない。

もっと精度がいるわけです。なぜ合わないのかということは先ほどいいましたよ

うに、海が渦だらけで例えばこういう計算をして、渦がどれくらいあってこれが

どれだけ水をかき回しているか、ご存じかと思いますが、水というのはかき回さ

ないと混ざらない。これもよく誤解されるんですが、水というのはよく混ざるも

のだと思っておられる方が非常に多くいらっしゃるんで、もしそう思われるんで

したら風呂は絶対かき混ぜずに入っていただきたいんです。あれは上が熱くて下
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が水のままで、いくら待っても混ざりませんでそのまま冷えていきますから、あ

れはひっかきまわさないと入れないというので、海ではもっと混ざらない。こう

いう渦がありますと結構かき混ぜることはございますんで、実際に観測しまして

も大西洋なんかで、この程度に渦がいっぱいあって海が渦だらけで、大気よりも

こういう小さな渦がやたらにあるとお思いになればいい。そういう渦を本当に計

算にいれますと、かき混ぜたらかなり厚くすることができるはずなんですね。そ

こまでちゃんとした渦を含めた計算をしないと気候予報には海の計算というのは

役に立たない、それをやるためには現在の計算の能力が二桁ぐらい上がらないと

全世界の海の計算ができない。もうひとつ非常にやっかいな問題は（永田先生そ

ろそろお時間ですので）観測が非常に少ない。精度のある観測が非常に少ないと

いうことで、例えば先ほど水位の上昇ということではっきりしないことのひとつ

は、地躯変動のほうがなかなかうまくいかない。先ほどちょっと衛星のことを[|】

し上げたのもそうなんですが、我々の場合に、日本は非常に長いデータをとって

いる、それは何故かというと、天気予報とか推量的な問題とか、そういう業務と

してデータをとっていますので非常に長いデータがとれてございます。研究のた

めだけやっていますと長いデータはとれないわけです。我々こういうところでで

きるだけお話させていただいてますのは、例えば沿岸の観Ｉ１１'|をやって、水位の観

測でもなんでもいいのですが、ほかの目的でやられるのは当然結構ですけれども、

他にも使える、特にこういう気候問題のようなものに使えるデータを皆さん結構

扱っておられますので、それをキープするようなこともお考えいただければ世界

の将来の人類のためになるかと思います。だいぶお話しましたけれども、そんな

ことを今回出ました『海と人類の未来」という本にいろいろ書いてございますの

で、８６０円だそうですけれど｡何冊かまとまりましたら私を通すと２割引だという

ことです、あとは読んでいただければと思います。（文責吉田宏一郎）
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Ｓ＿ユマ肛可羊クフフに初荷ユ蕊とう菰野と一安厄ｲ廃

二坪こう;こうに直jニユュ胆亡凌古１５（アｋＥＨ 豊里）

１．海と気候

太平洋の東側にあるカナダのバンクーバーは北純４９度１１分に位画するが、

その年平均気温は９．８℃である。これに対して西側の根室はずっと南の４８度

２０分にありながら、その年平均気温は２．５°Ｃにしか運しない。これは北太平

洋海流から分かれてカナダの沖を北上するアラスカ海流系の暖水が大気に熱を与

えるのに対して、北海道沖は南下する冷たい親潮系水が大気の熱を奪うことがそ

の原因の１つとなっている。同じ様なことは大西洋をはさんでも見られ、平均気

温がそれぞれ１０．８℃、１０．６℃とほとんど同じアメリカのボストンとイギ

リスのロンドンを比べろと、ボストンの緯度が４２度２２分に対してロンドンの

それは５１度２８分で１０度近くも北にある。またカリフォルニアの沿岸域は、

低緯度にもかかわらず涼しい過ごし易い叉に恵まれているが、これは夏に卓越す

る北風の為に沿岸の水が沖に迦ばれ、その後に冷たい下層の水が洞界してきて天

然のクーラーの役割を果たすからである。このように海洋が地球上の気候特性に

大きく係っていることを示す事例は数多くあるのであり、海洋中に起こる異常現

象がそのまま気象・気候の異常現象につながるのはいわば当然のことである。し

かし我々は日常の天気・天候の変化を考えるときあまり海のことを意識しないの

は何故であろうか。

２．天気予報と長期予報。

かっては当たらないものの代名詞のように言われた天気予報も、最近では非常

によく当たるようになってきている。この予報には電子計算機がふんだんに活用

されており、種々の気象観jHIlから得られたあるUIr刻のデータを初期条'|:としてHl1

論的に次々と未来の天気を求めていき、明日の、あるいは２～３日先の低気圧の

位圃やその消長が予測されるのである。しかしこのような計算を続けて行くと、

予報精度は時間と共にどんどん悪くなって行ってしまう。それは現在のﾖI算では

大気の中の現象だけを扱い、大洋放射や海面や地表の条件等の境界条件を固定し

て扱っているからである。常識的にいっても、今日の天気が来年の同じ日の天気

を直接支配するとは考え難く、その後の外的条件の方が麺要である車は十分予想

できるところであろう。

それでは現在の予報方式でどれだけ先の子il1Ilが可能となるかと言うと、大気は

意外と忘れっぽくて、２～８週１１１１がやっとであることが理論的に推定されている
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のである。これが現在、Ｉ]々の大女(ＷＨはかなり当たっても、LiJUIP↑１１について

はあまり当たらないことの苛烈なのである。このようなことから、大食(物}ll1学で

はこの数週１１１１と云うI11illllスケールを境にして、それより知いものを女(ＷＷ１１、良

いものを気候現象と呼ぶことがある（本来の女(候と訂う訂旋は、大食(IMLだけを

指すものではなく、海洋をも含めた地球規模の現境を１日すべきものであるが、現

在多くの言葉が場合によって異なった意味で用いられることに注意されたい）。

数週間以上先の天気を予i11'Iするためには、海洋や地表条件を含めたいわば気候シ

ステム全体をシミュレートしなければならないのであるが、現在の学問のレベル

や計算技術、あるいは現在利用できる計算機の能力はまだまだそれを実行可能と

するには至っていない（それを目指す研究が現在進行中の気候変動国際協同研究

計画ＷＣＲＰである）。したがって現在の長期予報は、主として過去におこった

種々の事例の解析から得られた経lijulllを基にして行われており、少なくとも力学

的には、当たらなくても何の不思識も無いとさえ言えるわけである。しかしこの

長期予報においても、最近では幾つか力学的な裏付けを持った考え方が導入され

はじめている。その代表的なものが南米ペルー沖での異常海象エルニーニロとわ

が国の異常気象との関係である。

８．エルニーニロとＥＮＳＯ・

南米のペルー>Ｉｌ１も、通常叉期に南風が卓越しカリフォルニア沖の場合と同様に

沿岸表厨の水がｉＩ１１合いに押しやられ、下同から冷たい水が油界してくる（南半球

ではコリオリの力の働く方向が逆になるので、表厨の水は全体として風向に対し

て直角左向きに皿ばれろ）。この冷水には栄養塩が沢山含まれているため、ペル

ー沖もカリフォルニア沖と共に世界有数の漁場となっている。ところがペルーｉｌｌ１

では数年に－度位の割合で表面水温が２～５℃も上昇するエルニーニョ（Ｅ１Ｎｉｎ

ｏ)と呼ばれる異常現象が起こる。この水温の異常上昇は、沿岸域に異粛気象をも

たらし洪水等をひき起こす。また海洋表屈の栄餐塩に不足が生じ、プランクトン

が減少し、それを餌とする魚が激減する。そうしてさらに、その魚を餌とする海

鳥が大量に死ぬと言う事態を招く。当初この現象はペルー付近の局地的なものと

考えられたのであるが、その発生が一見それとは関係なさそうな、北アメリカや

ヨーロッパの冬季の異常寒波、モロッコでの干ばつ、アジアのモンスーンの弱ま

り、さらにはわが国の暖冬の生起とはっきりとした相関のあることが示されて、

これが地球規模の異鴬現象であることがわかってきた。このように逆く離れた場

所でおこる現象のｉｌｉｌの結び付きをテレコネクションと呼んでいるが、長期予報に

は極々のテレコネクションが考風されているのである。

赤道域では貿易風が卓越しているが、赤道上ではコリオリの力が働かないから、
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この11〔風で災liilのﾉｋはilVのﾉjにillばれる。そのたｙ)juW11;は赤ｉｊＷｉⅢ1のL(さはI11iHIl

で厚く、東部でi仰ぐなっていろ。しかし(,１涼かのり;〔|ﾉﾘでTYK)l凪がリリまると、支え

を失った西部の表IiWの膨らみは－１''1の彼として束ﾌﾞjに伝|Niして行く。それがjl〔iil

近くまで達するころには、皿ﾊﾟｵとは逆に爽阿の厚さは西が薄くＥＩＩが厚くなる。そ

うして、ペルーi''１の我屑の仰さがi｣)j界の及ぶ深さを越してしまうと裕ﾉkの供給が

断たれて、表面水温が異術に上昇することになる。こうして東岸近くで発生した

水温異常はやがて赤道に沿って今度は西の方に広がって行く。図１に示すように

凪盛期の異常水温域は赤iii太平洋の２／８を１，うようになるが、このような大規

模な海洋の異常は大気現象に影僻を与えずにはおかない。

赤道に沿っての海陸の分布や海面水温の分布、例えばインドネシア多鳥海や西

部赤道太平洋域の高水温とペルー1''１での低水温、のために赤iii域の大気は図２に

示すような循環（ウオーカー循環）をしており、この微風は太平洋_上のfY易風を

強める働きをしている。しかしエルニーニＭが起こり広域の海iJii水加のｌｌＷｒが起

こると、この対流セルの位(麓や強さが変化して、貿易風等の風系を変え、それが

また海洋に影響することになる。このような赤iii[域の大気の変､j現象をiWj振Iii

（South-ernOscillation)と呼ぶが、今述べたようにエルニーニロと不可分の関

係にあるので最近では両者を合わせてその頭文字をつなげてＥＮＳＯと呼ぶこと

が多い。この南方振動は当然インド洋上の大気に影秤を与え、アジアのモンスー

ン、したがってわが国周辺の季節風も変化することになる。エルニーニョが起こ

ると暖冬になるというのは、冬季の季節風がこのようなメカニズムで弱まるため

で、この影響は気温だけでなく日木近海の海水温の異常な上界をもワ|き起こす。

このようにこの現象は、赤道だけではなく全地球の大気・海洋が係っているため、

iniiliにはその発生を予想することは難しく、またエルニーニョ～暖冬と云うｲ１１川

そのものにはIll1題はないにしても、その現れ方や強度といったことを紬ずろには

まだまだ多くの研究を必要とするのである。しかし数カ月程度の長期予報の観点

に立つならば、この異常現象の発生のメカニズムが完全にＩＷ１ﾘ}されなくてもある

程度のことはできると考えられる。それはエルニーニロの前駆現象といえる異変

を、西部赤道太平洋で１年近くも前に検111できることが分かってきたからである。

ＷＣＲＰの一環としての現在進行''１の国際プロジェクト・執||｢海洋及び全球大女（

変動協同研究ｉｌＩｍｉＴＯＣＡはこのＥＮＳＯに焦点を当てており、この現象に対す

る我々の知識は急速に噌加しつつあるから、近い将来長jU1予報の格段の糖度向_上

もけっして夢ではないと言えるのである。

4．気候システムにおける海洋。

気象・気候変動にかかわる海洋の相対的な役割は考えている時1,,,規模が長くな
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ればなるほど大きくなっていく。ガリバニ

の深ｌｉｌＩ,'i斑のＩ１ｌＦＩｌｌｌスケールは約2000f1:であ為から、ノくざつばに云えばこのｌＩｉｌＩ１ｌ規

模までの変IⅡ)はiilJ洋独「ＩＣ)特ﾔ|ﾐから雌じうることになる。しかし、変Iij1】J脚をiMi

じるiiiiに、地I>ＭＪ襖の珂境・女(候システムに占める海洋の役?I'|を見ておく必要が

あろう。

地球が太賜から受け取る放射エネルギーは全体として地球が赤外放射として外

に放出しているエネルギーと釣合っていろ。しかし純度>)'1に見ると赤ｉｎ付近では

受け取る量の方が多く、極付近では逆に放出する風の方が多い。この熱収支の紳

度差が大気・海洋の大循環を起こすエネルギー源となっているわけであるが、逆

にもしも大気・海洋の['１に熱を高緯度へと皿ぶ磯柵がなければ極地方の気温は現

在よりも５０～60℃下降し、赤道付近の気温は10～20℃上界するはずで、非粛に住

孔づらい地球となるであろう。ところでこの熱輸送での大気・海洋の分|qの?}'１台

はどのようになっているであろうか、かってはそのほとんどが大気が担っている

と考えられたのであるが、晒近の研究で海洋の役割|が大気のそれに匹敵すること

がわかってきた。その評価の一例を図３に示すが、低紳度地方ではむしろ海洋の

方がより大きな役刎を果たしているのであり、このiliiのみを考えても気候システ

ムに於ける海洋の重要性がわかるであろう。

しかし、ここで注意しなければならないことは、図８の海洋の担う熱輸送鼠は

直接評価されたものではなく、大気圏外での故''１収支と大気内での熱輸送の評価

からその残差を海洋が巡んでいるとみなしたものである。もちろん海洋における

観測資料をもとにした3W11iの試みもあるのであるが十分なｵｶﾞ度は現状ではｲﾜられ

ていない。それには甑々のＩｌＭ１があるのであるが、第一に上げられるのが南極現

海を除く全ての海洋がその東西に陸岸の境yiLをljrち、それぞれの海が異なった特

性を持っていることである。そのために図８の様な紳度別の平均が海については

iWii11には求められない。自転している地球上の大規模流体皿勁では、南に熱源を、

北に冷源を随いたときに101侍される0(凧は、子'Filii内での対流にもとずく南北流

ではなく、偏西風や貿易風に見られるような東西流である。しかし、東西に境界

を持つ海洋では地球を取り巻くような東西流は起こり得ず、そこに現れる海流系

は大気中の風系よりも複雑な搬相を呈さざるをえない。各大洋に黒iW1や湾流のよ

うな強い西岸境界流が現れるのもその1つである。

大洋１１１１の格差のfUtも即客な例は北太平洋と北大西洋の1Ⅱ}でみられる。北太IFW

域は降水が多く、そのために海洋表屈の塩分が北大西洋に比べてずっと薄く、冬

季の冷却によっても高密度の深・底151水は造られない。そのために北太平洋の深

liW水の起源は北大西洋や南極周辺のウエッデル海での沈降水に求められ、世界で

凪も古い水がそこに存在する。この差異は熱輸送を考えるとき特に重要である。
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地衡流のバランスにある海流は、近似的には等温線に沿って流れているのである

か、ｌｌｉｌじ流線上でも無jWlの部分で北にｌｒｌ]かう部分との水温はカリフォルニア海流

の部分の水温よりずっと高く、その差が効果的に熱を高緯度に皿んでいる。この

ような衣llJiMi猟の働きは六四派においてもI7ilじであるが、深１画循環の役２１１１は逆に

なる。大凹洋北部で沈降した冷水は｢+j下し、赤道を越えて南極周辺での沈降水を

加えて世界の海に広がっていく。北大西洋では、この冷たい深屈水を|ＩＭＩする形

で隆かい斐掴の水が全体として北にlrjjかう゜したがってこの鉛直循環にともなっ

ても、効果的に熱は商紳皮へと皿ばれている。しかし北太平洋では冷たい深固水

が北へ向かうから、暖かい表掴水は全体として南に向かうことになり、鉛直循環

は熱を南に迎ぶことになる。この熱輸送週は、表屑海流によるそれにほぼ匹敵す

るという評価もあり、太平洋は殆ど熱を皿んでいないとする研究者もある。

このように熱輸送の問Mnには深佃妬環が大きく係ってくるのであるが、そこに

もtjl1lmの難しさが生じてくる。一般に海洋中の強い流れは表個や陸岸の側の境界

近くにあり、深屈の平均的な流れの大きさは数cm/sにもiiMiたないのが普通である。

しかし、全体の輸送ｉｉｉとなると、その11ノさが大きいことからその役割は流速が１

桁ないし２桁も大きい衣川流のそれに匹敵してしまう。言い替えれば熱輸送の観

点から云うと、深掴流は表１１２i流に比べて格段に高い籾度で観測しなければならな

いことになる。現在少なくとも平均流速の場については世界の海についてのマッ

ピングはほぼ出来ているのであるが、それがすぐには熱輸送量の評価につながら

ないのは、このような２川１１jによる。しかも海洋中には次に述べるように、無数の

渦が存在しており、それに伴う振'1mが数十CM/Sにも達する流速変動が深層にも存

在するのである。岐近になってようやく流速計を倣えた係留系や各種の深層フロ

ートj、跡によるＨ１[接illlI流、化学トレーサーを利ハ}した深掴流の推算、さらには数

(ulI的モデリング等を通して深1創流にBＵしての知搬は飛脳的に増大しつつある。し

かし特に太平洋についてはその広大さもあって、直接的な測流例も極端に少ない。

現在文部省の重点611域研究・深個海水楯環過程の解明が進行中である。その重点

は比較的狭いフィリッピン海に世かれてはいるが、その成果に対して世界の注目

が寄せられているのはこのような背段によるのである。

５．気候変動の予測のための海洋研究。

ガｌｆ派1ﾘ}究の難しさは、lJlil1ll質料が'11{られている上に、剛i1lll船に斬る限り広い海

域をカバーするのに数力'1以上かかるなど変助の速い現象の観ｉＩＩ１ｌに大きな制約が

あること、またすでに述べたように強い海流がほぼ例外なく裡雅な境界囮の中に

あることなどから生じている。もしもｉｉｌｊ汗【'１の現象が空1111スケールの大きなゆっ

くり変lli))するも０)で`jらるならば、このようなiljI約はそれほどll111hlLiとはならないで
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あろうが、実Wi1にはｶﾞ,jの''１には大女('''０)U〔女(11Ｚ・iWi女()|;に対応する川）な)１Ｍ(い

っぱいあるのである。図４に人工術』iLから↑〔11られた木）１１Ｗ〔カガiI域の海iUiの１１６１１腿分

布（水Ｍ１l分布に対応）を示すが、海はどこでもこのよう川卿【なW1ijiliをlIrってい

る。海の渦もまた極々の祁矧に分KIIしうるのであるが、かなりの深度まで及ぶ示

要度の商いものについて棋式的な分布の打搬を湾流域で示したのが図５である。

特に中規模渦と呼ばれるものは、それにともなう流れが海底まで述しており、深

周に100～200日のJ司期を持った振帆数十cm/sの流速変i､)を；lさ起こして、$,1溌な

平均流速の測定に困難さを与えている。

例えば発達した台風が日本全体を梱う様に大気中の渦は1000kmを越える水平ス

ケールを持つのであるが、これに対応する海洋の渦は図４，５に見られるように

高々数100kmの大きさを持つに過ぎない。このことは意外と知られていないようで、

理論的に云って海洋現象のIiMi11'1には大気の場合に比べて１桁以_上密なIiMiⅢW1を必

要とすると言うと、専門家でさえもまさかと云う顔をする人が納棡いるものであ

る。いずれにせよこの渦は、海水の混合に大きな役割|を果たしているし、渦その

ものの持つ熱輸送能力と併せて、気候システムの一環としての海洋を理解する上

でも直接的な重要性を持つのである。ところがこの海の渦のスケールの小ささは、

観測面だけでなく数値的なシミュレーシ罰ンの而でも大きな1111題を投げかけてい

るのである。

地球規模の海洋の役靭'１を定１Ｍ(]にlﾘ}らかにするには、限られた寅料をＴ７機(i(】に

結びつけ活川するというiniを含めて、数価シミュレーシ同ン下法がｲ『効であるこ

とは論を待たない。しかし海洋【'１の渦が大気のそれのl／2であることは、ｉＩ１Ｗ[の梢

子１１１１隔をl/2以下に取らねばならないことを意味し、空IN1的に８次元、時'111を含め

て４次元の現象を扱うのであるから、少なくとも１６倍の手数がかかることになる。

現在の世界で最高級の電子計算機を専用に使えば、大気については全球計算が可

能なのであるが、海洋についてはなお２桁以上のill･算槻の能力アップが必要とさ

れるのである。しかし計算機の改善のスピードにはすばらしいものがあり、その

ような計算極は紀元2000年頃には実現されろと予想されていろ。とするならば、

問題のIE要ｾﾋからその時までに、気候変動を予ｉＨＩｌするための海洋モデルをＤＩＩ発す

ると共に、それを検証するに十分な海洋データを集めるべきであるとされ、その

ための国際的な大規模な共同研究をしようとする機皿が嘘り上がってきたのであ

る。

それが世界海洋循環実験計画ＷＯＣＥと呼ばれるもので、これもＷＣＲＰの一

環として位置づけられているが、その性格上わが国を含め各国の海洋研究:苫が,ri】

心となり計画が進められてきており、今年１１月にパリで開かれる国際ＷＯＣＥ科

学会識で各国政府の承認を求める手筈となって、1990年代に実施されようとして
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いる。いよいよ数十年から数百年先を対象とした長期の科学的気候予測の第一歩

を踏み出そうというわけである。この計画では、海面の凹凸を数CMの精度で計る

高度計（地衡流の関係から表面海流が得られる）を初めとする最先端の衛星技術、

(#i型追尾の衣1国ブイや一定水深を流れる音波追跡フロート、数多くの流速計・温

度ji1分.Ｉをつけた係副系の配世等雌近の技術の糖を染めた海洋の再計測がil卜られ

ることになっている。また図６に示されるような岸から岸まで完全に大洋を横切

った多くの韮準奴川線に沿って、海面から海底にいたるまでの密度の高い梢度の

良い海洋奴U''１が31miされている。わが国においてもＷＯＣＥ研究の一因を担うべ

く、太平洋のIIIi蝋のｈ１密なモデリング、黒潮の熱流國の直接U１１足、現在進行中の

深1川Ii蝋研究の太平洋規模への発展等の研究計画の策定を急いでいる。筆者自身

国際illm委員の１員としてＷＯＣＥの計画策定に参加してきているが、広い太平

洋の西岸にある唯一の海洋研究先進国であるわが国にたいする国際的な期待の大

きさをひしひしと感じている次第である。

図脱明

図1．

平均的なエルニーニヨの発生からil1lillJiまでの海面水温異常の変進。ａ：３～５月、

ｂ：８～１０月、ｃ：１２～２月、ｄ：５～７月。平年値からの水温偏差値を℃

で表す。（Philande｢，１９８３による）

図２．

赤道に添った大気の術環（ウオーカー術環）の模式図。

図８

大気、海洋の担う熱の南北輸送（年平均、北向きを正に取る）。（増田による）

図４

人工衛星ひまわりの赤外データから得られた本州東方海域の海面の脚度（水温）

分布の例。海は禍にiiMiちている。（秋山他、１９８０）

図５･

大西洋西部における海洋中の代表的渦の分布の模式図。

ｌｉｇｌ６ｏ

ＷＯＣＥでilI･illIiされている1脚LMlilIll線。
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←東経|西経＋
図1．

平均(1《)なエルニーニロの発生からｉｌ１Ｉ城までの海面水iil3M1rの変通。ａ：８～５月、

ｂ：８～１０月、ｃ：１２～２ﾉ１，．：５～７月。平fMiからの水温(両l並価を℃

で表す。（Ｐｈｉｌａｎｄｅｒ，１９８３による）

対流圏下部の等圧面

Ｕｌ－ｏの‐Ｆ１士0ｺ

西経90度 ０東経90度 180０

図２．

赤､iに添った大気の()ｉｉｉ環（ウオーカーリｉＭ;rl）の棋式図。
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図８

大気、海洋の担う熱の南北輸送（年平均、北向きを正に取る）。（地田による）

図４

人工{Ⅲimひまわりの赤外データから↑’られた本州東方海域の海面の刑１度（水温）

分ｲ'7の(ﾀ'|・海は１１ハに滴ちている。（秋山仙、１９８０）

－１４４－



西経80度 7０ 5０ 5０

こ▽こ▽

､、

●｡□

､.マ

ォヒ
組
４０

度

。。

、００

ｌ

》
仏
刃
戴
翻

三三二二三二二Sｌｐｇ=lL4三=;竺弩三二==!｝
北赤道海流
－－－=莞と～

図５･

大西洋西部における海洋中の代表的渦の分布の棋式図。
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ＷＯＣＥで8十画されている基単Kjlillll線。
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司会（吉田）：どうも有難うございました。それでは続きまして今のお話とは

少し方向の違うお話ですけれども、海洋の汚染の問題を中心にしまして工学との

関連等につきまして東京大学の大垣真一郎先生にお話をいただきます。大垣先生

は、現在工学部の都市工学科の教授をしておられます。昭和４９年に東大の都市工

学の博士課程を卒業されまして、ただちに東北大学の工学部土木工学科の助手に

なられまして、５２年に東京大学の都市工学科の助教授にお戻りになられました。

その後一時、タイのＡＩＴ、アジアエ科大学の環境工学科等に長期にいっておら

れまして、昨年平成元年から教授に昇任されて現在に至っておられます。ご専門

は例えば海の底などの界面における生物科学的な反応速度、こういうようなご専

門とそれらの応用にあたるのかと思われますけれども水資源の安全性の評価と精

度、こういうようなことをご専門にしておられます。大垣先生、それではお願い

致します。

大垣：どうもご丁寧なご紹介有難うございました。東京大学都市工学科の大垣

でございます。いまご紹介ありましたように、いまの永田先生のお話は，万キロ

で’０年とか、’00年とかいうオーダーのお話ですが、私のほうは日頃やっているの

は１ｍと１時間というオーダーの話をやっております。吉田先生から人間の活動

と自然環境と調和ということでお前のところでやっているだろうから、少し海洋

と関連させてしゃべるという意図だと私は判断いたしまして、人間活動と水畷境

との関係を海洋と関連させてお話させていただきます。最初永田先生のあとです

ので、少し大きい話から最後は１ｍのお話に移らせていただきたいと思います。

ちょっとＯＨＰを最初使わせていただきます｡今日お話しますのは時間もあまり

ございませんので、ざっぱくな筋だけになると思いますが、最初、海洋環境の＿

般的な汚染の問題をいろんな文献からずっと使わせていただいて概況を見まして、

２番目に現在我々がやっておりますというか都市工学という名前とか琿境衛生工

学という名前の分野でやっております水質汚濁防止の技術の考え方を湖沼の汚染

防止の話とか、それから海水浴場の水質保全、両方とも私の研究と関連しており

ますテーマに関連致しまして、ちょっとご紹介いたしまして、両方スライドを使

わせていただきます。最後に海洋環境工学の可能性、海洋工学の中の環境工学の

可能性という意味でとりまとめたいと思います。結論的にいいますと、要はいま

の永田先生のお話にありましたように海洋の生態系を保全し、維持するというこ

とが基本的に海洋畷境というものを制御あるいは保全するために寵要である、目

的はここにあるんだということを申し上げたいと思います。それで要するに工学

の中で生物を絡めた工学体系をとにかく作る必要があるんではないか、これは結

論でございます。それに関連するお話をいくつか申し上げたいと思います。これ

はごく一般的なお話ですが、国連の海洋法条約はまだ発行してませんが、その中

に定義でございますが、要するに生物資源、海洋生物の世界それから人間、それ

から海洋活動に対する障害、海水の利用による水質の悪化、快適性の減少という
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ようなものを起こさせる、あるいはその可能性のあるものをコントロールしない

と制御しないといけないということでございます。それを汚染しているものは何

かということですが、結局当り前のことですが陸地からがほとんどでございます

が、あとはいわゆる各国の管轄圏の中での活動、それからそれ以外の外側での深

海、このとき深海というのは先ほどの定義でよくわからないのですが、活動の汚

染、それから海に投棄することによる、それから船舶が海を走り回っているわけ

ですからそれによる汚染、それから大気と海面とは接触しているわけですから汚

染面からでも大気経由のものがかなりのものを占める部分があります。こういう

問題がございます。例えば投棄による汚染の最近のニュースで北海で英国が廃棄

物を捨てているということをヨーロッパの大陸側の国々が文句をいっている。イ

ギリスは問題のある国でして、我々の専門の下水道関連でも下水の処理をせずに

パイプでどんどん北海に流しておりまして、大陸ＯＩＩからも文句を言われて、－１１５

処理だけ日本で言うと前段の処理だけをやって放流しているのを改善したと称し

ているようなところがございます。とにかくそういう問題がございます。この陸

上の汚染の我々の足元からの関連でちょっとデータだけお見せしますと、そうい

いましても日本のし尿、我々が出すものでありますから、それの処理はここにご

ざいますように下水道で１億２千万のうち３．５００万人ぐらい、それから浄化槽と称

するもので３，０００万人、併せて７，０００万人弱がいわゆる処理をしているわけですが、

それ以外は非水洗化人口と称しまて、それはくみ取りし尿でが約人口の半分ぐら

いし尿処理をして、その７５％がし尿処理場で処理しているわけですが、海洋役人

が約１０％弱ございます。この数値はすこし減ってきておりますが、同じ様な状況

が続いていることでございます。こういう負荷もあるということであります。も

うひとつ我々の産業の話を別にしまして、生活するという面だけでみますと、例

えばゴミの埋め立ての問題でございますが、海洋というのは空間が大きいという

ことで最後はゴミ埋め立て処分場を海の中に作るという話になります。これは大

阪湾のフェニックス計画といって広域のゴミを数字にあるところから積み出して

ＡとＢという埋立地に埋める。このときに当然海洋汚染の対策をしないといけな

いという問題でございます。こういういろんな汚染が有り得るという一例でござ

います。テキストにもちょっと書いておいたんですが、いま申し上げましたいろ

んな汚染物質があるわけですが、分けますとスケールが１００ｍオーダーから１万キ

ロのオーダーまでありますが、東京湾などはこのへんのオーダーになるわけです

ね。北海、日本海もこのぐらい。おもに問題になりますには項目的には油の問題、

それからプラスチックの問題、それから有機金属化合物のＴＢＴとかＴＰＴ重金

属の問題それからＰＣＢだとかＤＤＴという塩素化合物、それから赤潮の問題、

有機物質、非酸素水、病原体排水、放射性物質、放射性物質はおもに昔の核実験

による問題ですが、こんなものが項目としてあがってくるわけでございます。テ

キストに書きました番号でいきますと、汚染物質の中でａというところに書いた

のは油でございますが、これが油の汚染の状況でございまして、要するにタンカ
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一のルート上に脳が発見されるという形で報告をされて、地球規模の汚染のひと

つになっているわけです。日本近海ではどうなっているかといいますと、このへ

んは海上保安庁が担当することになるわけですが、海洋汚染の海域別発生確認状

況というのを見ていただきますと、この点がうってある部分が油による汚染でご

ざいます。ほとんど東京湾等では油による汚染が多い、それ以外は工場からの廃

水とか船舶からの廃棄物というような問題、あとは赤潮がその中に入ります。こ

のような汚染の状況になるわけでございます。それから次のテキストでいいます

と。になりましょうか。赤潮の問題ですが、これは後ほど湖沼の時にお話申し上

げますが、世界全体、たまたまこの地図は日本が除いてあるわけですが、日本の

周りでもたくさんあります。要は人間が活動しているそばの海は赤潮が発生して

いるというふうに見ていただければいいと思いますが。世界中で同じようなこと

が起きているということでございます。それからｃとして書いた有機塩素化合物、

例えばＤＤＴなどという、これは山形先生の教科書からもってきたものですが、

いわゆる食物連鎖で小さい栄養段階の下のほうから高いほうにいくに従って濃縮

されているという状況、それは０．０４ppmであるものがフグですと０．１７ぐらいになっ

て、鵜ですと２６．４という形で濃縮されます。これはＤＤＴとの物理科学的な性質

のために脂肪分に濃縮されるためなわけです。それをＰＣＢあるいはＤＤＴ、Ｂ

ＨＣというようなもので見てもらいますとこんな状況になっております。これは

愛媛大学の立川先生のご研究の成果ですが、ＰＣＢですと表層中にこの濃度があ

りまして、プランクトンですとこのキログラム当りのマイクロがだんだん高くな

る。スジイルカですと３．７００マイクログラムにもなる。濃縮係数というのは水と動

物の体内の比をとるわけですが、そうしますとスジイルカですと１０の３乗ですの

で１，３００万倍でしょうか、そういう形で濃縮されてくる。この種のＰＣＢというの

はトランスとかいまは禁止されていますが世界でまだ１２０万トンぐらい作られたの

が残っているわけで、まだ使っている国もあるわけです。それが難分解性、蓄積

性がありまして、生物の代謝能力にも応じるわけですが、栄養段階の上の方ほど

濃縮される、当然この上には人間がいるわけです。海産物の食料という意味では

非常に問題があるわけです。このへんをコントロールしないといけないわけです。

これは同じく立川先生の表ですが、ただこの問題も非常にやっかいな問題がござ

います。先ほど永田先生のお話の中にバイロジカルポンピングという表届で生物

が生成されて、それが海底にいくという形で有機物が動く、炭素が動くというお

話がありました。例えば同じＰＣＢであっても暖かい赤道に近いほう、富栄謎、

栄養がいっぱいある、要するにプランクトンがいっぱいいるところでは、こうい

う水に溶けにくい物質はくっついたり、あるいは生物の中に入って存在してます

ので滞留時間がプランクトンの動きによって支配されることになります。従って

その富栄養海域では滞留時間が非常に長い形になる。要するにどんどんプランク

トンが成長して下に落ちてくれないということでこざいます。こんなこともあり

まして、例えば立川先生のご意見ですと、いわゆる低緯度地方の開発途上国の開
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発が今後どんどん進んでくると、地球規模の汚染というのはこういう物質に関し

ては、いままで以上に広がる心配があるという言い方をされています。こんな問

題もあるわけでこざいます。それから次がテキストで（ｂ）に書きましたが、重

金属あるいは有機金属化合物でございます。これは船舶あるいは海の構造物に関

連するわけでございますが、フジツポ等の船底の付着等を防ぐために塗料に入っ

ているＴＢＴ（トリプチルスズ）でございますが、それが実はいろいろ問題があ

る。特にその中でＴＢＴＯというのは毒性も蓄積させるということで製造も輸入

も禁止されたことになります。この類似物質でＴＢＴというのがありまして、こ

れも指定科学物質になっております。これはいくつかあるわけですが、そのうち

の一例としてこんな物質があります。これは非常に有用な物質なわけですが、生

物へ濃縮するという問題がございます。テキストに書いてあるＴＰＴというのは

トリフェニルスズの略で、実はＴＢＴの代替物として使われるようになったんで

すが、それはあまり生物に対してよくないということがいわれております。環境

庁の調査ですと５８年から始めまして、スズキ、イガイ、ムラサキ貝、これは全部

検出されている。１００％検出されているという形でございます。もちろん政府の見

解としては別に問題ない、いまところ健康Ｉこの安全であるといういいかたをして

いるわけですが。こういうたぐいの有機化合物等は重金属と同じでいろんな問題

がある可能性があるということでございます。もちろんこれは使用をもう自粛さ

れているものでこざいます。要は今申し上げましたようにＰＣＢもそうですが、

非常に有用な物質、非常に安定だとか、但し人為的に作った物質というのは自然

界に対してはかなり危険な問題を含んでいるということがあります。それからも

う少し別のこれは堀江先生の図をちょっと地図をお見せするためにお借りするん

でございますが、東京湾でございますが。そこの予行集にｅと書いた分類の有機

物の汚染、あるいは貧酸素水塊の問題がございます。東京湾は実はここの船橋沖

のところで、青潮という現象が、青い潮と書きますが、言われております。これ

は酸素のない水が、あるいはイオウを含んだ水がここに打ち寄せまして沿岸の貝

や魚を殺してしまうという問題であります。これは研究されている方の書いた地

図でございますが、黒く塗りつぶしたところが生物がいない、これは夏に上のほ

うに暖かい水ができまして下の水が混ざらない状況になったときの生物の状況で、

このへん一帯およびここの航路のところあるいは埋め立てのために穴を掘ったと

ころが無生物地帯。実はここでのイオウの還元と無酸素水、要するに還元された

状態のその水が貯っているわけですが、それが風や気圧や海流の加減で沿岸に打

ち寄せられ、あるいは流れてきますと沿岸域の貝が全部死滅する。今度死滅した

貝は単なる有機物ですので次の有機物汚染の材料になってしまうという問題があ

るわけでございます。こういう海底の構造というのは、直接、生物の環境を支配

する問題でございますので、いろんな意味で注意が必要ではないかという感じが

いたします。ちょっととばしまして、いろんな汚染があるわけですが、先ほどお

見せした画ですが、今お見せしたこのへんの有機金属化合物ＴＢＴとかＴＰＴと
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か重金属、それから有機塩素化合物このへんは赤丸をつけました。それから放射

性物質生物、これは実は人為的にやっているものですので、元を断てばあるいは

使われなければ防げる問題です。従ってそういう対策のとり方がとれるわけです。

それに対して九をつけたのは、赤潮有機物質これも生物がいる限り出てくる。そ

の結果酸素を消費して貧酸素水ができる。病原体、これは生物がいる限り病原体

は存在する。エネルギーをつかう限り、油も必要ですし、プラスチックも必要だ

と意味では分類は難しいのですが、緑をつけたものは汚染、緑と赤の部分という

のはちょっと汚染物質といいましても対応が違ってくるということは想像がつく

かと思います。それに応じた対策をとらないと、その緑の部分というのは人IHIが

生物とが存在している限り出てくる汚染の問題でして、これの対応が非常に難し

いわけでこざいます。スライドに入る前に先にこの一般的な水系環境汚染対応法

というものを求めますと、発生源対策ということでＴＢＴとかＰＰＴあるいはＰ

ＣＢなどは使用製造を禁止、あるいは代替物を開発するという対策をとる。後ほ

ど示しますリンなんか関しましても、負荷の非常に大きかった洗剤に入っている

リンを無リン洗剤に変えるという対応の方法があるわけです。次は処理です。こ

れは下水処理場とかいろんな工場排水の処理をやっている。封じ込めというのは、

例えばある地域の環境をその地域であきらめれている、一部に閉じ込めてしまう

という方法が場合によってはある。ひとつは先ほどの緑をつけたような汚染物質

に関しては、自然が浄化する能力を持っているわけで、それを計量してその範囲

内、その量を環境という言葉を使ったりするわけのですが、その範囲内の排出を

考える、これはまあ水の拡散とか混合ということにも関係してくるわけです。こ

れは水利用の観点からいいますと、いくら汚れていてもエネルギーと金をかけれ

ばきれいにできるわけで、ということはがあるわけです。ただ後で申し上げます

ようにレクリエーションみたいな海水浴場の時の利水時に処理しろというのも若

干難しい。実は後でお見せしますが、これに近いようなことをやっているところ

もあるわけです。あとは防護治療。これは特にウイルスの問題なんかでは、ワク

チンをうっておけば構わないわけで、そういうたぐいのもの。こんな対応法が一

般論としてはございます。それで我々の環境工学、環境衛生工学という分野でや

っているような一例を、湖の話と、そのあと海水浴場の汚染の問題を具体例とし

てお見せして海洋瑚境工学の議論の題材に致したいと思います。スライドをお願

いいたします。これは湖の汚染ではないんですが、瀬戸内海の赤潮の写真です。

ちょっと待っておりましたのでお見せいたします。次の写真をお願いいたします。

これもそう、その次のも。夕焼けではなくて赤潮です。次の写真を。これは諏訪

湖の写真でちょっとボケていますが左側が観光船のペンキの緑で、右側が湖の色

でございます。本当にペンキの緑と同じような色になっております。その次お願

いします。これは霞ヶ浦の出口のところです。次の写真を。これは霞ヶ浦の湖心

部といいますか、中心部の方でちょっと天気が悪いので波立っていますが。その

次お願いします。これは岸に打ち寄せた藻類の一種の写真であります。ちょっと
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元の写真のピントが悪くてズレてますが。要するに藻類がマットのように水面に

増殖しまして、それが風で打ち寄せて岸にかかり、それが腐りますと非常に悪い。

当然魚なんかのエラに入ったりいろんな影響を及ぼします。かつこれは有機物の

塊ですので、腐りだしますと酸素を消費して無酸素水を作るというなものでござ

います。次のスライド。湖は実はどんな形で使われているかといいますと、霞ヶ

iii丁ではこういう鯉の養殖をやっており、桟橋を作ってその下に網いけすがあり、

ひとつの網いけすの中に５ｍ四方ぐらいに５千匹かなんか入っています。その次

のスライド。これは上のほうにあるますのは自動給餌機で餌をやるシステムでご

ざいます。下に鯉がいまして、上から窒素、リン有機物をそこへ与えている。こ

れは過剰に与えますとそれは湖の汚染になります。その結果、酸素のない水がで

きて、鯉が網いけすにおり逃げられませんので酸素のない水がくると死んでしま

うというような悪循現が起きた時期がございます。最近はだいぶ改善されたよう

ですが。次のスライドお願いします。これは餌を運び込んでいる、まさに水の中

に我々の観点からいうと窒素とリンをたたき込むためのシステムみたいな感じに

なります。次のスライドをお願いします。これは霞ヶ浦のそばにあります浄水場

でございます。ここから筑波の新都市等に水を送っている浄水場ですが、ここで

水を処理して飲み水にしているわけですが。次のスライドお願いします。これは

その浄水場の沈澱分離した要するに水処理というのは個体と液体に分けろです、

液体はきれいな水で飲み水にする、個体のほうはまた個体で処皿する。これは脱

水機ですが、色がちょっとカラーであれですが緑色であることがおわかりになる

かと思います。要するに水中の浮遊物というのは藻類がほとんどというような湖

になっております。こういう問題が実は施過システムを閉塞させまして経済的に

も浄水の障害を生じさせているわけです。次のスライドお願いします。これはち

ょっと調査をしてます。次のスライド。このサンプルは次のスライドに。これは

湖、実は霞ヶ浦は平均水深４ｍと非常に浅い湖でございますが、実はそのリンの

コントロールといいましても浅いですから底の影響が水質に及ぼす、底質での物

質のリンとか窒素の動きを調べるためのサンプルです。実はこれはちょっと薄く

緑色の沈澱した藻類があることがわかるんですが。こんなきたない話ですが。次

のスライドを。それで実は水処理の窒素やリンを防ぐという方法があるわけです

が、それ以外にもっと直接的にコントロールしようという方法もございます。こ

れはある会社のパンフレットからコピーさせていただいたものですが。例えば人

工ダム、水道用源水とか農業用水とかのダムで、夏場になりますと先ほど永田先

生のお話にありましたように非常に小さいスケールでございますが、上のほうに

暖かい水がきて全く混合しなくなるわけです。そうしますと有機物が多いと下の

ほうが酸素を使って、底のほうは無酸素水になってしまう。そうすると鉄やマン

ガンが還元されて溶けてくる。アンモニアも出てくる。リンも出てくる。それが

今度上の方に回ってきますと、光が当たって藻類が増える。こういう状況になる

と水質的に悪い状況になるわけです。例えばこれを解決する手段として。次のス
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ライド･こんな装置が一部で開発されまして、要するに先ほどの風呂の水をかき

回さないとかき回らないんだといいまして、それをかき回すようなシステム、そ

うすると右側にありますに容存酸素とかプランクトンの濃度が一定になりまして、

プランクトンの増殖を抑えることができるというアイデアがございます。次のス

ライド゜具体的にはこんな装置が導入されておりまして。当然かき回しますので、

浅い湖とか大容量の湖には限界があるわけですが。そのある種の条件が整えばか

なり有効な手段となりうるものになる。こんな工学的な手段も生物をコントロー

ルするためにあるということでございます。次のスライド。これは実は今のは泡

をやるんですが、泡で直接水を動かすエネルギーがありますので、サイホンみた

いな形で、ある程度泡が溜るとそれがいっきに出てくる。これは水面に出てきた

ところです。この大砲みたいな空気の上昇によって水を回すというシステムにな

っております。次のスライド。スライド有難うございました。すぐ続いてまたお

願いいたします。今、時間もだいぶたちましたので飛ばしていただきますが、

対策の一般的手法といたしましては、水域に流入する栄養源を減少させるという

方法と、人ってしまった栄養源をとる方法がございます。富栄養化に関しても発

生付加重の削減ということで無リン洗剤などもひとつの方法でございます。上の

ほうはいろんな法規等水処理のシステムによってできるわけでございます。湖に

関連して申し上げますと、水質保全一般の政策の法律の体系はだいたいこんなふ

うになっておりまして、公害対策基本法の圀境基準をセットしてそれに目指した

行政的な政策をするわけですが、瀬戸内海なんかに関しましてはＣＯＤとリン、

まあ実質リンは制御してないに近いんですが、法律ではＣＯＤとリンを制御する

ことになっております。湖沼法というものがございまして亜要な湖沼と京栄養化

しやすい湖沼に関して、ＣＯＤ、有機物を規制することになっております。それ

から排水基準というのがありまして、リン、窒素、などはコントロールしないと

いけないというような法律がございます。あと下水道法、こういうもので先ほど

いった水域に流入する栄養源を取り除くという対策はとっているわけでございま

す。なぜ窒素とリンなのかとここで見ていただきますと、自然界に存在している

元素の比率と植物が要求する元素の比率を表にしますとこんな表になります。そ

の比をとりますと一番右側にありますが、窒素とリンは一番不足しているわけで

ございます。リンが８万倍、窒素が３万倍、炭素が５千倍。あとの元素はだいた

いそう不足していない。ということは水中に窒素とリンを与えますと不足してい

る元素が入ってくるわけですから、植物が噸えることになる。農業生藤上、水産

上これは好ましいことなわけですが、過ぎますと富栄養化の問題になるわけでご

ざいます。下の画がありますように、いろんな湖のこれはスエーデンですが、横

軸に窒素をとって、あるいはリンをとって、縦軸に一種の藻類の指標をとります
ときれいな相関があるということでございます。窒素とリンをとるというのは法

的にも進められているわけです。これはもうちょっと単純な比較でここに網走湖

から始まって本栖湖までのリンの濃度の順番に並べてあります。その時の透明度、
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どこの水深まで見えるかというのを上から下山しますと、ほぼ関連があることが

おわかりになるかと思います。こういう意味でリンが富栄養化の程度を支配して

いるということがわかるわけでございます。今、現象的なことを申し上げました

が、これをもう少し具体的にコントロールするためにいろんなモデルが使われて

おりますが、これが一番単純なモデルでして、湖に入ってくるリンの量と、それ

から横軸は湖の特性を規定する平均水深を水の滞留時間で割ったようなリンの物

質収支からとったモデルがございます。そんなもので富栄養化していない湖と、

富栄養化している湖を分けまして、対象とする湖はどこにあるかということで対

策をとるというモデルがございます。霞ヶ浦がこのへんにプロットしてございま

す。このモデルで見る限り、リンが入ってくる量はたとえ半分に減らしても６ス

ケールですので、貧栄養になることはないわけでございますが。こんな解析も行

われております。ちょっと、あと５分程よろしいでしょうか。湖でいろんな法律

の話をしましたが、具体的にモニタリングがどんなふうになっているかというこ

とで、これは霞ヶ浦に関しましては建設庁と頂境庁と茨城県の水産試験場が測定

をしておりまして、場所でかなりの頻度で測定が行われております。黒三角が４

ヶ所ございますが、これが環境基準点でございます。こんな形でこれは西浦とい

うのはだいたい面積１７０平方Ｋｍぐらいでございますので、スケールとしては大阪

湾よりはちょっと小さいくらいのものでございます。陸上の湖沼、淡水の湖沼は

日本ではこんな行政体制がとられているということでこざいます。それでは、ち

ょっとスライドの続きをお願いします。それで今は湖沼の話ですが。今度少しい

くらか海に近いほうの話で、海水浴場のお話をちょっとさせていただきます。江

ノ島のここのところが片瀬西浜西海岸といわれている海水浴場です。これは７月、

８月だけで３５０万人位の人が来る日本で一番大きい海水浴場で、一番汚い海水浴場

です。この海水浴場の水質が問題になるわけですが、ここに境川という東京都か

ら神奈川県を流れている川があります。引地川という）||がございます。実は当然

のことながらこの川の水で一部汚れている可能性もあるわけで、例えば海水浴場

というものの環境状態を保とうとしますといろんな問題があるということを見て

いただければと思います。次のスライド。これは海水浴場です。次のスライド。

地図でお見せしましたが、先ほどの境川と海水浴場の間に突堤が出ているところ

です。左側が川です、右mIlが海水浴場です。そこの両'''１で写真をとりますと次の

スライド。これは右側で透明できれいで海水浴場側でまあいいんですが。左側を

見ますとこんな形に濁って、要するに川の水です。これが流入しているというこ

とでございます。次のスライド。これは少し１，２キロ上流にいったところの姿

でございます。実はここのところに次のスライド。橋がありまして、ちょっと見

えにくいかもわかりませんが、ここの黄色い筋が上から下がっていると思います。

これは神奈川県の保健部から川に直接、次亜塩素酸ソーダを注入して塩素メッキ

をしている場所になっております。次のスライドお願いします。これは次覗塩素

メッキのプレハブの設備で、次のスライド。西浜橋という橋のところでございま
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す。これは次亜塩素酸をここからポンプで川の中に入れている、海水浴場のｊＯｌＩ１１）

だけ入れているわけであります。スライド有難うございました。海水浴場を安心

して泳げるようにするためにはどうすべきかということで、国レベルで糞便性大

腸菌というような海水浴場の基準がございます。今申し上げた片瀬西浜海岸とい

うのは快適ではなくて、適で、１２０リッターに１４０個こんな水質になっていろ。こ

れを適以上にするために先ほどの次亜塩素NIPジアエンソサンを入れて直接やって

いるということでこざいます。このような対策を社会システム全体から眺めます

と、これは流域の江ノ島の海岸ですが、先ほどの境川というのはこの線で書かれ

たもので、だいたい２００平方キロぐらいの流域を持ってます。そこの黒丸が下水処

理場で、三角がし尿処理場でございます。まだ５０％ぐらいが浄化槽等を使って出

しておりますので、そういうところから汚染物が流れてきてここで海岸に入って

くる。最後の手段としてここで塩素メッキをしているというようなシステムにな

っているわけでございます。海の自然の環境というのは非常によくできているも

ので、例えば人工的に水系を作ろうとしたとたんに、今我々が下水処理水などを

使おうといろんな技術があるわけですが、例えば清流復活ということが行われま

すが、そのときにそこで子供が入って遊べることと、そこで魚釣りができること

とは両立しないことが多い。なぜかといいますとプールのように安全にするため

には、塩素を入れて消毒剤を入れてやって、そうすると魚が住めないわけでして、

魚が住める状況にすると今度は子供が入ったときに安全性はどうかという問題が

ある。要するに非常に容量の大きい自然の中で人間が動いているうちはいいので

すが、密度が高くなると自然の中で簡単にできたことが非常にやっかいなときも

あるということでございます。だいぶ時間も過ぎましたのでこのぐらいでやめた

いと思いますが、一番最初にお見せいたしましたように、要するに今いくつか例

をお見せしたように珂境というのは当り前ですが、生物がストレートに関係し、

かつそれが人間を含んだ系になっておりまして、それをうまく取り扱う工学とい

うのはまだ十分熟してないものではないかと思いますので、海洋関連でもそれを

目指す方向があるのではないかいう気がいたします。どうも有難うございました。

（文責吉田宏一郎）

司会（吉田）：大垣先生、どうも有難うございました。永田先生、恐縮ですが、

もう一度ちょっと壇上のパネラーの席へお着きいただけますでしょうか。
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Ｓ＿Ｚ７好ﾐ羊才】弓罫竺と？疵可羊工寄会

ｴ紅凉ごプ＜句会二正弓会吝巴（フリミニ土亘工]［一皮１５）

１．はじめに

本海洋工学連絡会の第２回活動報告会のなかで、技術的な，，すきま，，として、

「海洋開発にあたっての自然環境、生態系との調和に係わる課題」が今後検討さ

れなければならない課題として指摘されている。

海洋は、その空間的な規模が、人間の諸活動のスケールに比べてあまりにも大

きいために、諸活動に伴う自然環境の改変や多くの排出物を受容しうるものとし

て扱われてきた。しかしながら、海洋汚染に関する最近の知見は、海洋環境にも

限りがあり、海洋開発のみならず、陸上での諸開発を海洋現境生態系と調和させ

るための工学技術の発展が必要であることを示してきている。さらに進めて、地

球規模の環境資源としての海洋の価値を明確に認識し、その廓境を損なうことな

く、計画的に管理する政策の体系が求められていろ。

ここでは、海洋汚染の状況と環境保全のための既存工学技術を概観し、，，すき

ま，，を埋める工学体系の可能性についての議論の材料を提出する。

２．海洋汚染の現状

（１）海洋環境の汚染

国連海洋法条約（未発効）に示されている「海洋琿境の汚染」とは、①生物資

源および海洋生物に対する害、②人間の健康に対する害、③海洋活動（漁業など）

に対する障害、④海水の利用による水質の悪化、⑤快適性の減少、などの結果を

もたらす、あるいは、もたらすおそれのある物質またはエネルギーを海洋斑境（

河口を含む）に持ち込むことである。図－１に汚染と海洋のスケールとの関係を

示す。

（２）汚染源

同じく国連海洋法条約の「汚染源」の６つの類型を示せば、①陸上起因汚染、

②各国の管轄権に基づいて行う海底における活動からの汚染、③深海底における

活動からの汚染、④投棄による汚染、⑤船舶からの汚染、⑥大気からのまたは大

気を通ずる汚染、となる。

（３）汚染物質／汚染（［］内は関連する日本の環境基準項目）

ａ）油［、－ヘキサン抽出物質］

・油膜、タールポール、ミクロタール

・海面油膜の主要な世界のタンカールートへの集中

・座礁事故、海底油田からの漏出

ｂ）重金属、有機金属化合物［アルキル水銀，カドミウム，鉛，クロム，総

水銀］
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・水銀、鉛、カドミウム、ＴＢＴ（トリプチルスズ化合物）、ＴＰＴ（ト

リフェニルスズ化合物）

・陸域、船底／漁網防汚塗料

ｃ）有機塩素化合物［ＰＣＢ〕

・ＰＣＢ，ＤＤＴ，ＢＨＣ、農薬

・難分解性、高蓄積性、毒性

・熱帯と寒帯で挙動（運命）が異なるなど複雑

。）赤潮、富栄養化

・リン、窒素

・養殖／天然魚のへい死、貧酸素水塊とも関連，生態系への害

ｅ）有機物質（貧酸素水塊）［ＣＯＤ，ＤＯ］

・嫌気化、底質環境の悪化、寶潮

・魚介類の大皿，死，構造物への障害

ｆ）プラスチック類

・難分解、浮遊

・美観、航行、海洋動物への障害

ｇ）病原細菌、ウイルス ［大腸菌群数，海水浴場基準は糞便性大腸菌群数］

・人間／海洋動物への害

・レクレーション、海中労働への障害

ｈ）温排水

ｉ）放射性物質

３．水質汚濁防止技術の概念

陸上における水質汚濁の防止技術と工学の目的は、利水（飲料水、上水道、産

業用水、農業用水、水産用水、レクレーション）のためにその水源（多くは淡水）

を保全することが第一義であったが、必然的に水系全体を環境資源として扱い保

全する方向も含むように変化してきている。従来の意味での利水はかなり局地性

の強いものであったから、図－１に示すような大きなスケールに関わる海洋汚染

問題へ取り組む工学的方法については、十分成熟しているとは言えない。しかし、

環境汚染問題への対応方法の原則には共通するものがあり、今後の海洋環境工学

と呼べるような分野においてもその原則は同じであろう。

汚染の原因として発生源があり、環境系へ排出された汚濁物質は、環境の中で

広がり、変化し（場合により浄化され）、各種の害を及ぼす。汚染防止技術はこ

の流れに対応して次に示すようなものがある。

・発生源対策：使用の禁止、製造の禁止（上市前の事前評価）、代替物の開発

・処理：環境へ入る前の質的変換

.封じ込め：環境中の一部へ閉じ込め
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・自然浄化能との調和／促進：現境容型範囲内の排出負荷（負荷の削減）

好気的な生態系の維持，園境中での浄化力の増加

・利用（利水）時に処理：利用時の質的変換

・防護、治療：人間（動物）側での医学的対応

４．海洋環境工学の可能性

陸上の水系環境については、上述の対応が各種技術と組み合わされて体系づけ

られている。海洋を環境資源として管理する工学体系も同様な概念の構成によっ

て可能であろう。ただし、①生物生存にとって好適な領域は海洋の中で限られて

いること、すなわち、局所的な汚染であっても海洋生態系全体に影響を与える可

能性（より直接的には海産物食品の安全性への危倶）があるということ、②陸域、

大気との相互作用を含め海洋中での物質の挙動は未知の部分が多いこと、③各種

汚染物質が広大なユケールの中に希薄な濃度で存在すること、④生物分解性のな

い汚染物質には環境容璽が存在しないこと、等に注意が必要である。とくに、海

洋汚染は本質的に－国内の問題ではないから、国際的な法規制などに対応できる

普遍的な技術体系を目指すという認識も必要である。

精確な各種計測技術の開発（そのための最適な指標の選択）、発生源からの移

動・拡散の機構解明、環境中での質的変化の把握、生態系（人間も含む）への影

響評価、などに関する多分野の知見を統合した工学的方策（環境影響評価、モニ

タリング、規制、処理、浄化促進など）の体系を海洋工学はその一分野として形

成しなければならないであろう。
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’＝ネノレ３ＣＤ誌『言命７

司会（吉田）：ご講演を中心にコメントあるいはご質問の時間に移りたいと思

います。先ほどと同じようにお願いをしております質問者の方が３人いらっしゃ

いますので、その方々のコメントあるいは質問を先にさせていただこうと思いま

す。まず港湾技術研究所の堀江さんはお見えでございましょうか。よろしくお願
いいたします。

堀江：港湾技術研究所の堀江と申します。土木関係のほうからということでご

指名いただきましたが、私は必ずしも適切でございませんし、そういう知識を持

ち合わせておりませんが、ただ内湾の流れあるいは水質等に関します環境問題に

ついて比較的長く携わってました、その中のひとりということで発言させていた

だきたいと思います。土木関係のグループの中では私の身近なところでは衛生工

学委員会だとかあるいは水利委員会というところでこうしたその地球斑境問題と

いうことに関しましてある種の検討会あるいは懇談会、研究グループを結成しま

して問題点の本質を議論する、あるいは理解を深めることによってこういったグ

ループがどんなことに貢献できるか、あるいはこういった問題をどういう方向に

発展できるかということについて検討しておるところでございます。さて、今日

の地球規模環境問題につきましては、すでに永田先生、大垣先生から貴重なお話

をいただいたところでございますが、その内容は温暖化、オゾン層の破壊とか、

海面上昇、酸性雨といわゆる文字通り地球規模的な環境問題、加えまして大垣先

生のほうからお話がございました赤潮とか海洋汚染とか、湖沼、河川の汚染とか

いう問題、あるいはお話はごさいませんでしたが地下水の汚染の問題とか熱帯林

等の破壊の問題とか、世界中でありますがバラバラと各地で起こっているこうい

った問題も地球風境問題の中に含めた問題ではないかということでお話をIjj]かせ

ていただいたわけでございます。こうした地球規模問題、現境問題というのが特

に温暖化に関しましてはこれが本当に問題であるという受けとけめかたをします

れば、その次に我々は対応というものを迫られるわけですが、その対応としまし

てはこういった原因を頭から抑制するということと、ある程度その抑制には限界

があるということで、そういったものを認めた中で我々はどういう対応をしてい

くか、その２つの対応の仕方があると思いますが、例えば前者についていいます

と炭酸ガスの温暖化に関しましては炭酸ガスの放出を、減少をはかるとか、炭酸

ガスを固定するとか、あるいは緑地化をはかるとかございますでしょうし、対応

策としましては構造物で対応するということがおろかと思います。この構造物で

対応するということをひとつ取り上げてみましても、これがどこまで温暖化の現

象によって海面が上昇し、それがどういうふうに影響が波及していくかというと

ころの見積りが非常にＨ雨になるわけであります。例えば海而上界で先ほどお話

ございました気象庁の予測ということを取り上げてみますと、２０３０年代には３℃
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程度上昇して海面が１ｍあまり上昇するということで、これによります被評が沿

岸までかなり起こりそうだ、高波が押し寄せるとか、海岸侵食が激しくなるとか、

地下水、河川こういったところに塩水が進入するということでございまして、こ

ういった問題を軽減する、あるいはこれまでの状態を維持するために４兆円近く

いるのではないかという大ざっぱな見積りが港湾のほうでやっておりますが、こ

ういったことをひとつ取り上げてみましても、極めて不確定な情報を基にしまし

て算出しました数値でございます。実際はこうした構造物の海面上昇に対する対

応にしましても、構造物の背丈をかさ上げするということに絡めまして、いろん

な地質条件とか彼の条件とか、そういったものが変わってまいりまして、非常に

波及効果が大きい、従いましてどう変化するかということをきちっと見積りをし

ないとその対応が非常に難しくなってくるということでございます。その課題と

しましてはひとつはやはり温暖化に対しまして正しい知識を持つということが非

常に大事なことになっております。永田先生のほうからもかなり回答が出ており

ますが、例えば炭酸ガスと気温との関係がちゃんとわかっているのか、海洋とか

地下水とかの蒸発、発散の問題とか、大気の諸現象といったものをよくわかって

おるのか、このためにはやはり実態把握システムを早期に作っていく必要がある

ということで、先ほどお話ございましたような衛星を使うこともありましょうし、

多点の同時観測、地上での観測というのも必要になりましょうし、このために国

際協力も必要じゃないか。それからこうしたデータを蓄積しないとものがいえな

いんではないかという課題がひとつ。ふたつめが、やはりこういった非常に多分

野にわたる知識を結集しないといかんということで、例えば海洋とか気象とか生

物とか科学とか、まさに今日の７つの学会の粟まりとおＵｉ]きしましたが、こうい

う場で議論されなければならない問題、そういった場で現象の解明という予測技

術を開発していかなければならない。それから恐らくこれには大刑コンピュータ

ーの開発が必要であろうということはお話を'１１]<前から子i1lIしていたことですが、

こういった問題がある。それから３つめ最後ですが、温暖化に対して我々はどう

いう対応をとっていけばいいか、こういった問題が非常に大きな問題かと思いま

す。それでこういった地球規模環境問題に対しましてこれまで各分野でできあが

っている知識がどこまで地球規模の環境問題につきまして役に立つのか、あるい

は新たにどんなことを開発していかなければならないかと問題があるかと思いま

す。特に実態把握と現象予測に対してであります。それから最後ですが、どうし

ても我々は対策に迫られるわけですが、それに関連しまして我々が今なにをすれ

ばいいのかということでございます。特に地球規模問題というのは問題は大きい

んですが、できる対策というのは規模が小さいのではなかろうかという心配がご

ざいます。そういったことで、特に永田先生お時間の都合でお話をおＨ１]きできな

かったことで補足されることがあったらお聞きしたいと思います。それから最後

に大垣先生にひとつだけお聞きしたいと思いましたのは、多分お話あったかもし

れませんが、例えばリンの収支ということで山口大学の中西先生、沖田先生が推

－１６０－



察された結果、数(iliiは確かでございませんが、例えばリンひとつを取り」こげまし

ても年間わが国は約１００万トンとか１５０万トンの輸入超過となっておりますが、こ

ういった問題を年々蓄積していきますとやはり何らかの対策を別途考えなければ

ならない問題ですが、この点につきまして見解ございましたらお願いいたします、

以上でございます。

司会（吉田）：どうも有難うございました。まずそれじゃ永田先生から、ご質

問は多岐にわたったようですけども、先生のお話のまとめをもう一回簡単にして

いただくと同時に、我々が何をしたらいいのかということを重要点としてあげて

おられまして、そんな点についてコメントいただけたら有難いと思いますけど。

永田：地球温暖化という地球規模の現象をうかがいます場合にいろんな時間、

空間スケールのことを考えなければいけないことがございまして、今日お話申し

ませんでしたが、例えば７年ぐらいのオーダーの問題ですと、天気予報に非常に

応用できるようになってきておりまして、海洋のリスポンスが１年程度で赤道の

ほうが早いわけで、ここは大気と海洋と同時にシュミレーション的にやっていっ

てます。そのへんのところはかなり解決策がつきつつあるわけです。ただ今のお

っしゃられたところで本当に理学屋的にどんどん進めていって原理がわかってい

って答えが出るかとそういうものまでは今のところいっているとは私には思えな

いわけです。ただ我々の国際会議で問題になったんですけど、我々は大変なこと

をしてしまったんだ、眠れる巨人を起こしてしまったというんで、私はまた炭酸

ガスの問題を言い出したのかというとそうじゃなくて、我々は一般大衆及び政治

家に対して気候問題の重大さを知らしてしまった、これは大変な問題であるとい

う発言でございます。これはどういうことかといいますと、過去、我々にひとつ

の反省がございまして、気候問題は大問題であるという警鐘ならすような発言を

よくやる。それによってそれである程度の予算を出してくれれば解決しますから、

予算をくれというようなのが研究者のかなりの態度だという発言がこざいます。

ところが今のご質問の中にありますように、炭酸ガスが増えたらどうなるかとい

うことをすでに問題は超えてまいりまして、炭酸ガスをあとどれだけ出しても大

丈夫であるか、どのぐらいのスローダウンしてもいいのかという問題を解決しま

せんと、開発途上国との関係とかすべての海洋観測自体ができなくなります。と

いいますのは開発国は今までさんざん出してきたつけを我々にまわす。絶対規制

をやられますとこれは開発途上国は完全に`息の根が止まるような状態になるわけ

で、じゃああとどれだけ出したらいいのかという程度の数値を出さなければいけ

ない状態になりつつあるわけです。このような地球物理学的な問題というのは、

ここにいらっしゃる方は工学的な方が多いとしますと、かなり中間的なことでご

ざいまして、本当の理学屋に対しましてはかなり工学的センスをもった話をしな

いといけないとか、どんどん増えてきているわけです。ですから完全に問題が解
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決してから問題を１１}すというようなことは多分当分できないんで、先ほど何が予

想できるかと質問いたしました、これは原理的にいってそう簡単に出来るもので

はないとしか言えないのです。これは工学の方が我々よりよくご存じかもしれま

せんが、ある程度のシステム理論的に作っていきましても、あとは係数とかなん

とかを実態に合わせて入れていくわけです。それによって予想の精度をあげるこ

とは、かなり工学的なセンスだと思います。我々も今そういう方向にもっていか

ざるをえない立場に追い込まれつつあると思います。ですから我々の努力として

は一方においては非常に細かくパーツパーツのプロセスを明らかにしていくのが

絶対的でこぎいまして、我々の最大の努力を払うわけです。同時に現在の知識で

ある程度の予想を精度よくやっていくということが、今緊急の課題になっている

わけです。その場合にかなり工学的なセンスでやっておられる方も増えていると

思うんですが、その前に必要なのは先ほどからちょっと注意を申しますのは工学

的センスという形で、とにかく合わせようと予想するためにもあまりにもデータ

が少なすぎる、このデータをいかにしてとるかというときに、これが今、環境問

題、環境問題といっておりますけれども、全ての省庁の方もいろんな計画を立て

ておられますが、現境問題を地球規模でやるためには５年、１０年のデータでは非

常につらいわけです。ですからいかにモニター的なデータを長くとるかというこ

とが、今一番緊急なんじゃないかという気がします。そのために例えば潮位の観

測なんかでも南極大陸の周辺にかなり潮位計を付けているんですが、ちゃんと置

いているのは日本の昭和基地以外はない。アメリカは５年間ぐらいちゃんととっ

たんですが、プラントＯＩＩの研究費がなくなったらそれでおしまいになっておりま

す。私さっきちょっと申し上げたんですが、地球環境問題というのは非常に地道

な目が一方で必要でございまして、そういうものに関連のあるデータはパイプロ

ダクトとしてでも硫実に蕎穣しなければならない。このためには私はむしろ1Ｗ学

屋だけでなくて、こういう環境問題を理解された上でルーチン的な業務的な形の

資料収集というものがかなり続かなければならない。そういうものを集めていっ

た上で、とにかくシュミレーションと収集においてある程度の確実なものが出せ

ると思うんです。イニシャルコンディションを与えるデータと、そのモデルがい

いかどうかをチェックデータがあるとすれば、あと数年、十年というのも出せる

はずです。ですからその点のところで、これは先ほどお話ありましたように世界

的な協力が必要ですし、いろんな分野からの協力をしていかなきゃならない。例

えば先ほどの水位のデータが本当に上がったかわからないといいますのは、地球

物理学者は海面が変わらないと思って地盤沈下を議論されておりまして、我々は

地盤沈下がないとかそういうものはないものと思って水位を計らざるを得ない。

その実際に水位が上がるかどうかというのは、むしろ海岸のほうをやっている方

がそのつもりでお考えになってやっていただければ、多分我々のほうにまかして

おいては出てこないと思います。専門というのは妙なものでして、いまの潮位な

んかの予報は海洋学者が従来考えてましたが、１センチや２センチは問題にして
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ないわけです。こういう凹皿でそろそろ実１１}的な凹皿に関係してくるといいます

と、そちらの問題の精度というのは我々に期待されても多分出ないと思います。

本当に将来の予測をするために何ミリずつ上にがっていくかということを必要だ

とされるならばそちらのほうで本当に本腰を入れていただかないとデータは出て

こない。これが地球規模の問題のいやらしさでございまして、地球規模の問題の

専門家がいて、そこでやって解決する問題ではない。そういうものを埋めていけ

るある程度のデータがあれば、短期の予測は、短期というのは数年、十数年の問

題ぐらいまでは現在の知識でいくのではないかと思います。お答えになったかど

うかわかりませんが。

司会（吉田：）有難うございました。それでは大垣先生、先ほどのお話の中の

リンの問題について、簡単にでもお答えいただければ。

大垣：多分リンの収支というのは肥料としての輸入で、日本という国の環境範

囲内で見ますと外からリンが入ってきて、その収支を考えないといけない。まさ

にそのご指摘の通りで、海洋問題というのは要するに国を超えた問題として要す

るに国際的な物質の収支で、元素がどれだけ世界中で動いているか、リンがどれ

だけ、窒素がというような形の、自然界だけじゃなくて、社会的な面もきちっと

入れなければいけないんじゃないかと思います。それは全くご指摘の通りです。

肥料が出たあと今度それが畑や水田から水系に出て来る、それがまたひとつ問題

になりますけれど。ご指摘の通りだと思います。

司会（吉田）：有難うございました。それでは次のご質問を予定しておりまし

た方にお願いしたいと思うのですが。船舶技術研究所の遠藤さんお見えでしょう

か、お願いいたします。

遠藤：非常にタイムリーで、海洋汚染の問題、気候の温暖化、酸性雨の問題と

か盛りだくさん教えていだたいて非常にためになったんですけども、永田先生に

はいろいろご説明を今の質問に対する回答でいただきましたので、主に大垣先生

のほうの海洋汚染の話をちょっと伺いたいと思いますが。今のお話で陸地といい

ますか湖沼等の浄化のほうがいろいろ策がなされておると、霞ヶ浦の例ですか、

また片瀬の例ですと尻きれトンボといいますか、一応は何か対策をしてうまくい

っているということなんですね。ローカルには非常にそういう対策の方法がある

のではないか。先ほどの大垣先生の表でいいますと、－番上のタイムスケールで

10-1、このへんのところは何とかやりつつあるということがよくわかったんです

けれども。これのさらにもうちょっと上の大型港湾の１０’とかこのへんになって２

乗とかこのへんになってきた場合、例えば大阪湾の話ですとか、瀬戸内海の話と

か、そのへんの斑境浄化の話になりますとこれをどうしようかという話は今大垣
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先生の話では直接伺えなかったと思うんですが。去年、海洋工学シンポジウムと

いって造船学会が主催してやったのがあったんですが、これでいろいろ話題が出

てきたのを見ますと、何とかそこの海洋汚染を保全するためにどうするかという

と、できるだけそこの汚染を早く太平洋に送りだしちゃう、先ほどタイムスケー

ルの１０１，１０２のところを早く１０３４のところに押し出していくというのが非常に今

考えられている方法で、そのためには大阪湾のところを区切っているトモガシマ

水道ですか、あそこのところの流量をどうやって増やすとか、大阪湾の底に溝を

掘って流れよくして、どうやってはやく汚染水を外に押し出すかとか、そういう

話が非常に取り上げられておったと思うんです。ところがこのような話は今申し

上げましたように、クローズトな話じゃなくて、汚染源を外に押しやるというこ

とで、その場所では非常に斑境保全が－見出されたようであってそこのアメニテ

ィーが保証されるということになるんですれども。問題を先送りしてもっと広い

ところに押しやった結果、それを取り戻そうとしても終始がつかなくなるという

意味で、その瀬戸内、大阪湾レベルの汚染の話、これを今もうすでに現存してあ

るわけですから、それをできるだけクローズドな形で何とか保全する方法がない

かどうかということ、それからもうひとつ、それよりさらにタイムスケールの大

きなところで、もうすでに太平洋にそういうものが汚染物質を送りだしたわけで

すけれども、日本という国の今の存在位置を見ますと太平洋を抱いているような

形で、非常に太平洋におんぶしているということで、今後は太平洋の環境保全と

いうことを日本が先進的に引っ張っていかなければならない。そのためには非常

にグローバルなわけですか、それを今汚染がどういうふうに進んでいるかという

モニタリング、これをまずどうしていくかというのが非常に大きな問題で、先ほ

どの汚染物質の中でも環境浄化、自然浄化がされないようなものがたくさん載っ

ておりました。それはできるだけ発生源で断つしかないわけですけれど。これは

もうひとつ自然に出てしまったものはしょうがないわけで、これはモニタリング

していかなければいけないんじゃないかと思います。太平洋の環境保全をするた

めのモニタリングをどうしたらいいかということ、できれば太平洋に出ていたも

のも浄化する方法がないか、そのへんのところを大垣先生に伺いたかったので、

よろしくお願いします。

大垣：最初のほうのご質問ですが、確かに瀬戸内海、要するに水を持ってきて

滞留時間を短くする、藻類の増殖といいましても、無限の速度があるわけじゃな

くある速度が必要で水がある程度ないとそこで増殖しないわけで、そうしますと

滞留時間を短くすれば藻類はその場で増殖しないということが考えられるわけで

す。湖沼なんかでも滞留時間が４日以上の湖沼を水質排出基準の規制をかける対

象のひとつの基準としてやっております。それより短いところは一応起きないだ

ろうというようなことがございますので、原理的にはどっかから水を持ってきて、

あるいは外に出してしまうというしかけをつくることはできるんですが、ただ臼
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然界の状況は非常に難しくて、先ほどの東京湾の青潮のようにへこんだところが

できますと、そこに有機物付加がなければいいわけですが、そういう希釈して処

理しようというような考え方のところは所詮付加が有機物の付加が多いところな

わけでございますので、そのへんのものがそういう溝にちゃんとたまらないかと

か、先ほどの貧酸素水塊というのができないかというようなあたりのことを抑え

ない限りはなかなか人工的にそれをやるというのはいろいろ問題があるような気

がします。まさに汚染源を減らしていくということが重要でして、ＣＯＤ等の総

量規制等の規制を厳しくするというのはへんですが、はっきりさせ、あるいはＣ

ＯＤというのは果して汚染の問題に対してでいいのかという研究も必要かと思い

ます。ちょっとお答えになったかどうかわかりませんが。単純に流すといっても

なかなか難しい問題ではないかと思います。それに伴う水系汚染物質が入るとそ

のあとの気候というのはなかなかつかみきれない問題があると思います。２番目

の問題の太平洋の環境保全は非常に大きな問題ですが、特に蓄積性の物質に関し

てはＰＣＢの例を申し上げましたが、還太平洋ということで見ますと、熱帯地方

あるいはこれから工業化が進む発展途上国等のモニタリングというのが多分重要

な意味を持ってくると思いますので、日本がそういう国々に国際協力という意味

で技術と資金を提供するというあたりが非常に直接効果のある方法ではないかと

思います。もっと技術的ないろんな問題はあると思いますが、開発途上国のモニ

タリングというのはほとんどなされておりませんので、今後の重大な課題じゃな

いかと思います。

司会（吉田）：どうも有難うございました。それでは３番目にお願いしており

ます方をご紹介したいと思いますが、公害資源研究所の山崎さんお見えでござい

ましょうか。よろしくお願いします。

山崎：おふたかたの両先生に、まず大垣先生にはコメントという形になると思

います、それから永田先生のほうにはご意見をお伺いしたいと思うんですけれど

も。私、深海底のマンガン団塊の開発に関する研究をやっておりまして、私のほ

うはどうやって採るかということを研究しているものですから、どちらかといい

ますと環境を破壊するほうの役まわりなわけなんですけれども、大垣先生の資料

の中で書いておられます理学と工学の境目のようなところへ工学のほうから体系

化するというような手をのばしていくとことが、私が思っているところと非常に

同じくするところがありまして心強く思っているわけですけれども、先生のお話

されている中でマンガン団塊の開発を考えますと海底の底質軟泥の上に分布して

ますマンガン団塊を５０００ｍの海底から採って、それを海上まで上げてくるという

過程を経るわけなんですけれども、それに伴って現時点ではマンガン団塊をとに

かくたくさん採れればいいということで、多分海底の表層５センチから，０センチ

程度の泥を一緒に一度取り込みまして、海底でできるだけ分離して残りのマンガ
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ン団塊だけを深海の水と共に船の上にパイプで上げてくるということになると思

うんですけれども、この分類の中でいきますとあまりよくわからないんですけれ

ども、海洋環境の汚染では生物資源及び海洋生物に対する害があるんじゃないか

と、そういうふうに私は考えております。それから汚染源という意味では３番の

深海底における活動からの汚染というここに分類させれと思うわけです。ところ

が大垣先生の分類でいきますと、汚染物質を汚染ということで例えば図１を拝見

しましても、本来底に存在したものをかき乱すなり、それからかき混ぜてしまう、

人為的に、そういうものが環境に与える影響はどうかということがちょっとここ

の図１の部分で抜けているのではないか。それで大きな意味では汚染、海洋斑境

の破壊ということにつながると思いますので、そういったもともと底に落ち着い

ていたものを人為的にかき乱してしまう、あるいは破壊してしまう、そういった

ものもひとつ海洋環境工学というところで取り上げるものの中に加えていただけ

たらと思います。それから永田先生のほうには、ご意見をお伺いしたいんですけ

ども、今申し上げましたようにマンガン団塊を多分２０年か３０年後位に開発しよう

として今研究しているわけですが、そのときに今のままいきますと海底の表面の

生物層というものをまず完全に破壊してしまうだろう、５センチから１０センチの

深さ、それがひとつ大きな環境破壊の問題だと私は思っているわけです。もうひ

とつは一部そういった海底の泥を含んだような富栄養の低温の海水を、年間１０００

万トン規模位でハワイの南島あたり、赤道反流等、北赤道海流の境目あたりで汲

み上げて表層へばらまくわけですけど、このふたつのタイプの環境破壊があるん

ではないかと思うわけです。私自身は表層のほうというのは上がってくる水の量

が海洋の温度差発電などに比べると、鼠が非常に相対的には少ないわけですので、

表層のほうはあまり問題はないのではないかというふうに私個人としては思って

おります。非常に問題になるのは海底の泥の５センチないし１０センチのところを

すべて取り去ってしまう、なおかつそれが海底で殆ど排出されるわけですから、

もう一度海底に再堆積が起きるだろう、そうすると例えばマンガン団塊を本当に

採るために引っかき回したところではないよそへも深層流にのってそういうもの

が流れていきまして,、表面が覆われて、やはり覆われた部分も生物層が破壊され

るのではないか。私自身は海底のほうの影響が非常に大きいのではないかと思っ

ています。表層のほうはたいしたことないんじゃないかと。私自身がそう思って

いるわけですけれども、それに対しての永田先生のご意見をちょっとお伺いした

いと思うわけです。よろしくお願いいたします。

永田：確かに海の中の生物というのは表層と海底に圧倒的に多いんです。です

から例えば何か餌のようなものをつけたものを降ろしますと、殆どなにもないよ

うな海底でもあっというまに食いあらされてしまうという話を聞いたことがござ

います。非常に海底に生物が多いということは事実ですが、ちょっと今のお話の

マンガン団塊でどの程度のことをやられるかということですけども、それの操作

－１６６－



に(､１２ってＴ]r藤物画的なものが、さっきの大ｉｎ先生のお話のＴｍＭｉ１的なl1lRjmがない

としますと、多分普通のやり方では表層と同じでそんなに影響ないのではないか

という気がします。これはわかりません。そのためのシュミレーションでもちゃ

んとやらなければならないと思いますけれども。海底にはどんどんいろいろなも

のが堆積していっておりますので、長い時間スケールですけれども、静かに沈澱

していくとなったときに、それほど大きな影響があるというふうに私は思えない。

ただその前のお話の太平洋の大きさが有限かどうかということがございますけど、

確かに有限的なものがいっぱい出てきてる。それは先ほどＤＤＴの汚染のような

ものが全域に広がっているとか。海洋汚染ではプラスチックの網が溶けないもの

ですから、あの切れ端が海流に乗ってある場所に非常に集まって、そこでUili乳動

物が絡まってずいぶん死んでいるということで、それが漁業規制の対称になって、

水産省あたりではそういう浮遊物質がどこに集まるかという研究を始めていたこ

とがありまして、いろんなことがあります。例えばシャケ放流をやたらにやって

おりますが、最近あがってくるシャケが小さくなったという話があります。これ

は２つ原因が考えられます。ひとつは太平洋が有限で餌が足りなくなったんじゃ

ないかという人もいますが、もうひとつ帰ってくる量を上げるためにかなり成長

した段階まで陸でやって放す、そうしますと非常に早熟になりまして、３年で帰

るのが２年で大人になって帰ってくるので小さくなったという、いろんな話があ

るんですね。いろんな問題で太平洋規模においても海は有限であるということは

お考えいただかないといけないと思います。先ほどの引っかき回すという問題に

あります温度差発電でもたいしたことないだろうということになるかもしれませ

んが、やはり人間が直接的に全体の海をひっくり返すというに対しては、まだ人

間の活動能力はそれほど大きいと思えない。ですからよほど妙なものをやらない

限り、自然現象をかき回すという意味ですと、多分今の段階ではそう気にしなく

ていいのではないかと私は気がします。そのへんはそちらのほうがご専門かと思
います。

大垣：太平洋規模になりますと、私が仕事しています１０ｍ規模とは全然違いま

すのであれなんですが。多分量的には確かにそれほどの量にはならないんじゃな

いかという気がいたします。ただ海流の動きなどが要するに単純に希釈するでは

なくて、拡散せずに動いていくということがあるとすれば、ある地域に影響を及

ぼすというようなことがある可能性もある。それがだから全くわからないのでは

ないかという気がいたします。ちょっと先ほどの遠藤さんのご質問とも関連する

のですが、ついでに言わせていただきます。要するに汚染する物質が何かという

ことを想定しませんと、例えば通常の有機物あるいは窒素、リンでしたらある意

味ではあっても何の影響もないわけでございまして、濃縮性のものがあるかない

か、そのへんがまず第一に多分海底からものが引き出して、それをばらまくとい

うことがあったときに問題になるのではないかと思います。ある意味では通常の
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有機物である。それが自然界の中で、浄化の巾で処理をされていく。浄化容爪さ

え与えてやればいいという感じがいたします。

司会（吉田）：どうも有難うございました。時間もそろそろ過ぎかかっており

ますけれども、会場からご質問があれば１，２お受けしたいと思いますけれど。

お手を上げていただけますでしょうか。どうぞ。

星野：私、星野と申します。ただ今海洋産業研究会というところで主に研究会

組織で水産関係の勉強をしばらくやっておりますので、その立場から主に大垣先

生に提案とそれから質問がございます。ひとつは海洋環境資源を管理するという

工学体系を作ろうという姿勢は非常にわかりやすくて、ぜひこれから一緒に勉強

させていただきたいと思いますが。ただ私共、日本の水産全体という観点が少し

違うところがございます。ひとつは、今先生が手111,として湖、海水浴場でやって

らっしやいますが、日本の沿岸の水産資源をもっと豊かにするにはどうすればい

いかという立場から考えますと、日本の海というのは決して豊かではない、水産

の漁獲部材が１２００万トンといってますけれども、これは日本の黒潮が国際的に一

級の豊かな漁場ということではなくて、国際的に－級レベルに達するのは北海道

の釧路沖から遠くにかけてのごく－部海域のみで、日本の近海でたくさん魚をと

っているのは日本人がいろんな魚をまんべんなく食べるということと、それから

取る能力が絶大にあるということと、それからマーケットがあるということで、

１２００万トンの漁穫が成立しているのであって、そういう立場からいいますと日本

の近海はさらに豊かにしなければならないという問題があります。それについて

なにが問題かというと、本来豊かな大阪湾とか、東京湾、瀬戸内海というのが先

生ご承知のように今のような状況で、全くごちやまぜの状況になっているという

ことがひとつ。それから一方、水産庁でいろいろ海を豊かにしようということで、

いろんな事業をやっておりますが、大阪湾、東京湾はもうしょうがないというこ

とで、本来最も質の高い海を一応放棄しています。漁民が悪いんで漁業権放棄な

どを発言する資格が全くないと思われるのにかってに放棄して、民間も国もなに

もしない。そこで、そういう状況を解決するには、今、汚染汚染といっています

が、汚染物質を先生もおっしゃいましたように、本来生物にとって有益な物質と

そうでない物質に基本対策の観点から明確に２つに分けて、基本物質は完全に発

生源で遮断する、海へ出てから処理するということは全くどうにもならないこと

であって、これははっきり基本的に発生源で断つということ。それから有用物質

は、もっと大きいレベルで混合する、混合するにしてももっと積極的に開発する。

例えば陸上では大規模下水処理を膨大な、私共から見ますと正気の沙汰じゃない

というような膨大な予算を投じて大きいパイプでやっていますけど、一方海へ出

すと何にもしないというのは極めてアンバランスだと思います。先ほどおっしゃ

った例えば東京湾の水を、あるいは大阪湾の水を早く外へ出すとかいうのは非常

にまともなアプローチだと思います。そんなことを考えました。
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司会（吉田）：大垣先生、何かコメントいただけますか。

大垣：例えば東京湾が汚染されるといっても漁極量自体は増えておりますとか、

そういうデータがありまして、魚の質の変化とかに私は詳しくありませんがちょ

っと勉強させていただいた限りでは高級魚が少なくなるけれど漁獲量は増えてい

るとか、いろんなこと漁業の経済的な効果まで出てきますと非常に複雑な問題が

あると思いますが、例えば東京湾、大阪湾を具体的に外に水を{}}すということが

技術的にどうなのかということは私には疑問がありまして、先ほどちょっとそん

な言い方をしたのですが。もしも可能ならばある意味では結構な方法ではないか

と思いますが。

司会（吉田）：どうも有難うございました。まだご質問、コメント等おありに

なるかと思いますけれど、予定時間がちょっと過ぎておりますのでこのパネルこ

れで終わりにさせていただきたいと思います。大変根源的な問題、かつ地球的ス

ケール、かつ時間的にも大きなスケールにかかわる問題という点で、いろいろな

分かりにくい側面もたくさんあるわけですが、いろいろ考えていく場を提供して

いただいて大変私共有難いと思っております。お二人のパネラーの先生、コメン

テーターの皆さんに拍手をもって御礼申し上げたいと思います。
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同可三会ＣＤａろＬ、ざ一つ８

司会（吉田）：どうもご苦労様でございました。それではこれで今日の３つの

パネルを終わりにさせていただきますけれども、最後に海洋工学連絡会の副委員

長の佐久田日大教授のほうから閉会のご挨拶をいただきます。

副委員長（佐久田）：長時間にわたりまして朝１０時から６時まで８時Ⅱ|)にわた

りまして、いろいろ海洋工学パネル第１回でございましたが最後まで協力いただ

きましたフロアーの皆様に厚く御礼を申し上げたいと思います。海洋工学パネル、

これは第１回でございましたんですが、そうとう試行錯誤的なところがございま

した。パネル１は海洋空間利用構造体の計画としまして森先生、橋立先生、宮村

先生、３人の方に適切なお話を提供していただきました。そして３人の先生のお

話を補完する意味でまた適切なコメンテーターの方のご発言というのがございま

した。いずれも私共非常に有益な話題でございましていい勉強させていただきま

した。パネル２は海洋波と波浪荷重の考え方ということで鳥羽先生、高石先生、

合田先生の順でこれまた非常にアップツーデートなおもしろいお話をちょうだい

できました。特に鳥羽先生のピュアサイエンスの立場から地球物理学からの視点と

いうので私共エンジニアリング、あるいはテクノロジーのほうに関係しておりま

す者としては非常に耳新しい話題を提供していただきましたことを、特にお礼申

し上げたいと思います。さらにコメンテーターの方の補完するような格好のお話。

さらにパネル３では地球環境保全と海洋として永田先生、大垣先生のお話、これ

またコメンテーターの方のご協力ありまして非常に充実したパネル１，パネル２，

パネル３を無事終了したわけでございます。その問、司会を担当していただきま

した３人の先生方いずれも活発なご討議でございましたので時間が不足するとい

うようなところがございまして、いろいろご苦労させたようですが、いずれも適

切な結論というものが出たようでございまして、主催者の一人として３先生にも

厚くお礼申し上げたいとこう思います。確かに時間の制限がございまして、さら

に時間がございますればコメンテーターの方に対するパネリストの先生方のお話、

さらにそれを人口としましてまたフロアーからのお話というのをちょうだいした

かったわけですけど、その点がいささか残念でございます。時間の術１１限がござい

ましたのでやむを得なかったというところでご勘弁いただきたいと思います。第

１回でございましたので、あれこれございましたでしょうが、さらに第２回、第

３回と続ける予定でございますので、本日の第１回のいろんな先生方のご批判、

ご意見というものをまた改めてちょうだいして、より充実した第２回、あるいは

より効率的な第２回の海洋工学パネルというものを企画致したいと思っておりま

すので、ぜひご活発なご批判、ご意見をちょうだいいたしたいと思います。時間

もだいぶ過ぎたようでございますので、全体の総轄というのは今回もまた行N（さ

せていただきたいと思いますが、施設を最後に提供いたしました一員としまして、
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この施設だいぶ設備が古うございまして、不行届きのところ、特に室温の調整な

ど後ろの方々にはだいぶご迷惑をかけたようでございますので、この席を借りて

お詫びを申し上げたいと思います。私共のほうとしましては、年次計画で徐々に

設備の更新というのをやっておりますので、この次は室温の調整などうまくいく

かと思ってご勘弁いただきたいと思います。長時間にわたりまして本当に有難う
ございました。

司会（前田）：どうも佐久田先生、有難うございます。それではこれをもちま

して第１回海洋工学パネルのすべてのプログラムを終了いたします。なおお帰り

の際には、名札を受付においていかれるようにお願いしたいと思います。それか

ら懇親会にご出席の方に申し上げますと、懇親会にご出席の方は名札をそのまま

お付けになって下さい。それで場所はこの建物の１２階の第１会議室になっており

ます。それでこの地階からですと、エレベーターは直接１１階までしかまいりませ

んので、ここからお乗りになる場合は１１階で降りて１階、階段を上っていただく

ことになります。１階まで歩いていただきますとエレベーターは１２階まで直行す

るのがございます。どちらでもご利用になって下さい。それからエレベーターで

皆さん懇親会場に移っていただくわけですけれども、一度に皆さんお移りになれ

ませんので、先にお着きになった方から随時お飲みになったり、あるいは食べ物

を先にお食べになってて下さい。それで皆さんお集まりになったところで、懇親

会を改めて開かせていただきたいと思います。以上でございます。どうもご協力

有難うございました。
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